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デロイト トーマツ グループの存在意義を示すものがPurposeです。

Deloitte network Purpose
Deloitte makes an impact that matters.
クライアントのため、メンバーのため、そして社会のため、私たちは常に最も重要な課題に挑戦し続け
る。複雑な課題を解決し、クライアントの持続的な成長を促し、卓越した総合力を背景に、圧倒的な価
値をもたらす。私たちは誠実であることを掲げ、信頼と信用を築き、社会に貢献していく。共通の価値観
が、私たちを発展的で揺るぎないインパクトの創造へと導く。

デロイト トーマツ グループ 経営理念

デロイト トーマツ グループ Shared Values（共通の価値観）

デロイト トーマツ グループ Code of Conduct

Fairness to society
プロフェッショナル・ファームとして独立性を保持し、グローバルな視野に
立って与えられた責任と役割を誠実に果たす。経済社会の公正を守り率
先してその発展に貢献する。

Innovation for clients
多様化するニーズに応えるため、総合力を発揮できる組織を構築し、創造
的で先見性に富んだサービスを提供する。クライアントの期待を超える知
的専門サービスを総合的に提供する。

Talent of people
プロフェッショナルとして自らを鍛え、磨き、チームワークを守る一人ひと
りが、生きがいを手にし、豊かな生活を実現する。各人の個性を尊重し能
力を発揮できる生きがいのある場を創りだす。

Fairness to
society

Innovation for
clients

Talent of
people

Deloitte network Purpose及びデロイト トーマツ グループの経営理念実現のため、私たちが共通して持つべき価値観
がShared Values（共通の価値観）です。

デロイト トーマツ グループのCode of Conductは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）及び各国･地域のメ
ンバーファームで採択されている“Global Principles of Business Conduct”（“Global Code”）を基礎に、デロイト トー
マツ グループに必要な項目を加えたものです。

Global Code について
Global Codeには、私たちが必ず守らねばならない、私たち一人ひとりのコミットメントが規定されています。存在意義

（Purpose）の実現に向け、共通の価値観（Shared Values)を土台とした私たちの芯となる信念、つまりデロイトネット
ワークにおいてはエシックスとインテグリティこそが行動の基盤であって、この点に議論や解釈の余地はないという信
念を反映したものです。

Code of Conduct に対する私たちの義務・コミットメント
私たちは、デロイト トーマツのメンバーとして、Code of Conductを理解し、これに従い行動する義務を負っています。ま
た、Code of Conductに反する行為を目撃または認識した場合には、解消に向けて行動をとったり、上司に報告する義
務があります。

翔：

誠：

想：

敬：

響：

Lead the way

Serve with integrity

Take care of
each other

Foster inclusion

Collaborate for
measurable impact

今後のプロフェッショナルのあるべき姿を率先して追求すると共に、多
くの人々の機会創出や持続可能な社会の実現に貢献する

誠実性を堅持し、クライアント、規制当局、社会一般からの信頼向
上に努める

一人ひとりを尊重し、公平性の確保、互いの成長と幸福追求に向
けて配慮し助け合う

多様性を受け容れ、それを活かし強みとするInclusiveな組織風土
を醸成する

目に見える高い成果をめざし、多様なプロフェッショナルが相互協
力存在意義の精神で国境や専門性の垣根を越えて連携する

存在意義

Purpose

経営理念

FIT

共通の価値観

Shared Values

行動規範

Code of Conduct

社内規程等

DPM（Deloitte Policy Manual）

デロイト トーマツ グループの経営理念
私たちは常に、Deloitte（デロイト）が世界のメンバーファームに指針として提示する“Deloitte network 
Purpose”、及びデロイト トーマツ グループの経営理念に即した行動を心掛けます。
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本報告書において、「トーマツ」と表記した場合は有限責任監査法人トーマツのことを指します。

P.��(INTRODUCTION)

卓越した総合力により
社会に信頼を創造し、
ステークホルダーの

期待に応え続ける

P.��
(CHAPTER ��)

P.��
(CHAPTER ��)

トーマツが取り組む
�つの重点戦略

デロイト トーマツ グループの経営理念Deloitte network Purpose

●監査チームと人財　●品質管理体制　●組織と文化P.��ありたい姿を実現するための基盤 (CHAPTER ��)

P.��
(CHAPTER ��)

トーマツが
創造する�つの価値

ありたい姿

監査
Transformation

グループ総合力
（MDM）

サステナビリティ

Social Value

People Value

Client Value

ステークホルダー ●株主・投資家・アナリスト　　　　　　　　　　　　●社員・職員　●経営者　●監査役等　●規制当局等　●地域社会　

ステークホルダーの期待を
理解するための対話

社
会

課
題

・環境変化

ステークホルダ
ー

の
期

待

トーマツが取り組む重点戦略と
ありたい姿

Audit Q
uality Report 2025

06

D
eloitte Touche Tohm

atsu LLC

05 06

D
eloitte Touche Tohm

atsu LLC

05

INTRODUCTION 03 ありたい姿を実現するための基盤02 トーマツが取り組む3つの重点戦略01 トップメッセージ －トーマツのありたい姿－INTRODUCTION



ステークホルダーの期待を
理解するための対話
ステークホルダーの監査法人に対する期待は、環境変化により高度化・多様化しています。トーマツではステー
クホルダーとの対話を通じた監査品質のさらなる向上と、意見発信を通じた資本市場の健全な発展に努め、 
ステークホルダーの期待に応え続けます。

トーマツは、被監査会社を取り巻くマクロ環境を理解し、
固有の状況やリスクに応じた適切な監査手続を実施す
るため、監査役等と積極的なコミュニケーションを取り、
効果的かつ効率的な監査を実施できるようにしていま
す。また、監査役等の期待に応えるため、テクノロジーの
活用を含めた詳細な監査内容の説明や、法令改正や新
基準等に関する情報提供等も積極的に行っています。
加えて、被監査会社の監査役等を対象とした「トーマツ 
ガバナンス フォー
ラム」を年�～�回
開催することで、
監 査 に 対する監
査 役 等の理 解を
より一 層 深 めて
いただく取り組み
をしています。

���� 年開催 トーマツ ガバナンス フォーラム

会社の執行責任者であるCEO（最高経営責任者）やCFO
（最高財務責任者）等と直接かつ率直なコミュニケー

ションを取ることで、企業環境、経営ビジョン、事業計画・
事業戦略、経営課題等を理解し、監査上のリスク等を識
別することに役立てています。経営者等とのコミュニ
ケーションで得られた知識や情報は、監査チームメン
バー内で適時に共有され、効果的かつ効率的な監査の
実施につなげています。
また、それにとどまらず、CEOやCFO等からは例えばガバ
ナンスや内部統制の高度化のための提言等も期待され
ています。監査上発見した事項は、被監査会社に適時に
伝え、会社の不正防止や内部体制強化につながる建設
的な提言を行っています。
加えて、監査チームは、毎年監査業務終了後に、原則とし
て全ての上場被監査会社の監査役等及び経営者（CFO
等）からサービス クオリティ アセスメント（SQA）として
フィードバックを受け取り、これに基づいて期待や改善点
の把握及びそれに対する対応を行っています。

経営者

トーマツでは、日本公認会計士協会への役員や各種委
員会への委員の派遣、会計基準設定主体である企業会
計基準委員会（ASBJ）やサステナビリティ基準委員会

（SSBJ）等への委員や研究員の派遣、金融庁や公認会計
士・監査審査会、証券取引等監視委員会等との交流等を
行っています。
これらを通じた、我が国の会計・監査その他資本市場を
巡る課題解決やルール設定への参画、意見発信を行うこ
とで、積極的に社会に貢献しています。
また、規制当局と定期的な対話をすることで、規制当局
の監査法人に対する期待をアップデートしています。

規制当局等

監査法人に対して、株主・投資家・アナリスト、その他の
資本市場のステークホルダーが様々な期待を持ってい
ます。そのようなステークホルダーの期待を的確かつ適
時に把握し、そこに期待ギャップがある場合にはそれを
解消するよう、監査法人の経営や品質管理の仕組みに反
映させていく必要があります。
トーマツでは、このような考えから、投資家等のステーク
ホルダーとの直接対話を継続して実施しています。

株主・投資家・アナリスト

トーマツでは、「地域未来創造室」を設置し、全国約��拠
点で地域に根差したサービスを提供することで築き上げ
てきた知見やネットワークを活かしながら、顕在化する
様々な地域課題の解決に取り組んでいます。
監査業務やアドバイザリー業務を通じて、地域社会にお
ける課題に着目し、これまで各地域での活動で培ってき
たノウハウや知見を地域未来創造室に集約・一元化する
とともに、デロイト トーマツ グループ内の各社の専門性
も活かして、地域課題解決を支援する体制をより一層強
化しています。

地域社会

社員・職員も重要なステークホルダーであるとの認識の
もと、トーマツでは、特に【職員の声】を経営に反映させ
ることを重要視しています。
このため、代表執行役は、全国の各事務所において、職
員とのコミュニケーションを直接行い、監査現場の状況
を適時適切に把握するとともに、職員の要望に積極的に
耳を傾けることでそれらの意見を経営に反映させていま
す。また、我々をとりまく環境や外部ステークホルダーか
らの期待、我々がフォーカスする各施策の背景等を共有
することで、社員・職員が一体となって高品質な監査を
提供できる組織・文化の醸成に努めています。

社員・職員

監査役等

規制当局等
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監査事務所の状況

監査品質の指標（AQI）の概要
トーマツは、監査品質を継続的に改善するために、監査品質の指標を用いたモニタリングと、その結果に基づく
継続的な改善活動を実施しています。

84時間

監査従事者
1人当たり平均研修時間
（2024年4月～2025年3月）

P.55

4.43点

履修した研修に対する
アンケート調査結果

（2024年6月～2025年5月）

5点満点
P.55

約300名

法人内及び
グループ内外への異動

（2024年6月～2025年5月）

人財投資

P.54

研修目的を達成できる内容だった 年間異動数

独立性に関する検査
（2024年6月～2025年5月）

P.84 P.69

0件

外部検査による処分
（直近2事業年度）

監査の結果

P.70

金融庁による行政処分
JICPAレビューに基づく措置

法人内部で実施した監査業務の
定期的な検証の結果

（2024年6月～2025年5月）

0件

監査意見の修正を要する重大な不備

40%

社員の海外勤務経験者割合
（2025年5月末）

P.57

1,316名

日系企業サービスグループの
全世界の日本語バイリンガル数

（2025年4月1日）

P.49

約13％ 約25％

女性比率
（2025年5月末）

Audit Innovation®の推進状況

パートナー・マネージング
ディレクター女性比率

シニアマネジャー・
マネジャー女性比率

P.59

合計6,382名

構成人員
（2025年5月末）

P.94 P.●

上場会社の監査契約における
平均関与時間割合

（2024年6月～2025年5月）

P.44 P.●

品質・リスク管理業務の人員数
（2025年5月末）

P.●

品質統括

■シニアマネジャー・マネジャー 
■内部専門家
■パートナー
■非管理職スタッフ

監査・保証業務
モニタリング

リスク管理

P.67

472名 5,910名
133名

18名

18名

社員 職員

100％ 5件

職業倫理・独立性等
年次確認書類提出率

認識された
違反件数

Audit Analytics®
上場被監査会社適用率
（2024年6月～2025年5月）

100％

統計学やデータサイエンスを用いて、リスク識別・
評価、リスク対応手続へつなげるアプローチ

トーマツ監査イノベーション＆
デリバリーセンター（AIDC）

利用被監査会社数
（2024年6月～2025年5月）

Balance Gateway®
利用社数

（2024年6月～2025年5月）

2,955社 2,680社

チェック業務等標準的な作業を集約して
処理する事務センター

マネジメントからのコミュニケーションには、
常に監査品質が最優先事項であるとの
メッセージが込められていると思う割合

4監査法人の共同出資による合同会社が
提供する残高確認オンラインサービス

P.86P.62P.58

監査従事者の
年間平均執務時間

（2024年6月～2025年5月）

監査品質に関する
意識調査

（2025年3月実施）

IT費用とAudit Innovation®投資額
監査法人のみ

（2024年6月～2025年5月）

社　員 IT費用の
実績額

職　員 Audit Innovation®
投資額

2,073時間 8,726百万円

1,893時間 6,690百万円90.1%

19.0％

12.7％

6.5％

61.8％
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個我を脱却し大乗に附く
現 有限責任監査法人トーマツ 創業者のメッセージ

Be selfless, serve the greater good

海軍主計少将として終戦を迎え公職追放されるも、その経験と
知識で数社の会社役員を務め、57才で公認会計士特別試験に合
格。日本の公認会計の世界に新しい時代を築き上げたいと、基本
構想「個我を脱却し大乗に附く」を掲げ、今日のデロイト トーマ
ツ グループの礎を築く。

等松 農夫蔵
Nobuzo Tohmatsu 1896-1980

〈P.13〉 
【メッセージ】ボード議長から

〈P.15〉 
【メッセージ】代表執行役から

CHAPTER  01

トップメッセージ
－トーマツのありたい姿－
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不確実性の時代にこそ求められる
信頼を軸にした価値創造

現代社会は、かつてないほどの不確実性に直面していま
す。気候変動、地政学リスク、AIをはじめとする急速な技
術革新、社会における分断と対立の拡大といった課題が、
日常生活や経済活動、そして社会全体に深刻な影響を与
えています。さらに、国際的な枠組みや社会構造が転換点
を迎えている兆候も見られます。このような急激な変化
と先行きの不透明さが特徴的な「不確実性の時代」におい
て、企業や社会が適切な意思決定を行い、より良い未来を
次世代に引き継ぐためには、信頼できる情報や仕組みが
これまで以上に重要な役割を担うと考えます。こうした
背景を踏まえ、監査法人としての私たちの役割はますま
す重要性を増し、その責任も一層重くなっていると感じ
ています。私たちの使命は、単に財務情報や関連する内部
統制の信頼性を担保して資本市場の基盤としての役割を
果たすことのみにとどまりません。企業や社会が直面す
る課題が複雑化する中、私たちは信頼を軸にした価値を
創造し、社会全体の基盤を支える存在であり続けること
を目指しています。そのためにも、私たち自身もたゆまず
自己変革を続けてまいります。

高い監査品質の維持とさらなる向上に向けた取り組み
は、私たちの最優先事項です。しかし、現代において監査
品質を追求するためには、過去の延長線上にとどまるだ
けでは不十分です。地政学リスクや気候変動への対応、生
成AIに代表されるテクノロジーの進展に伴い、被監査会
社を取り巻く事業環境は大きく変化し、ビジネスモデル
や事業運営手法もますます複雑化しています。こうした
状況の中、ステークホルダーの期待に応え続けるために、
私たち自身の監査手法も日々進化させています。デロイ
ト トーマツ グループさらにはデロイトネットワークの
知見も最大限に活用して、状況に応じた最適な監査手法
を選択できる基盤を整備しています。例えば、生成AIを含
むAI技術を活用した不正検知やデータ分析、監査及び会
計に関連する法規制基準・過去事例の検索、監査プラッ
トフォームにおける監査調書の査閲等、先進技術を積極
的に取り入れ、より効果的かつ効率的な監査を目指して

います。また、効率化を進めることで、監査に携わるプロ
フェッショナルは自身の時間を、被監査会社を取り巻く
環境をより深く理解することに充てることが可能となり
ます。例えば、デロイト トーマツ グループさらにはデロ
イトネットワークとも連携しながら業種ごとの特性によ
り焦点を当てる取り組みを深めています。これらの進捗
状況については、ボードでも定期的に報告・協議を行い、
被監査会社からのフィードバックや生成AIの活用に伴う
リスクマネジメントの適切性等についても確認してい
ます。

近年の異常気象を背景に、気候変動の影響を実感する機
会が増加しており、対策の重要性が一層高まっていま
す。このような状況の中、サステナビリティ情報に対す
る社会の関心とニーズは依然として高い水準にありま
す。日本では2025年3月にサステナビリティ基準委員会
による開示基準が公表されており、保証を含む開示制度
の整備に向けた議論も進行しています。一方で、米国や
EUでは、非財務情報の開示に係る法制度が見直され、適
用範囲の縮小や適用時期の延期といった動き等、規制の
方向性や取り組みのスピード感も全世界的には不確実
な状況にあります。国内外で制度への取り組みの方向性
が異なる状況においても、サステナビリティ情報の信頼
性向上とその活用が社会全体の課題解決に寄与すると
の認識のもと、私たちは監査法人としての使命を果たす
べく、サステナビリティ情報への保証も見据えつつ、持
続的な企業価値向上に資するサステナビリティ情報開
示に係る経験とスキルを持った人財の育成を計画的に
進めるとともに、デロイト トーマツ グループさらにはデ
ロイトネットワークの知見を最大限に活用して体制の
整備を進めています。これにより、企業の持続可能性に
関する情報の透明性と信頼性を高め、社会が直面する重
要な課題の解決に貢献することを目指しています。ボー
ドにおいても、この分野を公益性の観点からも重点領域
と位置付け、監査法人全体の対応力強化に向けた取り組
みを監督しています。

社会環境や経済情勢の変化は、公認会計士を含むプロ
フェッショナルの在り方にも大きな影響を及ぼしてい
ます。過去においても公認会計士に求められる知識や技
能は広範なものでしたが、近年ではグローバル対応力や
業種の専門的知見に加え、サステナビリティやテクノロ
ジーの知見がさらに求められるようになっており、これ
らに応じたタレントマネジメントを行っています。一方、
テクノロジーの進化により、業務の一部がテクノロジー
で担われるようになる中、人間にしかできない領域、いわ
ゆる「ソフトスキル」を磨き上げる重要性が増していま
す。これには、リーダーシップ、チームワーク、多様なス
テークホルダーとの信頼関係構築能力等が含まれます。
こうした変化を見据え、監査法人を含むデロイト トーマ
ツ グループでは、プロフェッショナルの成長を支援する
新たな学びの場として「Deloitte University」を設立する
ことを意思決定しました。この施設では、リーダーシップ
や協働力の強化を目的としたプログラムを展開し、社会
により大きな価値を提供できるプロフェッショナルの育
成を目指してまいります。また、不確実性の時代だからこ
そ、多様な視点や価値観を受け入れる柔軟性がより求め
られています。私たちは、多様性を尊重し、それを組織文
化として育むことで、広い視野を持った人財を育成し、よ
り多くの価値を社会に提供できる体制を整えています。
ガバナンスとしても、倫理観と誠実性はもちろんのこと、
多様性と学びを尊重する組織文化の醸成に引き続き注力
してまいります。

私たちは、不確実性の時代においても、信頼を軸にして企
業、資本市場、そして社会全体に価値を提供し続ける存在
でありたいと願っています。そして、社会の期待に応える
だけでなく、その期待を超える価値を創造することで、持
続可能な未来の実現に貢献してまいります。

ボード議長から

サステナビリティ情報の信頼性により実現する
Social Value

不確実性の時代に総合力で創造する
Client Value

プロフェッショナル育成の進化と多様性による
People Value 

有限責任監査法人トーマツ
ボード議長

Audit Q
uality Report 2025

13

トップメッセージ －トーマツのありたい姿－CHAPTER 01 03 ありたい姿を実現するための基盤02 トーマツが取り組む3つの重点戦略01 トップメッセージ －トーマツのありたい姿－INTRODUCTION

D
eloitte Touche Tohm

atsu LLC

14



企業を取り巻く環境は劇的な変化を続けています。気候
変動や地政学リスクの増大、AIやブロックチェーン技術
等の進化、宇宙産業の進展等により、企業が直面する経営
課題は複雑に絡み合い、変化の連鎖が常態化する不確実
性の高い時代となっています。
このような環境下において、監査法人に求められる役割
も大きく変化しています。私たちは、ステークホルダーと
の継続的な対話を通じて、変化する期待を適時かつ的確
に捉え、その期待を監査・保証プロセスの各段階において
反映させています。また、サステナビリティ保証やAI保証
等、多様化する保証ニーズに対応し、社会への新たな価値
創造を進めていきます。
従来の会計監査の枠を超え、企業と社会との接点に立つ
存在として、情報の信頼性と透明性を支えるとともに、ス
テークホルダーと企業との建設的な対話を促進し、経済
社会の持続的な発展に貢献することが、私たち監査法人
の社会的責任であると考えています。

私たちは「卓越した総合力により社会に信頼を創造し、ス
テークホルダーの期待に応え続ける」ことをありたい姿
として掲げ、ステークホルダーとの継続的な対話を重視
しています。対話を通じて課題や期待を深く理解し、デロ
イト トーマツ グループで培った知見に基づき、監査を通
じてより精度高く、より早く、より広範に、その課題や期
待に応えていきます。
そして、ありたい姿の実現のため、次の３つの重点戦略を
軸に不断の変革を続けています。

監査Transformation
ステークホルダーの期待の先を行く価値創出を成し遂げ
るため、監査業務プロセスを変革するとともに、新たに生
み出された時間を付加価値領域へ注力する取り組みを強
く推進しています。
監査業務プロセスの変革においては、テクノロジーとの

融合による品質向上が不可欠であり、トーマツではグ
ローバルツールの活用に加え、日本の監査環境に適した
独自開発を行い、企業のデジタルトランスフォーメー
ションと歩調を合わせた、人とAIの協働による高度で効
率的な監査の実現を目指しています。具体的には、AIを
組み込んだグローバル共通のクラウド型監査プラット
フォームの導入により、世界各地での監査進捗状況をリ
アルタイムで把握するとともに、AI不正検知モデル等を
活用した精緻なリスク評価により、企業の経営課題を迅
速かつ適切に発見することを可能としています。
また、定型作業の標準化・自動化により、プロフェッショ
ナルの時間を高リスク領域への対応やステークホルダー
との対話の機会に振り向けるとともに、社員・職員一人ひ
とりが会計・監査に加えてサステナビリティ、IT、グロー
バル、IPO、地域課題解決といった付加価値領域へ挑戦で
きる環境を整備しています。こうした高度な専門性を発
揮し、社会課題の解決や企業価値向上に貢献することこ
そが、私たちプロフェッショナルの存在意義であり、その
実現に向けて各人がプロフェッショナルとしての矜持を
持って取り組みながら、監査品質の向上を実現する好循
環を生み出しています。

多様な専門人財を融合したグループ総合力の発揮
被監査会社を取り巻く事業環境の変化やデジタル化の進
展、ビジネスの多様化やグローバル化に対応するため、国
内外の広範なネットワークとインダストリーやセクター
知見を活用するとともに、被監査会社の業種、業態、規模
に応じて、必要な専門家を監査に参画させています。デロ
イト トーマツ グループの総合力、すなわち、多様な専門
家の知見とリソースの融合が、高品質な監査を実現する
には必要不可欠です。
また、複数の専門家の知見を組み合わせた多面的な視点
により、単一の専門性では解決できない企業の複合的か
つ高度な経営課題にも有効なインサイトを提供すること
が可能となります。

サステナビリティ開示への対応
サステナビリティ開示が目指すところは、企業のESG（環
境・社会・ガバナンス）経営の推進にあります。企業はサプ

ライチェーンの再構築等を通じ、事業運営の安定化を図
るとともに、ESGを重視した事業戦略への転換を図り、適
切なアカウンタビリティ(説明責任)を果たすことで、企業
価値の向上を目指すことが求められています。これらが
ステークホルダーの意思決定に重要な情報であるからこ
そ、その保証のニーズは急速に高まっています。
トーマツは監査を祖業とするプロフェッショナルファー
ムとして、長年培ってきた保証業務のノウハウと、グロー
バルで一貫したメソドロジーを活用し、サステナビリ
ティ情報の信頼性確保に向けた品質管理体制及び人財育
成に取り組んでいます。
監査を通じた企業のビジョンや中長期戦略、内部統制や
ガバナンスへの深い理解を基盤に、財務情報とサステナ
ビリティ情報を一体的に保証し、企業の持続的な成長に
貢献していきます。

私たちのありたい姿を実現していくにあたり、最も重要
な基盤は人財です。
激変する事業環境においてステークホルダーの期待に応
える監査品質を維持・向上し続けるには、既存の枠組みに
捉われることなく、新しい価値創造の可能性を追求し、自
己変革を続けるマインドセットが必要不可欠と考えてい
ます。
トーマツでは、人的資本経営の一環として、多様な業務領
域において、プロフェッショナル一人ひとりが成長し活
躍できる機会の創出に取り組んでいます。
そして何より、高い専門性と揺るぎない職業倫理の両立
こそが、私たちが最重視する価値であり、社会からの信
頼獲得の源泉です。デロイト トーマツ グループにおける
共通の価値観（Shared Values）を土台とし、誠実性と独立
性を堅持し、個人が互いの価値を認め合い、組織として
成長していく、そのような組織文化の醸成に取り組んで
います。

今私たちに求められているのは、変化に流されるのでは
なく、その変化を先読みし、価値創造につなげていく力で
す。私たちは「Quality first」の考えのもと、変化の最前線に
立ち、社会に信頼を創造する先駆者となり、常にステーク
ホルダーから信頼される存在であり続けたいと考えてい
ます。

卓越した総合力により社会に信頼を創造し、
ステークホルダーの期待に応え続ける

有限責任監査法人トーマツ
代表執行役

代表執行役から

ステークホルダーを取り巻く環境変化と
トーマツの役割

3つの重点戦略による価値創造

独立性と誠実性の堅持と変革のマインドセット
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監査は企業を健全に成長させるためにある
Audit exists to support the sound growth of companies

「日本の原価計算 生みの親」 約30年にわたり海軍経理部門の中
枢として要職を歴任、数々の実績を残した。起草した『海軍原価
計算準則』は、後に原価計算体系の基礎となる。戦後は日本公認
会計士協会副会長も務める。「監査は企業を健全に成長させるた
めにある」と、等松、富田らと監査法人の設立以降、実務の中心的
役割を担った。

青木 大吉
Daikichi Awoki 1896-1994

現 有限責任監査法人トーマツ 共同創業者のメッセージ

〈P.19〉 
職員とマネジメントの対談

〈P.25〉 
戦略1-監査Transformation

〈P.33〉 
戦略2-サステナビリティ

〈P.37〉 
戦略3-グループ総合力（MDM）

CHAPTER  02

トーマツが取り組む3つの重点戦略
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Quality firstをスローガンに、ステークホルダーとの対話
を通じた課題解決を重視している

酒井：本日ですが、トーマツが取り組んでいる3つの重点
戦略である「監査Transformation」「サステナビリティ」「グ
ループ総合力（MDM）」を踏まえ、我々がステークホルダー
の期待に応え続けるために、どのような取り組みを進め
ているのかというテーマで、重要な課題解決の最前線に
いる職員の皆さんをお迎えし、ディスカッションをして
いきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
まず、私たちは監査・保証業務の提供を通じて、「卓越した
総合力により社会に信頼を創造し、ステークホルダーの
期待に応え続ける」ことを目指しています。トーマツには

「Quality first」をスローガンとした監査品質を最重視する
文化が根付いていますが、この品質は単なるコンプライ
アンス対応のみを意味したものではありません。ステー
クホルダーとの継続的な対話を通じて、変化する期待を
適時適切に捉え、監査・保証業務プロセスに反映し、その
期待に応え続けていくことが私たちの使命であると考え
ています。

惣田：そうですね、私たちが対話すべきステークホルダー
は、被監査会社の経営者や監査役等をはじめ、株主・投資
家・アナリスト、規制当局、地域社会、トーマツの社員・職員
等、非常に多様です。重要な社会課題が広範にわたり高度
化・複雑化している現状においては、マルチステークホル
ダーと協働し、その解決に向けてリードすることがトーマ
ツに対するステークホルダーからの期待だと理解してい
ます。
皆さん、まずはステークホルダーからの期待や、その期待
に応えるために日々取り組んでいることについて、お話
しいただけますでしょうか。

多様なステークホルダーは「信頼」を高めるため多くの課
題に直面しており、監査業務がその解決の起点になって
いる

3つの重点戦略を三位一体として推進し
ステークホルダーの期待に応える

古川：はい、私は会計監査の専門家として監査業務を提供
しながら、被監査会社に対してサステナビリティ開示に
対する将来的な保証を見据えたレディネス業務も提供し
ています。
私が主に対話するステークホルダーは被監査会社です
が、対象者は経営者や監査役等から各領域の担当者まで、
そして領域も経理、財務、税務、法務、内部統制及びサステ
ナビリティ等、非常に幅広いです。日々の対話の中で改め
て実感することは、被監査会社は重要な社会課題の解決
に向けてビジネスを展開していますが、それを支える株
主・投資家・アナリストや地域社会等、多様なステークホ
ルダーの重要な意思決定のためには、企業自体の「信頼」
が非常に重要な基盤になっているという点です。

惣田：被監査会社の非常に幅広いステークホルダーと対
話をしていただき、本当にありがとうございます。企業自
体の「信頼」が非常に重要な基盤であるからこそ、独立の
立場から監査業務を提供し、被監査会社の信頼を支える
こと、このことこそが多様なステークホルダーへの貢献
にもつながっていると言えますね。
さて、次にそのような被監査会社との対話を通じて把握
された解決すべき課題について、具体的に教えていただ
けますか。

古川：企業は、本当に多くの領域で自身の信頼を維持・向

（写真左から）　惣田 一弘 （監査事業本部長 兼 監査・保証業務 COO（執行役））　古川 領亮 （監査事業本部 シニアマネジャー）　
鶴田 侑子 （非財務・サステナビリティ保証統括 マネジャー）　辰野 広実 （デジタルアシュアランス事業部 シニアコンサルタント）　
酒井 宏彰 （品質・リスク管理本部長 兼 品質統括部長（NPPD）（執行役））

職員とマネジメントの対談
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上するための課題に直面していると感じます。
例えば、マクロ環境・業界動向の変化を起因とした不正を
含む様々な潜在的なリスクの先読みと対応、国内・海外の
拠点を含む連結グループ全体での内部統制・経営体制の
高度化、M&A・投資・海外進出等のグローバル展開を含む
新規ビジネス拡大に伴うオペレーションの再構築、サイ
バーセキュリティ等のITリスク対応や決算早期化及び業
務プロセスの効率化・迅速化のためのDX化、そして、規制
動向・実務慣行等の最新情報を踏まえた、適切な財務情報
の開示等が挙げられます。
さらに、昨今のように変化が激しい環境下においては、そ
の信頼を担保する対象が財務情報から非財務情報へと広
がるだけではなく、ルールや規制等、信頼を担保する枠組
みも発展し続けているため、信頼の維持・向上がより難し
くなっているとも感じています。

酒井：私たちは、高品質な監査業務を通じて情報に信頼性
を付与することのみならず、今触れていただいた様々な
領域に対して、アカウンタビリティ、リスクマネジメン
ト、ガバナンス等の観点から深いインサイトを提供する
ことで、被監査会社がステークホルダーからさらに信頼
されるよう支援することができますね。また、引き続き新
たなルールの創出に注力していくことも、社会全体に信
頼を創造していくために本当に重要なことだと感じまし
た。多くの課題がある中で、監査業務がそれらを解決する

ための起点になっていると改めて認識しました、ありが
とうございます。

課題に対する深い理解と仮説を持ち、テクノロジーと人
財の融合で「監査Transformation」を推進し、最重要課題
の解決に注力している

鶴田：私はもともと監査業務を中心としていましたが、こ
れに加えて、現在はサステナビリティの専門家として被
監査会社に対する将来的な保証を見据えたレディネス業
務の提供や、被監査会社以外に対するサステナビリティ
関連のアドバイザリー業務も提供しています。
私がこのようなステークホルダーからの新たな期待
領域、新しい課題解決にチャレンジできたのは、「監査
Transformation」の成果であると感じています。クラウド
型監査プラットフォームやAudit Analytics等の最新テク
ノロジーやトーマツ監査イノベーション＆デリバリーセ
ンター（AIDC）の活用によって、高い監査品質を維持しな
がらも、従前と比較して各段に業務の標準化・効率化を図
ることが可能となりました。「監査Transformation」によ
り、業務の標準化・効率化と高度化を同時に達成できるよ
うになったことで、私自身もプロフェッショナルとして
の時間を捻出することができたと実感しています。

酒井：重点戦略である「監査Transformation」の一義的な

目的は監査品質の向上ですが、同時に効率化により生み
出した時間を使ってステークホルダーとの対話、そして
新しい領域へのチャレンジに注力できているということ
ですね。
さて、特に監査品質向上の観点から、他に皆さんが注力し
ていることはありますか。

古川：ステークホルダーとの対話が重要という話をして
きましたが、私は今、トーマツが蓄積してきた知見とテク
ノロジーを融合し、リスクを多面的・客観的に可視化する
ことに注力しています。
例えば、被監査会社に加えて株主・投資家・アナリストや
規制当局等からも期待が高まっている不正リスクへの
対応ですが、私たちが有しているセクター知見をAudit 
Analyticsとして蓄積した膨大なデータと組み合わせ、グ
ループ全体をカバーした分析をしています。
ここで重要なことは、プロフェッショナルとして仮説を
持つこと、そしてその仮説を可視化しながらステークホ
ルダーと対話することです。リスク認識をすりあわせつ
つ、客観的かつ批判的に評価・検討することが監査品質の
向上に大きな貢献をしていると感じていますし、同時に
私たちが有している知見をインサイトとして提供できて
いると思います。

多様かつ高度な専門性を監査業務に組み込み、ワンチー
ムでシームレスな課題解決を実現する「グループ総合力

（MDM）」が監査品質の基盤になっている

辰野：私はデジタルアシュアランスの専門家として監査
業務に参画しつつ、並行してその分野のアドバイザリー
業務を被監査会社以外に提供していますが、アドバイザ
リー業務で培った最先端の経験を、監査業務にも活かし
ていくことが重要だと感じています。
先ほど挙げられた企業の様々な課題ですが、いずれの課
題にもITリスクが密接に関わっています。高品質な監査
を実現するために、ステークホルダーとの対話、仮説の立
案、課題の解決等を、私たちデジタルアシュアランスの専
門家も公認会計士を主とするコア・チームと一体となっ
て行うよう注力しています。これが、まさにステークホル
ダーの皆さんからの期待であると理解しています。

惣田：本当にその通りですね。デロイト トーマツ グルー
プには、IT・サイバーセキュリティ、インダストリー、年
金、金融商品・不動産・事業価値の評価、税務、不正、サステ
ナビリティ等、多様かつ高度な専門性を有した人財がい
ます。これらの人財が、監査業務に一体となって参画する
ことで、ステークホルダーが抱える様々な課題解決に貢
献できていると思います。これが私たちの重点戦略であ
る「グループ総合力（MDM）」の本質ですね。

非財務・サステナビリティ
保証統括 マネジャー
鶴田 侑子

監査事業本部   
シニアマネジャー
古川 領亮
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辰野：ステークホルダーと対話していると、課題は高度
化・複雑化し、かつ変化も激しいことから、その解決のた
めに様々な専門分野の知見を融合すること、そして迅速
な実態判断をすること、この2点が特に期待されていると
感じます。だからこそ、異なる専門性を有した多様なメン
バーが課題に応じて国境を超えてスクラムを組み、一体
となってステークホルダーが抱える最重要課題の解決に
取り組むことが本当に重要であると感じています。
激変する環境下では、規制や実務慣行が十分に浸透して
いない領域も多くありますし、最近ではAI等の新たなテ
クノロジーに対してどのようにガバナンスを設計・構築
するかといったテーマに関しても多くの議論がなされて
います。そのような領域にこそグループ総合力で信頼を
創っていくことが必要であると思っています。
デロイト トーマツ グループでは、Quality firstを基礎とし
た 「監査Transformation」に多様な専門家もコア・チーム
と一体となって取り組む組織風土、つまり「グループ総合
力（MDM）」 の姿勢が根付いているため、専門家としての
価値を発揮しやすいと感じています。

グローバル、MDM、インダストリーの3軸で、「サステナビ
リティ」に関する課題を経営から開示までワンストップ
の視点で解決している

鶴田：先ほど申し上げた通り、私は「監査Transformation」で
創出した知見と時間を有効活用し、「サステナビリティ」

をテーマにステークホルダーと対話することに注力して
います。その対話を通じて改めて強く認識したことは、サ
ステナビリティ開示・保証の制度化に向けた対応そのも
のが日本を含む世界中の企業が取り組んでいる重要課
題の一つになっているということです。「サステナビリ
ティ」は開示対応のみならず、経営への実装も重要な課題
です。これら課題に取り組む企業にとって、サステナビリ
ティ、経営企画、経理、内部統制、IT、生産等の様々な部門
に加えて、バリューチェーンにおける各企業等との相互
連携はもちろん、株主・投資家・アナリスト等の企業外部
との対話もより一層重要になっています。

惣田：会計監査を通じて長年培ってきた保証業務のノウ
ハウ、また、グローバルで一貫したメソドロジー、そして
優れた人財や強固な品質管理体制等を私たちが有してい
るからこそ、様々なステークホルダーからの期待に応え
ていけるのですよね。最後に、重点戦略である「サステナ
ビリティ」の取り組みをもう少し教えていただけますか。

鶴田：「 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 」に 関 し て は 、グ ロ ー バ ル 、
MDM、インダストリーの3軸、これをしっかりと踏まえて
業務提供していくことが、ステークホルダーが直面して
いる課題の解決に重要であると感じています。
そのため、変化し続ける各国の規制動向・実務慣行をいち
早く把握し、最先端の情報を踏まえてグローバルでワン
ストップに課題解決できるよう注力しています。「サステ
ナビリティ」に関するテーマは非常に幅広いですが、「グ
ループ総合力 (MDM)」で挙がった通り、多様な専門家が
垣根なく一体となる組織風土が根付いていることから、
迅速に対応することができています。また、インダスト
リー・セクターの知見も強く求められますが、特に被監査
会社に対してサステナビリティ開示に対する保証業務を
提供する場合、会計監査で培った知見が活きてくると実
感しています。

古川：会計監査で培った知見に関しては、財務情報と非
財務情報のつながりに対する理解、企業内の幅広いレイ

ヤーと垣根を超えた関係、政策当局を含む企業外部の視
点等、我々の強みが活きる領域であり、高度な価値提供に
つながっていると思います。

辰野：これらに加えて、サステナビリティ情報の報告体制
にはITも高度に組み込まれる事例が多く、デジタル領域
が企業のマテリアリティに設定されることも多いため、
デジタルアシュアランスの専門性も強く発揮できる領域
であると感じています。

3つの重点戦略を一体として実行することで、Quality first
を実現している

惣田：3人のお話を聞いて、ステークホルダーの期待に応
えるために、「監査Transformation」、「サステナビリティ」、

「グループ総合力（MDM）」という3つの重点戦略について、
我々が組織一丸となって取り組めていることが再認識で
きました。トーマツがSocial Value、Client Value、People 
Valueを創造する価値創造サイクルをより大きく、迅速に
回せている基盤もここにあると実感できました。本当にあ
りがとうございました。

酒井：冒頭にお話しした「Quality first」はもちろん、3つの
重点戦略もトーマツ内に深く根付いていることが改めて
理解できました。多様なステークホルダーと対話するこ
とで、私たちに何が求められているかを理解し、そして変
化に流されるのではなく、その変化を先読みし、価値創造
につなげていくことが大切ですね。
これからも激動の最前線に立ち、社会に信頼を創造する
先駆者となり、常にステークホルダーから信頼される存
在であり続けましょう。本日対談した3人を含む職員の皆
さん全員のご活躍を期待しています。

デジタルアシュアランス 
事業部　
シニアコンサルタント
辰野 広実

品質・リスク管理本部長 兼 
品質統括部長（NPPD）

（執行役）
酒井 宏彰
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ステークホルダーの期待を超える価値と監査品質の実現

「監査品質」と「人財」への投資強化

文化的土壌とやりがい・働きがいの醸成

ステークホルダーとの「対話」により適時適切に期待を把握し、それに応え得る人財育成と組織文化を醸成

P.�-�「ステークホルダーの期待を
理解するための対話」

P.��-��「テクノロジーと人財の融合で進める監査Transformation」、
P.��-��「グループ総合力（MDM）の活用による高品質な監査の実践」

意識改革と行動改革

監査業務
プロセスの変革

�ステークホルダーの
期待の理解促進・深化

� 監査の高度化
（付加価値領域） 

�

変化の大波が絶え間なく押し寄せる中、ステークホル
ダーの期待を超える価値と監査品質を実現し、社会へ
の 信 頼 を 創 出 し 続 け る た め に 、ト ー マ ツ は 継 続 的 に
Transformationに取り組み続けています。

グローバル化の進展、サステナビリティを含む企業の社
会的役割の拡大、対応すべきアジェンダの複雑化、AIを含
むテクノロジーの加速度的な進展等により、監査法人に
対するステークホルダーの期待は加速度的に変化し、高
度に多様化しています。監査法人には、ステークホルダー
の期待を適時適切に把握し、不正への対応を含む伝統的
な財務諸表の適正性を保証することに加え、深い企業理
解と豊富な監査経験に裏付けられたインサイトの提供が
求められています。また、コーポレートガバナンスやサス
テナビリティ、デジタル技術やAI等の分野で専門家とし
ての指導的役割をさらに強化し、新たな領域における信
頼性を付与することも求められています。

このような環境の中、トーマツはステークホルダーの期
待の一歩先を行く変革を成し遂げるために、以下の３つ
の取り組みを推進・強化しています。

1) ステークホルダーの期待の理解促進・深化
2) ステークホルダーの期待を超える監査の高度化（付加
価値領域）への注力
3) 監査の高度化を実現するための監査業務プロセスの変革

1) ステークホルダーの期待の理解促進・深化
ステークホルダーの期待を超える価値と監査品質を実現
し、社会への信頼を創出し続けるためには、ステークホル
ダーからの期待に関する理解の促進・深化が不可欠です。
私たちを取り巻くステークホルダーは経営者、監査役等、
規制当局、株主・投資家・アナリスト、地域社会と多岐にわ

ステークホルダーの期待を超える価値と
監査品質を実現する監査Transformation

たりますが、共通してトーマツが重視しているのは、プロ
フェッショナルとしての仮説を持ち、それぞれのステー
クホルダーと直接かつ率直にコミュニケーションを取る
ことです。例えば、経営者との対話に際しては、市場にお
ける当該企業の競争環境や経営課題、さらにはその解決
に向けて講ずべき具体的な対応について、常に深く考え
抜くことが重要です。そのうえで、プロフェッショナルと
しての仮説を持ってステークホルダーとの対話を重ねる
ことにより、企業環境や経営ビジョン、事業戦略、経営課
題等について一層深く理解し、監査上のリスク等を適時
適切に識別することに役立てています。また、監査上発見
した事項は、被監査会社に適時に共有したうえで、どのよ
うな対策を講じることが、株主をはじめとしたステーク
ホルダーの期待に応えることになるのかを検討し、被監
査会社の不正防止や内部統制強化に資する建設的な提言
を行っています。このように、トーマツではステークホル
ダーの期待の理解促進・深化を継続的に推し進めており、
スピード感を持って課題解決型でステークホルダーの期
待を超える価値と監査品質を実現しています。

2) ステークホルダーの期待を超える監査の高度化（付加
価値領域）への注力
監査法人への期待の変化、業務提供範囲の拡大、AIや
Agentic Workforceを含めたテクノロジーの進化の中で、
プロフェッショナル人財がステークホルダーとの対話を
通じて、監査品質と提供価値を追求するには、会計や監査
のみならず、テクノロジーやインダストリー・セクター等
の多様な知識、スキル、経験、能力を有することが不可欠
です。トーマツでは、このような変化に対応するため、テ
クノロジーと人財の融合を視野に入れながら、人財育成
に努めています。具体的には、コーポレートガバナンス、
サステナビリティ、地域課題の解決、DX、スタートアップ、
IPO、デジタル技術・AIといった分野での業務提供要請に
応えるため、法人内あるいはデロイト トーマツ グループ
内の専門家との人財交流・協働を進め、会計監査人財の能
力強化を推進しています。これにより、プロフェッショナ
ルとしての価値提供のレベルを高め、ステークホルダー
の期待を超えることを目指しています。

3) 監査の高度化を実現するための監査業務プロセスの変革
並行して、監査の高度化・付加価値領域への注力に必要
な時間を生み出すために、トーマツは監査業務のプロセ
ス変革を強く推進しています。具体的には、AIソリュー
ションも搭載された新監査プラットフォーム（Deloitte 
Omnia）の導入や、プロフェッショナル人財のスキル・対

応能力の拡張を可能とする様々な独自の生成AIツールの
導入等、先端テクノロジーを効果的に活用することで、
徹底的に業務やプロセスの効率化を図るべく、業務内容
とそのプロセスをゼロベースで再設計しています。その
上で、プロフェッショナル人財の業務のうち相対的に単
純かつリスクの低い業務については、トーマツ監査イノ
ベーション＆デリバリーセンター（AIDC）等への適切な業
務分担を促進しています。

これらの取り組みを実現しステークホルダーの期待に
応え続けるためには、ステークホルダーとの「対話」を
通じた期待の適時適切な把握と、それに応え得る人財
の育成及び組織文化の醸成が重要であると認識してい
ます。だからこそ、トーマツでは、デジタル・AIの利活用
や仕組みの構築・発展に加え、「人財」にフォーカスして
Transformationの成熟度を高めていく取り組みを推進し
ています。具体的には、「意識改革」及び「行動改革」、そし
て、それらを支える「組織の文化的土壌の醸成」を、並行的
に推進しています。特に、前述の通り、高度に多様化する
監査法人へのステークホルダーからの期待にタイムリー
に応え続けるためには、公認会計士がその専門性を発揮
するだけでなく、他の専門家と連携し、ステークホルダー
に対する新たな価値を協創し、社会課題の解決や企業価
値向上に貢献することが重要であり、そのためにも、トー
マツの多様なプロフェッショナルが、これらの取り組み
に喜びややりがい、使命感を持って臨むことが不可欠で
す。こうした姿勢を育むために、リソース配置・評価制度、
報酬制度の適正化等、監査品質・人財・組織戦略への投資
を継続的に強化しています。

このように、総合プロフェッショナル・ファームとしての
専門能力や人財の多様性及びトーマツの組織・文化的土
壌から生み出されるイノベーティブなソリューションを
組み合わせることで、ステークホルダーの期待を超える、
より高い監査品質・付加価値を今後も実現していきます。
ステークホルダーの期待に応えるTransformationをやり
遂げることが、新たな監査の実現とステークホルダーの
未来を共に切り拓く鍵であると確信しています。

戦略1ー監査Transformation

監査事業本部長 兼 監査・
保証業務 COO（執行役）
惣田 一弘
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過去情報のAI全量解析
現在情報の

リアルタイム監査
未来情報のリスク予測・

シミュレーション

より精度高く、
より早く、

より広範に識別する

より解像度高く
リスクに対応し、

課題解決に貢献する

過去・現在情報に基づく精緻な将来予測を通じて、潜在的なリスク識別が可能に

企業別分散型での監査の実行管理
海外子会社含む

企業グループ一元的実行管理

企業横断のデータ連携が進むことで、鮮度高い情報の集約管理・対応へ

属人的ノウハウの形式知化
監査法人の

知見・ノウハウの共有知化
デロイト トーマツ グループの
知見・ノウハウの総合知化

人が有する判断力、提案力、実行力を創造性ある課題解決力へ

経験と勘を活かした実務
蓄積ノウハウを最大活用した

課題解決への貢献

継続した高品質な基準準拠性の担保と 経営課題解決に貢献へ

ステークホルダーの
期待を超える監査

監査チーム 被監査会社

○○の内部統制は
過重になっているので、
見直してもよいのでは

現時点は小規模ですが、
事業成長すると〇〇が

課題になることが多いですよ

買収先海外子会社の
数字の動きが

不正事例と類似しているので、
追加対応しませんか

〇〇課題については、
他社事例を踏まえると□□
で解決につながるのでは？
一緒に見ていきましょう

企業を取り巻く環境変化が絶え間なく押し寄せる現代
社会において、変わりゆくステークホルダーの期待を
超える価値創出を継続し、監査品質向上を実現する好
循環を生み出すためには、監査品質の基盤と人財への
投資が必要です。トーマツではそのような取り組みを

「Transformation」として位置づけて推進しています。

テクノロジーの活用は、その中の一つのキーとなるもの
と捉えており、未来を見据えながら、ありたい姿に向けて
具体的な施策に取り組んでいます。
ステークホルダーの期待を超える監査の価値を創出して
いくうえでは、「より精度高く、より早く、より広範に不正
兆候や課題を識別する」。そのうえで、識別した不正兆候
や課題に対して「より解像度高くリスクに対応し、企業の
課題解決に貢献していく」ことが重要です。
具体的には、テクノロジーを活用しながら、人だけでは

識別が難しい不正兆候や課題を識別する。それを企業の
皆様に共有するとともに、AIで共有知化・総合知化された
トーマツのノウハウを活用しながら、会計・監査の専門家
として課題解決に向けた具体的なアクションを協議し、
実践につなげていくことで、監査を通じた企業価値の向
上に貢献できると考えています。
デジタル・AIといったテクノロジーの利活用だけでなく、そ
れを活用する「人財」にもフォーカスしてTransformationの
成熟度を上げていく取り組みを推進していきます。

テクノロジーと人財の融合で進める
監査Transformation

戦略1ー監査Transformation

未来を見据えて進める監査
Transformation

Audit Innovation部長
パートナー
外賀 友明
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海外子会社含め、不正兆候識別を一元管理したい

不正兆候を識別するAIモデルの導入を拡大しており、これまで目が行き届きにくかった小規模関係会社にもスポットを当てた
リスク評価が可能になっています。将来的に「Omnia」で自動連携したデータでリアルタイムの不正検知を見越しています。

より精度高く、 より早く、 より広範に

最新テクノロジーを駆使して�～�を充足し、様々な期待に対応しています

人とAIの協働による不正兆候・異常の高精度検知
・人だけでは識別できない不正兆候を識別するAI不正検知モデルの機能強化及び導入範囲拡大
・高精度に異常取引や課題を検知するAIモデルの開発・導入・強化（不正・異常検知等に関する特許 

�件取得済）

海外子会社も含めた監査の一元的管理
・グローバル統一プラットフォーム「Deloitte Omnia」導入により、世界各拠点の手続・プロセス・

データを標準化
・統一プラットフォームを通じて日本から各拠点の監査状況を一元管理し、適切な改善・強化等の

リスク対応を実践

リアルタイムモニタリングによるタイムリーな識別
・企業とのデータ連携をデジタル化し、被監査会社の対応負荷を軽減
・さらに、「Deloitte Omnia」上でデータの自動取得・各AIとの自動連携を図り、重要取引・事象の識別へ

�

�

�

業種・商慣行等を踏まえたAIシミュレーションで異常や課題を識別したい

過去情報だけでなく、今後どのようなことが起こりうるかをシミュレーションし、結果をもとにリスク予測や対応策を協議する
ことで経営課題解決への貢献を図っています。

AI不正検知モデル
全上場被監査先へ導入中

全上場監査先���社へ
（金融・保険業除く） 

FY��

���

���

���

FY�� FY��計画
�

Audit Analytics
異常検知AIや

業界特化の

アナリティクスの

導入拡大

AI・アナリティクス導入件数
（����年�月～����年�月）

約���社

AI予測

会社予算営
業
利
益

��X�期

�

��X�期 ��X�期 ��X�期 ��X�期 将来

AIの予測範囲を逸脱する予算値の場合、
異常値として検出

業種・セクター

会計不正のない
会社の財務データ

AI不正
検知モデル

過去��年超の
会計不正の情報

AIがリスクの高い会社・領域をリコメンド
企業に共有し、その後の対応等の協議を実施

特許取得済（特許番号：第�������号）

リスクの高い子会社を識別

スコアへの影響要因を特定

推移の確認
類似事例の確認

不正兆候や課題の早期発見を通じて、
企業のビジネスリスクの最小化に貢献
監査を通じて企業のリスク評価の高度化によるガバナンス向上や内部統制強化に貢献します。

戦略1ー監査Transformation

変化が早く、不確実性が高い現在の経済社会にお
いて、不正の兆候や異常値、経営課題を、如何に精
度高く、迅速に、問題の規模が小さいうちに、広く
企業集団の隅々にわたって識別できるかどうか

は、高品質な監査遂行のうえで非常に重要です。
トーマツでは「より精度高く、より早く、より広範
に」不正兆候や課題を識別するため、以下のよう
な施策を推進しています。
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監査チーム 被監査会社
基準リサーチ

アラート

好事例・必読文書

リスク予測

事実の説明・視覚化

分析・考察

たたき台の作成

調書のレビュー

蓄積の循環

プロフェッショナル人財のリスク対応力、課題解決力をAIで拡張し、
ステークホルダーの期待を超える監査を実践していきます

トーマツ内で蓄積する事例への簡単アクセスで、
リスク検討漏れを回避しつつ、タイムリーな対応を実現

■ 独自の生成AIツールの活用を通じて、リスク対応、課題解決に向け、知見・ノウハウ活用を後押ししています

独自の生成AIツールのイメージ

最新の企業内部情報

厳選された知見・
ノウハウの収集・検討

高度かつ
創造的な協議

課題解決貢献
へシフト

効率的な文書化・
調書化の実現

最新の企業外部情報

監査法人に
蓄積する

会計・監査ノウハウ

グループに蓄積する
インダストリー他、

様々な知見・ノウハウ

トーマツ独自AI

価値提供

ベテラン会計士の
思考パターンの視覚化：
相談に関する論点や他社事例、
派生論点といった「総合知」を提供

裏付けとなる、会計基準や
社内の知見・ノウハウ資料への
最速アクセス

・生成AI技術を活用し、公開基準・実務指針等はもちろん、トーマツ内に蓄積した相談事例等
への簡単アクセスを確立

・例えば「この業界であれば、〇〇の配賦基準がリスク・課題になることが多い」等、過去事例
から留意すべき事象をよりタイムリーに提言

リスク予測やシミュレーションによる
監査の高度化、被監査会社への提供価値向上へ
・過去事例やリスク予測、シミュレーション結果等を基礎に解像度の高いリスク・課題情報の
提供・協議が可能に

・解像度高い状況把握と対応事例を基礎に、経験豊富な監査チームが具体的な情報共有や
協議を実践

自社に合った
改善提言を、

もっと早くほしい

AIの提案を踏まえた対応策策定・実行に関する提言や
監査を通じた改善への伴走を実践
・例えば「現時点は小規模でも、事業成長すると〇〇が課題になることが多い」といった潜在
的なリスク・課題予測が可能に

・さらに今後、定性情報に加え、シミュレーション結果を定量情報としてAIが提示し、見積りの
妥当性や被監査会社との協議への活用を想定

議論したい、
第三者的立場で
伴走してほしい

将来、
気に掛けるべき

情報がほしい

蓄積したグループワイドの知見・ノウハウを
生成AIで最適かつ最大限に活用
監査法人、さらにはデロイト トーマツ グループに蓄積された知見・ノウハウの「総合知化」を実現し、
クライアントの個別具体的なリスク対応や課題解決に向けて解像度高い情報提供と協議を実践します。

戦略1ー監査Transformation

トーマツは、これまで海外監査人への多言語での監査指
示書作成や議事録の取り纏め、リスクの洗い出しの壁打
ち等、生成AI活用による業務効率化を進めてきました。加
えて、現在はトーマツ独自の生成AIツールで、監査法人内
に蓄積されたノウハウや事例を適時適切に引き出し、識
別したリスクに対する具体的な対応や課題解決に向けた

解像度高いアクションの協議につなげることが可能に
なっています。暗黙知を共有知にし、さらに総合知に高め
て創造的な課題解決につなげる。そして、その知見をさら
にデータベースに加えて、次の課題解決に役立てる、そん
な好循環を実現することで期待値を超える価値創造につ
なげていきます。

より広い視点を取り入れるべくトー
マツの知見・ノウハウが蓄積された
生成AIを壁打ち相手として利用して
います。
考えの確認に加え、追加的な視点の
獲得やブラッシュアップに活用がで
き、被監査会社の方と要点を絞った
議論を行うことができました。

被監査会社から受領する資料は多
種多様かつ膨大な量になるので、AI
を活用し、迅速に全体像とポイントを
把握しています。
事前に要点を理解したうえで資料の
検討や調書へ落とし込む情報の整理
ができるため、課題の深掘りや手続
の効率化につながっています。

監査業務従事者の約7割がトーマツ独自生成AIを業務に活用し、
監査の高度化、提供価値の向上に役立てています

監査事業本部 
東日本第二事業部
シニアマネジャー
佐々木 悠

監査事業本部 
東日本第四事業部 
シニアスタッフ
國井 翠

監査チームからの声
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既存の会計監査コアチームをベースに「会計監査＆サス
テナビリティ保証一体提供チーム」を組成
サステナビリティ情報に対する保証に関して、トーマツ
は既存の会計監査のコアチームをベースに会計監査＆サ
ステナビリティ保証一体提供チームを組成しています。
既存の会計監査コアチームメンバーに加えてサステナビ
リティに知見を有しているメンバーも一体として参画し
ますが、既存の会計監査コアチームメンバーもサステナ
ビリティの知見を習得し、保証業務をリードします。
この体制で業務提供を行うことにより、会計監査コア
チームが知見として有している被監査会社の経営ビジョ
ン、ビジネスモデル、事業環境、内部統制等の理解を活か
すことが可能となります。また経営者とのコミュニケー

ションや事業所往査等、会計監査とサステナビリティ領
域での重複する手続を同時に実施することができる等、
効果的かつ効率的な保証業務の実施が可能です。

デロイト トーマツ グループにおける経験豊富なサステ
ナビリティ専門家の関与
サステナビリティ情報の保証業務のうち、複雑、大規模な
業務においては特定のサステナビリティ領域の高度な知
見が不可欠になります。そのような場合には、個社固有の
事象に応じたデロイト トーマツ グループにおける経験
豊富なサステナビリティの専門家が監査保証チームに関
与することで、高品質な保証業務を提供します。

環境の上に社会が、そして社会の上に経済が成り立って
いる中で、経済活動の中核を担う企業には自社の経済的
な成長だけでなく、拠って立つ環境及び社会の持続可能
性にも配慮したサステナビリティ経営が求められていま

す。また資本市場においては企業価値向上への対応や動
きが進んでいます。
こうした中、サステナビリティ情報の開示を単なる制度
開示というコンプライアンス対応に終えるのではなく、
サステナビリティ経営を映し出すサステナビリティ情報
によって投資家、取引先、従業員等のステークホルダーと
の建設的な対話を促す好機と捉え、この対話によってさ
らにサステナビリティ経営が実装され、企業価値向上に
つながる好循環が生まれるものと考えています。デロイ
ト トーマツ グループは500名を超えるサステナビリティ
関連業務の専門家を有しており、現在議論されているサ
ステナビリティ情報に対する第三者保証にも備えられる
体制を構築しています。

持続的な企業価値向上に向け、サステナビリティ経営
から開示までのワンストップの視点による対応

戦略2-サステナビリティ

企業価値向上の
仕組みと経営基盤

トーマツの戦略

持続的な企業価値の向上

実践している
経営を可視化

開示を経営可視化の
機会と捉えフィードバック

建設的な
対話を促進

建設的な対話を企業価値向上の取り組みに活用

サステナビリティ情報・データの「活用」と「信頼性の確保」（経営基盤）

サステナビリティ情報の
信頼性確保に向けた

対応のマイルストーンが分からない サステナビリティ経営の
取り組みがステークホルダーに
うまくアピールできてない？

不確実性の高いビジネス
環境下でサステナビリティに

どう取り組む？

開示情報の信頼性を確保してほしい

ステークホルダーの取り組み・課題解決に貢献し、インパクトを創出します

ステークホルダー

保証提供チーム体制 グローバル×グループ総合力（MDM）×
インダストリーの３軸

サステナビリティ保証人財育成保証メソドロジー・ツール

特徴

基盤

サステナビリティ
戦略統合経営実装

�
開示の充実

� �
ステークホルダー
との建設的な対話

サステナビリティ専門家

サステナビリティ
保証担当者

会計監査＆サステナビリティ保証一体提供チーム

会計監査コアチーム

保証提供チーム体制特徴

非財務・サステナビリティ
保証統括長
パートナー
飯塚 智

デロイト トーマツ コンサルティング 
合同会社　執行役員
Sustainability & Climate Virtual 
Business Unit Leader
丹羽 弘善

デロイト トーマツ グループは、サステナビリティ領域に関して、グループ横断組織であ
るSustainability & Climate Virtual Business Unit（S＆C VBU）を設置しています。S＆C 
VBUでは、各専門家が組織の壁を超えて、それぞれの強みを融合させることで、戦略、事
業変革、オペレーション、テクノロジー、開示まで幅広いサービスをワンストップで提供し
ています。
その中で、私は主に企業の定めたサステナビリティに対するKPIと目標設定に対して具体
的な実行の支援を行っています。デロイト トーマツ グループには多様なスキルを持った
人財とグローバルネットワークやメソドロジーが存在し、それらを活用することで、各イン
ダストリーの実情に即した経営戦略の見直し、ポートフォリオの組み換え、M＆Aの推進、
技術開発の見直し、脱炭素設備投資の推進、サプライチェーンの高度化等の適切な移行
を支援しています。このような経営支援を行うことで高めた知見・経験を活かし、サステ
ナビリティ情報の保証の高度化に貢献します。

グループを横断しサステナビリティ関連業務の知見・経験を活かした
将来の保証への貢献
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S&C VBU Leader

有限責任監査法人トーマツ

デロイト トーマツ コンサルティング

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー

デロイト トーマツ リスクアドバイザリー

デロイト トーマツ税理士法人

S&C VBU

Leaders

アジア パシフィック
ネットワーク

欧州
ネットワーク

米国
ネットワーク

財務諸表監査 サスティナビリティ保証
監査保証

プラットフォーム
Deloitte Omnia

人財プラットフォーム
人財プラットフォームではサステナビリティ領域の
中核人財約700名*を全国横断でプーリングしていま
す。（*2025年7月時点）

学習型育成プログラム
サステナビリティやその保証に関連する知識を体系
的に整理し、JICPAサステナビリティ能力開発シラ
バスと連動する形で「トーマツシラバス」を構築して
います。トーマツシラバスはコアコースとマスター
コースに分かれ、コアコースについては監査従事者
約4,000名が2026年上旬に受講を完了する予定です。

実践型育成プログラム
プラットフォームの人財がサステナビリティ関連の
プロジェクトや第三者保証業務に参画し、実践知を
習得しています。この取り組みを加速させるため、監
査従事者が約１年間集中的にサステナビリティ関連
プロジェクトに関与する「実践型短期養成コース」を
開設しています。当該コースは２期目を迎え、コース
参画者は１期修了者も含め128名となっています。

トーマツが求める人財像は「ステークホルダーの期待を超えるケイパビリティを備えた、信頼あるプロフェッショナル」
です。サステナビリティは新しく、かつ急速に変化している領域となります。変化を先取りした知見を獲得し、ケイパビリ
ティを向上させるため、トーマツでは、人財プラットフォームを基盤としながら、学習型及び実戦型の育成プログラムに
より知識と実践知を習得しています。

デロイトグローバルでは、サステナビリティ情報の保証を取り巻く環境が大きく変化する中、先行的にグローバル共通の
保証メソドロジーの開発を進めてきました。デロイトの保証メソドロジーはEUのCSRD等の保証実務を蓄積した実務ガ
イドと標準的な調書テンプレート等から構成されており、適宜アップデートを行っています。トーマツはデロイトグロー
バルの保証メソドロジーに開発段階から積極的に関与してきました。このため、メソドロジー・ツールに習熟した人財を
有しており、これらの人財が関連する人財育成プログラムを支援しています。また、デロイトグローバルでは、保証メソド
ロジー・ツールを組織的に展開するため、体系的な研修プログラムを整備、提供し、トーマツでは上述の学習型育成プログ
ラムにおいて、これらのグローバルの研修プログラムを取り入れています。
監査プラットフォーム「Deloitte Omnia」は、サステナビリティ情報の保証においても利用します。これにより財務情報及
びサステナビリティ情報の結合性を意識した、一体的な財務諸表監査及びサステナビリティ保証を効果的かつ効率的に
提供します。

グローバル
トーマツはグローバルでワンス
トップなサービスを、知見を統
合して提供することができる点
に大きな特徴を持っています。
特に、制度開示・保証の開始時期
や規制動向の影響を鑑み、欧州、
米国、アジア パシフィックとは
ネットワークを開設し、現地JSG
メンバーとも協働しワンストッ
プサービスの提供が可能な体制
を構築しています。

グループ総合力（MDM）
Sustainability & Climate (S&C) に関連する業務は多岐にわたり、
保証を含むあらゆる局面でステークホルダーを支援することで、
S&C領域の社会課題解決の加速化に貢献しています。デロイト 
トーマツ グループは、グループ全体のシナジー強化を目指し、様々
なプロフェッショナルが連携する事業横断の組織「Sustainability 
& Climate Virtual Business Unit（S&C VBU）」を設置し、経験豊富な
多様な専門家がサステナビリティ情報の開示関連業務や将来的な制度保証業務に参画することで、広範なサステナビリ
ティテーマに対応し、高品質かつ高付加価値な業務提供を可能にします。

インダストリー
トーマツは被監査会社をデロイトグローバル共通のインダストリー・セクター分類に分けています。各インダストリー・
セクターでは経営環境や経営課題、規制動向、業種特有の会計処理等についてインダストリー・セクターに精通したメン
バーで議論・検討し、日々の業務に活かしています。サステナビリティ関連業務においては、重要課題（マテリアリティ）や
バリューチェーン、各トピックに関するリスクや機会、海外における規制や開示動向等、インダストリー・セクターの深度
ある理解が必須になり、サステナビリティ情報の開示関連業務に当該専門的な知見を活かしています。

グローバル × グループ総合力（MDM） × インダストリー特徴 サステナビリティ保証人財育成基盤

保証メソドロジー・ツール基盤

トーマツのサステナビリティ情報に対する保証に向けた対応においては、グローバル、グループ総合力（MDM）、インダス
トリーの3軸が特徴です。不確実性が高くサステナビリティに対する揺り戻しが起こっている環境下において、グローバ
ルの先行事例やインダストリー特有の考慮事項を押さえながらデロイト トーマツ グループの知見を結集してステーク
ホルダーや社会の課題解決に貢献します。

学習型育成プログラム

実践型育成プログラム
実践型短期養成コース

価値提供の根幹となる人財を支える
サステナビリティ

人財プラットフォーム

コンシューマー

政府 ・公共サービス

資源・エネルギー・生産財

ライフサイエンス・ヘルスケア

金融

テクノロジー・メディア・通信

*�ネットワーク：サステナビリティの専門人財を双方向で往来させ、現地情報、専門知見等を緊密に連携・共有するネットワークを構
築・運用
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サステナビリティ領域においても、MDMを活用
デロイト トーマツ グループは、サステナビリティ領域に関して、グループ横断組織である
Sustainability & Climate Virtual Business Unit（S＆C VBU）を設置しています。S＆C VBU
では、各専門家が組織の壁を超えて、それぞれの強みを融合させることで、戦略、事業変革、
オペレーション、テクノロジー、開示まで幅広いサービスをワンストップで提供しています。国
内外において急速に議論が進展しているサステナビリティ情報開示に対する保証に関して
も、グループ内に、サステナビリティ保証の専門会社として長年にわたり活動してきたデロ
イト トーマツ サステナビリティ株式会社を有しており、保証実務の実務経験・知見を有して
います。加えて、インダストリー・セクター別のサステナビリティに関する重要課題（マテリア
リティ）、業種ごとの気候変動に関するリスクや機会等の業種知見を有する経験豊富で多様
な専門家が参画することで、広範なサステナビリティテーマに対応し、高品質かつ高付加価
値な業務の提供が可能な体制を構築しています。

高度な専門性を有する多様かつ
一流の専門家の監査チームへの参画の担保
トーマツの内部専門家は、その分野のアドバイザリーサービスやコンサルティングサービス
を被監査会社以外のクライアントに提供し、クライアントから厳しく評価・選別される経験も
積むこと等により、自らの専門性を強化しています。これらの内部専門家の一部は、監査法
人とは別のデロイト トーマツ グループ内の各専門分野に適した組織体にも所属しており、
専門分野に合わせて採用・評価・待遇設計・育成がされています。多様な経験を積んだ専門
家が、内部専門家として監査業務に参画することで、高品質な監査を推進しています。

ワンチームによるシームレスな監査対応及び
経営に資するインサイト提供
各監査チームにおいて、公認会計士を主とするコア・チームと、多様な経験を通じた内部専
門家が連携し、組織の壁を越えて、ワンチームによるシームレスな監査対応を実施していま
す。IT領域では、コア・チームとITやサイバーセキュリティの専門家が、企業におけるITの利
用の理解ならびにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関して、具体的かつ十分な
協議を実施しています。加えて、デジタル化・グローバル化等の環境変化に起因する被監査
会社の様々な経営課題に対して、独立した立場を堅持しながら、コア・チームと各内部専門
家がその専門性を基礎に監査を通じて得た知見を活かし、高付加価値なインサイト提供を
実現しています。

高度な専門性を有する
一流の専門家の目で
監査を実施してほしい

サステナビリティ対応に
ついて、当社のインダストリー・

セクターも踏まえて、
開示対応だけでなく、
広範なテーマにおいて、
ディスカッションをしたい

当社の
ビジネスを理解した

うえで当社の状況に即した
ITやサイバーセキュリティに

係るインサイト提供を
してほしい

デロイト トーマツ グループは、多様な専門性や規模の
大きさといった組織能力を有することで、クライアント
が最も困難な課題に対処するにあたり、価値あるサー
ビスを提供できると考えています。これを念頭にMulti-
Disciplinary Model（“MDM”＝デロイト トーマツ グルー
プが有する多岐にわたる知見やサービスを融合し独自の
価値を生み出していくモデル）を導入しています。
監査業務においても、被監査会社を取り巻く事業環境の
変化、デジタル化の進展、ビジネスの多様化等に対応し、
被監査会社に対し最適な監査を実施するため、会計・監査
以外の専門性が必要不可欠です。被監査会社の業種や財
務状況等に応じて、主に公認会計士からなるコア・チーム
に加えて、MDMを活用することによって、トーマツ内及
びデロイト トーマツ グループ全体からグループワイド

に最適なプロフェッショナルを監査メンバーとして選任
できる体制を築いています。
グループ内の多様な専門家が監査チームに参画し、情報
システムやその管理体制の評価、年金債務等の特殊な数
理計算、金融商品の評価、不動産の評価、事業価値評価、
複雑な税額計算、 不正調査、データアナリティクス、サイ
バーセキュリティ、AI等の専門領域の知見を活用するこ
とで、様々なリスクに対応した高品質な監査を実践して
います。また必要に応じて、被監査会社が属するインダス
トリー・セクター固有の経営環境や経営課題、会計・監査
及びサステナビリティに関する規制動向、業種特有の会
計処理や監査技術、最新のサステナビリティの開示動向
等の知見を活用することで、被監査会社や業種への深い
理解に基づく効果的・効率的な監査を実現しています。
被監査会社の業種や事業の複雑性等を考慮して、必要に
応じて、デロイトのグローバルネットワークに属する多

様な専門家も活用するとともに、多
様かつ幅広い専門知見を融合させる
ことで、被監査会社の様々な経営課
題に対して多面的な視点からのイン
サイトを提供することを可能にして
います。
今後進展が見込まれるサステナビリ
ティ情報開示に対する保証に関して
も、グループにおける経験豊富な多
様な専門家を保証チームに参画さ
せ、知見を融合させることで、高品質
な保証業務を実践します。

MDM導入による高品質な監査の実践

グ
ル

ープ
ワイドでの最適な監査チームの組

成

被
監
査

会社の特性や被監査会社を含むステークホルダーの期
待

コアチーム
（主に公認会計士）

サイバー
セキュリティ

アナリ
ティクス

不正調査

税務

金融商品
評価

年金

インダ
ストリー

IT

不動産
評価

事業価値
評価

グループ総合力（MDM）の活用による
高品質な監査の実践

戦略3-グループ総合力（MDM）

グループが抱える高度な専門性を有する多様な専門家やインダストリー・セクターの知見を有する人財を監査
チームに参画させることで、ステークホルダーの期待を超える高品質な監査の実践を図っています。
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�

企業及び企業環境に与
えるAIの広範な影響を
理解する。 

財務報告に係る内部統
制の各構成要素を理解
する際、企業の財務報
告プロセスにおいてAI
が利用されるか否かや
利用方法を理解する。

企業が財務報告にAIを
利用する場合、企業が
全社的な内部統制にお
いてAIの利用をどのよ
うに考慮しているかを
評価する。

重要な勘定及び注記事
項を識別する。

企業のAI利用が、重要
な虚偽表示リスクの識
別と評価にどのような
影響を与えるかを評価
する。

関連する内部統制を識
別する際、企業のAI利用
を考慮する。

企業のAIアプリケーショ
ンを理解し、それらが監
査に関連するかを判断
する。

企業のAI利用がITの利
用から生じるリスクの識
別と評価に影響するか
否かやどのように影響
するかを評価する。

識別した重要な虚偽表
示リスク及びITの利用
から生じるリスクに対応
するための監査手続の
種類、時期及び範囲に
与えるAIの影響を判断
する。

入手する予定の監査証
拠の信頼性に与えるAI
の影響、及び識別した
重要な虚偽表示リスク
及びITの利用から生じ
るリスクに対応するた
めの専門的な技能が必
要かどうかを検討する。

AIが企業及びその財務
報告に係る内部統制に
与える影響の理解

� AIがリスク評価に与え
る影響の評価 � 関連する内部統制とAI

アプリケーションの識別 � AIが監査上の対応に与
える影響の評価

IT技術の革新により、企業はITへの依存度を高めており、企業におけるITリスクへの対応は、
ますます重要な課題となっています。会計監査においても、監査目的を達成するため、被監査
会社におけるITの利用の理解ならびにITの利用から生じるリスクの識別及び対応について、
会計監査チームの中で、IT専門家を交えながら、具体的かつ十分な協議をする必要性が増し
てきています。このような背景も踏まえて、IT専門家は、単にITの知識のみではなく、重要な虚
偽表示リスクにITの利用から生じるリスクがどの程度影響を及ぼすかについての知識を有し
ている必要があります。
トーマツでは、最新のIT技術の理解を深め、ITガバナンス知見を有した600名超のIT専門家を
擁しており、複雑かつ大規模なIT環境の監査においても十分に対応できる組織力を維持して
います。今まで推進してきた取り組みの一つでは、注目が集まっているサイバーリスクへの対
応力を強化する目的で、デロイト トーマツ サイバー合同会社と連携する等、IT専門家の知見
向上を進めております。
また、現在推進を加速させている取り組みとして、生成AIリスクへの対応があります。昨今の生成AIの性能向上を受けて、企業は経理
業務等の財務報告領域でのAI活用を進めています。従前のITシステムと異なり、AIはその特性から毎回同じ出力をするとは限らず、AI
が出力した財務情報の信頼性や、AIが実施した内部統制の有効性の評価は、これまでのIT監査の方法論だけでは難しくなると考えら
れます。トーマツのIT専門家の中にはAIのテクノロジーやガバナンスに知見のある専門家が複数おり、デロイトグローバルやアカデミ
ア、民間の有識者とも連携しながら、今後ますます重要となるAI監査に対応してまいります。
上記に加え、IT専門家は、内部統制のデザイン及び運用状況に関する保証業務（「SOC1」財務報告に関連する受託業務に係る内部統
制の保証業務。「SOC2」受託業務のセキュリティ、可用性、処理のインテグリティ、機密保持及びプライバシーに係る内部統制の保証業
務）、サイバーセキュリティに関する助言・指導業務、AI等のエマージング領域を含めたITガバナンス強化に関する助言・指導業務、内
部統制デジタル化の助言・指導業務、システム導入・移行プロジェクトマネジメントの第三者評価業務、政府情報システムのためのセ
キュリティ評価制度（Information system Security Management and Assessment Program：通称、ISMAP（イスマップ））における情
報セキュリティ監査業務に対応しており、様々な業務を通じて、ステークホルダーの要請に応じながら、ITリスクに対応していく陣容を
擁しております。

ステークホルダーの要請に応えていくために、IT 専門家体制のさらな
る強化を推進

デジタルアシュアランス事業部長
パートナー
デロイト アジア パシフィック
IT Data & Analytics Offering Leader
齋藤 雅司

近年の社会の複雑化やボーダーレス化に伴い、あるいは、気候変動等の地球規模での変化や、政治や規
制の動向等、企業を取り巻く不確実性は増大しています。こういった、クライアントの事業のリスクを適切
に把握することは、監査品質の向上において非常に重要です。
我々、デロイト トーマツ リスクアドバイザリーは、戦略・事業・地政学、レギュレーション動向、ファイナンス
やサイバー・デジタルの観点から、リスクを適切に把握することができる、高い専門性を有した多くのプロ
フェッショナルが在籍しています。我々は、この専門性を有したプロフェッショナルを、内部専門家として、
会計監査業務に従事させながら、監査品質、付加価値の向上に貢献していきます。

リスクアドバイザリー関連業務の知見・経験を活かした貢献

川島 悦朗
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社

パートナー RA内部専門家品質管理

近年ではグローバルミニマム課税（Pillar2）制度等、税制が複雑かつ高度化しており、さらに米国の関税
措置等、税務がビジネスに影響を及ぼす可能性があり監査業務における税務の検討の重要性は増して
います。デロイト トーマツ税理士法人では多種多様な税務専門家を有し、監査計画段階からリスク評価
及びリスク対応手続に深く関わることにより、監査チームの適切な監査計画の立案及び実施を税務面か
らサポートしています。私はデロイト トーマツ税理士法人において監査対応を支援する約750名の税務
専門家を束ねる立場にあり、今後より一層コア・チームと密に連携することにより高品質・高付加価値な
監査を推進しています。

税務専門家が監査計画段階から監査チームをサポート

鈴木 肇
デロイト トーマツ税理士法人

 パートナー

M&Aや投資後の減損テスト等、様々な場面で事業価値評価が頻繁に行われている中、この領域におけ
る専門家が会計監査のあらゆる局面において深く関与することをステークホルダーから期待されてい
ます。
私は事業価値評価内部専門家の責任者の一人として、監査現場に寄り添いつつ、Valuation・ファイナ
ンスに関する専門知見を被監査会社及びコア監査チームに届けることで、監査の高品質化に貢献して
います。

事業価値評価の専門家が監査の高品質化に貢献

金子 雄一
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社

マネージングディレクター

主に関与する領域 利用する専門家 所属
IT（AIリスク対応含む） IT専門家 有限責任監査法人トーマツ
年金 年金数理人

デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社
有限責任監査法人トーマツ金融商品評価 金融商品評価の専門家

不動産評価 不動産鑑定士
税務 税理士 デロイト トーマツ税理士法人

事業価値評価 企業結合時のデューデリジェンス専門
家、非上場株式評価の専門家

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社
有限責任監査法人トーマツ

不正調査 不正調査の専門家 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

アナリティクス アナリティクス専門家 デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社
有限責任監査法人トーマツ

サイバーセキュリティ サイバーセキュリティの専門家 デロイト トーマツ サイバー合同会社

● 監査のMDMにおいて利用する代表的な専門家の一覧

●監査プロセスにおけるAIの検討に関するフレームワーク 
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海軍経理学校で学び、戦後、ペンシルベニア大学ウォートン校修
士課程修了（経営学修士）。当時のBig 8である外資系会計事務所
に勤務、日本事務所の代表を務め、日本公認会計士協会の倫理綱
領を起案。大蔵省から本格的な監査法人設立の相談を受け、「海
外会計事務所と対等に競争できる国際的監査法人を」と、実現に
向け立ち上がる。創業直後から海外駐在員の派遣を実現、監査法
人の国際戦略をリードした。

海外会計事務所と対等に競争できる国際的監査法人を
Aiming to become an international audit firm that can compete equally with global accounting firms

富田 岩芳
Iwao Tomita 1925-2011

現 有限責任監査法人トーマツ 共同創業者のメッセージ

〈P.43〉 
監査チームと人財

〈P.61〉 
品質管理体制

〈P.73〉 
組織と文化

CHAPTER  03

ありたい姿を実現するための基盤
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監査の品質を向上し被監査会社をはじめとしたステークホルダーからの期待に応える
ためには、被監査会社の属するインダストリー・セクター（業種）の知見や専門的スキルを
持つ人財をどのように組み合わせ、最適なチームを組成できるかがキーとなります。
また、目まぐるしい環境変化の中で、被監査会社との率直かつ深度あるコミュニケーショ
ンを図ることがより必要となっており、その際に有用な会計監査に係る最新の情報や動
向等を適時に監査チームに共有することも重要です。事業部では、最適なチーム組成や、
チームとの双方向のコミュニケーションを含む様々なサポートによって、監査の品質を
向上するとともに、業種に関する最先端の事例や知見の共有も含めた継続的なフォロー
アップを通じて、監査チームへの情報等の浸透を図り、被監査会社との深度あるコミュニ
ケーションにつなげています。

最適なチーム組成のための事業部としての取り組み

監査事業本部 東日本第二事業部長
パートナー
箕輪 恵美子

監査チームは、被監査会社の業種、事業の規模や複雑性、
ITシステム利用の範囲やその複雑性、監査業務の特性

（IPO、IFRS等）等の理解に基づき、監査責任者である業務
執行社員が、公認会計士資格を有する者を中心とするコ
ア・チームに、ITや税務等の内部専門家を加えて組成しま
す（P. 37～40参照）。
コア・チームには、監査現場の責任者である主査のもと、
監査業務を遂行するうえで必要な時間と能力が確保でき
るよう十分な監査スタッフが割り当てられます。業務執
行社員、主査、そして監査スタッフの割り当てに際して
は、グローバル対応の必要性も考慮されます。業務執行社
員や主査が監査をリードするために十分な時間が確保で
きるよう、監査チームの組成に当たって、審査担当社員も
含めた標準的な関与時間割合を定めるとともに、実際の
関与割合が標準と大きく乖離していないか常時モニタリ
ングしています。

トーマツでは、被監査会社をその属する業種に基づいて
インダストリー・セクターに分け、監査業務に従事する社
員及びマネジャー以上の職員が、担当する被監査会社の

業種も踏まえながら、専門とするインダストリー・セク
ターに所属しています。
インダストリー・セクター別の活動では、インダスト
リー・セクターごとの経営環境や経営課題、会計・監査及
びサステナビリティに関する海外及び国内の規制動向、
業種特有の会計処理及びサステナビリティに関する重要
課題（マテリアリティ）、最新の監査技術等の情報を、それ
ぞれのインダストリー・セクターに精通したメンバーで
議論・検討し、それらを組織内で共有することで専門性を
維持向上させ、日々の業務に活かしています。
監査業務の実施責任者である業務執行社員や、監査チー
ムから独立した立場で監査業務の審査を行う審査担当社
員の選任に当たっては、被監査会社が属するインダスト
リー・セクターに登録している社員を原則として選任す
る方針であり、これにより業種ごとの専門性を活かした
監査チームを編成しています。
インダストリー・セクター区分については、デロイトグ
ローバル全体で一貫した分類に基づいており、監査だけ
でなくコンサルティングや税務・法務も同様の分類に基
づいて活動しています。
各国・各サービス領域におけるデロイトのプロフェッ
ショナルとの人的ネットワークを通じて、各国における
業種固有の経営課題や財務及びサステナビリティ情報の
諸論点を理解し、グローバル監査チームの組成や監査手
続の策定に役立てています。

専門知見を活かした
監査チームの組成
監査契約締結後は、デロイト トーマツ グループの専門性や業種の知見を活用し、
被監査会社に最適な監査チームを組成します。

監査チームと人財

最適な監査チームの組成

インダストリー・セクター（業種）
知見の活用

● インダストリー・セクター

コンシューマー

政府 ・公共サービス

資源・エネルギー・生産財

ライフサイエンス・ヘルスケア

金融

テクノロジー・メディア・通信

社会インフラ

エネルギー
航空運輸・ホスピタリティ・サービス

国際開発

石油・化学 不動産
小売・流通

医療・介護

鉱業・金属 インベストメントマネジメント
消費財

公的法人・非営利法人等

商社

ヘルスケア

保険

通信・メディア・エンターテイメント

自動車

中央省庁・地方自治体

産業機械・建設

ライフサイエンス

銀行・ 証券

電機・ハイテク

＊トーマツでは、監査品質上のリスクを識別するため、これらの指標を使用し、一定の閾値（しきいち）を下回らないように指導しています。
＊トーマツ監査イノベーション＆デリバリーセンター(AIDC)所属メンバーを含めて算出しています。

● 上場会社の監査契約におけるシニアマネジャー・マネジャー、内部専門家及びパートナー等の平均関与時間割合
　（2024年6月～2025年5月）

シニアマネジャー・マネジャー
平均関与時間割合

内部専門家平均関与時間割合

パートナー平均関与時間割合

19.0％

12.7％

6.5％
平均関与時間割合

非管理職スタッフ平均関与時間割合 61.8％
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IPOは日本経済にとって新興・成長企業に資金を呼び込み、経済の活性化と新陳代謝を
促す重要な手段であり、IPOを目指す企業がその成長プロセスに応じたサポートを受け
ることができるよう、監査法人にはその役割を果たすことが強く求められています。トー
マツは、どこよりも先駆けてIPOに力を入れ、現在のIPO市場をリードしてきました。IPOは
トーマツのブランドの一つであり、過去、現在また将来も変わることなく、トーマツにとっ
て重要なものと考えています。トーマツはこれからも、社会課題解決型や地域活性化に
役立つ企業のみならず、グローバルオファリングやIFRS会計基準でのIPO、さらにはサス
テナビリティや情報セキュリティ等においても付加価値の高いIPO監査を提供していく方
針です。

社会からの期待に応えるIPO監査を提供する

IPO監査事業部長
パートナー
只隈 洋一

トーマツでは、新規産業創出の可能性を探求するディー
プテックや複数事業・複数国で事業を展開するケース等、
スタートアップの多様化・大型化・国際化の加速に対応す
るためにIPO監査事業部が中心となって、日本のスタート
アップエコシステムのビジョンを踏まえたIPO監査を提
供しています。
スタートアップが次代を担うパブリック企業へと転換
する時期における監査法人の指導・助言機能を「コアバ
リュー」と位置づけ発揮します。IPOのための財務諸表監
査を中核とした高品質な監査業務は当然として、経営者
に対する「社会的公器としての自覚醸成の指導・助言」「経

営判断における透明性・公平性確保の指導・助言」「中長期
的成長を可能とする仕組みづくりの指導・助言」を徹底し
ていきます。
そのために、IPO監査に特化したIPO監査事業部に所属す
る約30名の中核人財に加えて、IPO業務の知見を有すると
認定された全国の約600名の人財から構成された専門家
集団を組織し、関与先・業務にマッチする専門家を選任し
て業務を行うことで高品質な業務を提供します。
さらに、監査の独立性を前提として、必要に応じてアドバ
イザリー部門のメンバーも加えてチーム編成すること
で、品質の高いIPO監査はもちろん、チームメンバーの多
様化により、監査を通じて、ガバナンスや管理体制の指
導・助言を強化していきます。

株式上場（IPO）のための監査体制

被監査会社がIFRS会計基準による決算を行う場合、IFRS
会計基準の適用に対応した監査を適切に遂行するため、
次のような追加的措置をとっています。

トーマツでは、IFRS会計基準適用会社の監査や審査に従
事するために、所定の研修や実務経験を有する等、一定の
要件（IFRS監査業務従事要件）を満たすことが義務付けら
れています。2025年5月末現在で、2,511名の社員・職員が
IFRS会計基準適用会社等の監査に関与した経験を有して
います。トーマツでは、IFRS会計基準に関する知見を監査
に従事するプロフェッショナルの必須スキルの一つと位
置付け、組織的・体系的にIFRS会計基準に関するトレーニ
ングを実施し、IFRS会計基準適用会社の監査に持続的に
対応できる人財基盤の整備を行っています。

ト ー マ ツ の I F R S テ ク ニ カ ル 部 門（ I F R S  C e n t e r  o f 
Excellence）は、IFRS会計基準適用会社の監査に利用する
方針、ガイダンス、マニュアル、様式等を整備し監査チー
ムに提供しているほか、IFRS会計基準適用会社の監査に
固有の留意事項に関して助言しています。

トーマツは、国際基準であるIFRS会計基準の適用につい
てグローバルの解釈や実務との一貫性を確保しつつ、監
査チームに対するIFRS会計基準に関するテクニカル コン
サルテーションを日本国内で行う体制を取っています。
トーマツのIFRS Center of Excellenceは、デロイトのIFRS
ネットワークの主要拠点の一つであり、デロイトグロー
バルでのIFRS会計基準に関する方針の決定に直接参画し
ています。

被監査会社が米国証券取引委員会（米国SEC）に登録書類
を提出する場合、その監査を実施する法人は、米国の監査
監督当局である公開会社会計監督委員会（PCAOB）に登録
し、その検査の対象となります。PCAOB基準に基づく監査

（PCAOB基準監査）の品質を維持・向上させるため、こう
した業務の専門家が監査を実施する体制を整備していま
す。

PCAOB基準監査に関与するための所定の要件を満たす社
員・職員から構成される米国基準監査グループから、実務
経験等を勘案してPCAOB基準監査を担当する監査チーム
が組成されます。米国基準監査グループに所属する社員・
職員は、PCAOBの監査基準や実務に焦点を当てた研修の
受講が求められ、PCAOBの監査基準に関連する情報や実
務ツールを利用することができます。

品質管理部門は、PCAOB基準監査に関するコンサルテー
ションや監査チームの活動のモニタリングを実施して
います。また、デロイトグローバルが設置しているGlobal 
Center of Excellence for Audit Qualityと連携した品質施
策も実施しています。さらに、代表執行役直轄の組織とし
てPCAOB Steering Committeeを設置し、PCAOB基準監査
の継続的な品質向上及び当局への対応に係る諸施策の決
定と、その進捗状況の監視を行っています。当Committee
が決定した方針に沿った品質活動をサポートするため
に、PCAOB Audit Qualityが設置され、米国基準監査グルー
プ、品質管理部門の関係部門等と連携しています。

米国証券取引委員会（米国SEC）登録
企業向けの監査体制

IFRS会計基準適用会社に対する
監査体制

IFRS会計基準の知見を有する人財の確保と育成

IFRS会計基準に関するナレッジ・ガイダンスの整備

IFRSテクニカル コンサルテーション

専門性のある監査チーム

品質管理

● IPO監査事業部の設置の背景

IPO監査事業部を設置し、品質の高い会計監査はもちろん、
IPO監査のコアバリューへコミット

IPO監査のコアバリュー

IPO監査事業部の設置

経営者との徹底的な
対話を通じた

中長期の
信頼関係の構築

IPO監査を主軸とし、シードからレイターまでデロイト トーマツ グループの総力で「IPO
を通じて世界に通用する持続的な成長企業」を創出する体制を整備し、スタートアップ
エコシステムの発展に貢献する

スタートアップ支援体制の整備

高品質な会計監査の提供

中長期的成長を可能
とする仕組みづくりの
指導・助言

経営者に対する社会
的公器としての自覚
醸成の指導・助言

経営判断における透
明 性・公 平 性 確 保の
指導・助言

スタートアップの上場後の成長モデル
事業の多角化・海外展開

コーポレートの強化
多角的なガバナンス

グローバルレベルでの信用力の必要性
大手監査法人へのニーズの増加

10年後に日本を代表するビジョナリーな成長企業のIPOを通じて、日本社会・経済へ貢献

スタートアップの大型化（海外調達）
出口の多様化（M&A）
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ため、効果的かつ効率的なグローバル監査が実現できま
す。例えばAI不正検知モデルは地理的に離れた小規模な
海外子会社も含め、全子会社が分析対象となります。

日系企業サービスグループ（Japanese Services Group: 
JSG）は海外に進出する日系企業に高品質なサービスを
提供するために1975年に発足した、歴史のある組織です。
現在JSGは約90拠点において日本からの駐在員を含めた
約1,300名の日本語話者・バイリンガルのプロフェッショ
ナルに加え、日本の商慣習や文化に精通した各分野の専
門家で構成される大規模なグローバル組織となってい
ます。JSGは、海外子会社の現地マネジメントと密接なコ
ミュニケーションを取るとともに、海外子会社監査チー
ムの一員として子会社監査にも従事します。海外子会社
監査上の課題を親会社監査チームにフィードバックする

ことで、海外でのスムーズな監査の遂行にとどまらず、グ
ローバル監査の監査品質にも貢献しています。JSGには
監査のみでなく各分野の専門家が多数所属しているた
め、複雑化するビジネス環境においてあらゆる側面から
グローバル監査チームのサポートが可能です。
また、重要な海外子会社等が新興国にある場合や、買収
によって新規に監査対象になった場合、あるいは現地の
監査人がデロイトでない場合等、グローバル監査のリス
クが特に高いと考えられる場合には、JSGは監査チーム
と監査グローバルサポートデスクとの協議を実施し、グ
ローバル監査の品質を確保するための助言や支援を提供
します。

グローバル監査において監査チームが各国・地域特有の
事象に的確に対応できるよう、「監査グローバルサポート
デスク」を設置しています。監査グローバルサポートデス
クは海外派遣経験者により構成され、各国・地域特有の監
査上の留意事項や会計基準・税制等の最新情報を入手・発

トーマツでは、高品質なグローバル監査を実現するた
め、全世界の監査チームを指揮するグローバル リード ク
ライアント サービスパートナー（GLCSP）を選任して、
GLCSP主導でグローバル監査をリードするとともに、
GLCSPを筆頭とする監査チームを支える基盤を整えてい
ます。

GLCSPは海外子会社の監査チームも含めグローバル監査
チームを組成し指揮する権限を有し、高品質な監査を実
施する責任を負っています。GLCSPは、海外子会社のビジ
ネス環境、各国特有の監査上の留意事項や会計基準及び
税制等の様々な状況を踏まえて、グローバル監査チーム
を組成し、海外子会社監査チームを指揮します。一連のコ
ミュニケーションにおいて企業グループと全世界の監査
チームが緊密に連携することで、経営課題やリスクに対
する認識を相互に共有し、強固なガバナンスの維持・向上
に貢献します。

GLCSPは、グローバル監査チーム内での課題共有及び連
携強化のため、必要と判断される場合には海外子会社監
査チームの主要メンバーを一堂に集めたグローバルミー

ティングを開催しています。グローバルミーティングで
は、被監査会社の経営者及び監査役等の参加を得ること
もあり、会計上の懸念事項や監査上のリスクの識別、それ
らへの対応手続等について事前協議を行い、円滑な監査
業務の遂行に役立てます。

トーマツは、グローバルに展開する大規模企業の監査を
対象に、監査チームの支援やモニタリングを目的とする

「監査アカウントプログラム」を運用しています。被監査
会社がプログラム対象となった場合、監査事業本部長が
グローバル監査や海外駐在等の経験をもとにGLCSP等の
主要メンバーを決定し、監査業務の遂行に必要なリソー
スを優先的に割り当てます。識別された課題は監査計画
を策定する過程で検討され、監査チームは必要なサポー
トを受けながら対応策を実施します。対応策の実施状況
は、定期的な面談を通じてモニタリングされ、監査の実施
結果とともに評価されます。

Deloitte Omniaはグローバルで統一された監査プラット
フォームであり、グローバル監査チームが一体となって
同一の水準でリスク評価及び実証手続を実施することが
可能です。標準化されているため親会社監査チームによ
る各子会社監査チームの指揮監督がシームレスに実施で
きます。

AI不正検知モデルをはじめとした各AIソリューションの
多くはグローバル監査全体に適用することが可能である

監査グローバルサポートデスク

世界各国の状況に適切に対応する
グローバル監査
高品質なグローバル監査を実現するためにグローバル リード クライアント サービス パートナーが
全世界の監査チームを強力に主導します。

監査チームと人財

監査業務のグローバル対応

グローバル監査を主導するGLCSP

グローバル監査チームを支える
デジタル基盤

グローバル監査チームを支える
人的基盤

グローバルミーティング
Deloitte Omnia（詳細はP.29）

日系企業サービスグループ（JSG）

AIソリューション（詳細はP.29）

監査アカウントプログラム

グローバル監査チーム

連携

デジタル基盤

Omnia

Connect

・・・

親会社監査チーム 子会社監査チームGLCSP

連携・協働

監査グローバル
サポートデスク 各国のJSG

フィード
バック

グローバル人財

人的基盤

● GLCSPを中心としたグローバル監査チームを支える基盤
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● 日系企業サービスグループ（JSG）の日本語バイリンガル数（2025年4月1日） 監査上の主要な検討事項（KAM）は、私たちが各社の監査
を実施するにあたって、どのような領域の監査リスクを
重要と考え、そのリスクに対しどのような監査上の対応
を行ったのかを明確にするための重要な記載事項である
と考えています。
そのため、私たちは経営者や監査役等と、KAMを活用して
リスク認識と対応に関し期中を通じて対話を行っていま
す。また、ステークホルダーにとって分かりやすいKAMを
目指して、KAMの記載内容が固定化する、またはボイラー
プレート化することがないように改善を図る取り組みを
進めています。

KAMの記載が、被監査会社固有の状況についてステーク
ホルダーにより分かりやすいものとなるよう、様々な取
り組みを行っています。
具体的には、過年度の有価証券報告書の開示データから
過去の全上場企業のKAMのデータを作成したうえで自然
言語処理技術を用いてKAMの記載内容や文字数が前年度
からどの程度変化しているか等の分析を実施し、その結
果を法人内に発信しています。
また、個別の監査チームを支援するために、監査品質統括
にKAMに関する相談窓口を設置し、監査チームの作成し
た草案について審査担当社員に加え本部社員・職員によ
るレビューを行うとともに改善の提案を行っています。
また、KAMの記載にあたり、留意すべき点を示し監査チー
ムの作成時に注意を促す取り組みも行っています。

継続的な取り組み データ分析技術を活かした改善への
取り組み

信することによりグローバル監査に有用な情報の展開を
行っています。また、監査グローバルサポートデスクは各
監査チームと連携し、監査チームの個別の状況に応じて
きめ細かなサポートを行います。これらにより、監査グ
ローバルサポートデスクは、トーマツの各グループ監査
チームが高品質なグローバル監査が実施できるように支
援しています。

トーマツでは、海外派遣、語学研修、グローバルでのリー
ダー研修といった実践的な育成施策によりグローバル人
財育成に力を入れています。また、グローバル対応力を
Leadership Capabilitiesの一つととらえ、全社員・職員に
対し入社時から一貫して向上する研修体系を備えていま
す。グローバル人財の裾野の広さが、グローバル監査チー
ムを支える基盤となっています。

グローバル人財（詳細はP.57）

※日本からの派遣者とは日本のデロイト トーマツ グループからの駐在員及び2年程度の研
修生派遣者をいいます。

世界の日本語バイリンガル数

日本
親会社監査チーム

1,316名

351名

126名

839名

40名

37名

126名

監査チームと人財

ステークホルダーとの対話を深める
監査チームの取り組み（KAM）
Key Audit Matters（KAM）を利用して、監査に関するステークホルダーとのコミュニケーションを深める取り
組みを続けています。

● KAMに関するコミュニケーション

監査役等

リスク認識の対話

ステークホルダー（財務諸表利用者）

経営者
（財務諸表作成者）

開示の充実による
透明性の向上

監査人

KAMを通じた監査プロセスに関する
透明性の向上

財務諸表 KAM
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トーマツでは、変化するステークホルダーの期待に応え
続けるために、多様な人財の確保・育成を行う方針として
います。近年、ステークホルダーの期待は日々変化して
おり、企業に対しても財務情報のみならず、気候変動に
代表されるサステナビリティ情報の開示が要求されてい
ます。さらに長期的には、より多面的・複合的なサステナ
ビリティ情報の開示が求められることが予想され、従来
のように会計・監査に大きく比重を置いたスキルポート
フォリオでは、これらの環境変化に対応することができ

なくなることが想定されます。
私たちはスキルポートフォリオを見直すことで業務の質
を高め、これらの環境変化に適合する人財を輩出してい
きます。具体的には、従来の会計・監査のスキルのみなら
ず、セクターの専門的知見やグローバル対応力、またリー
ダーシップ・プロジェクトマネジメント力といったソフ
トスキルを高めることによって、業務の質の向上を果た
していきます。
昨今では、AIを活用した監査対応やサステナビリティ領
域の知見蓄積が、新たなタレントスキルとして注目され
ており、高品質な監査を支える人財を輩出するために、採
用はもちろんのこと、評価や多様な経験を積むための機
会や研修の提供等、人財育成サイクルの中で様々な対応
を進め、一貫したタレントマネジメントを実行していき
ます。

トーマツでは、中期的な人員計画に基づき、公認会計士
試験合格者を対象とした定期的な採用に加え、テクノロ
ジー人財や不正調査、不動産評価等の多様な実務経験・専
門知見を有する人財を対象とした公認会計士試験受験者
以外の新卒採用及び中途採用（キャリア採用）を積極的に
実施しています。また、将来有望なプロフェッショナル人
財を確保するため、公認会計士試験の合格を目指す人財
を採用し、監査実務の経験や資格取得に向けたサポート
を実施しています。
公認会計士試験合格者の採用に際しては、デロイト共通
のフレームワーク等も活用し、採用に関する方針及び手
続を定め、監査業務の遂行に必要な能力を保持した誠実
な人財を採用しています。

トーマツでは、求める人財像を「ステークホルダーの期待
を超えるケイパビリティを備えた、信頼あるプロフェッ
ショナル」と定めています。監査環境の絶え間ない変化
に常に対応し、ステークホルダーの期待を超える高品質
な監査を実現するために、それを担う「人」こそが、プロ
フェッショナル・ファームにとっての財産であるとの考
えのもと、人財の確保・育成を経営上の最重要事項の一つ
に位置付けています。この人財戦略の方針は、人的資本に
対する取り組みそのものであり、この成果が一人ひとり
の付加価値向上へとつながり、高品質な監査の礎になる
と確信しています。
具体的な取り組みとして、会計・監査スキルの向上のみな
らず、業界・事業に関する知見やグローバル対応力等の強
化を可能とする育成・能力開発のプログラムの見直しを
進めています。特に昨今においては、クライアント環境の
DX化等、デジタルテクノロジーの変化へ対応可能なテク
ノロジー人財の育成や、ステークホルダーからの関心が
高まっているサステナビリティ人財の育成等、監査を取
り巻く環境変化に対応する人財への投資を加速させてい

ます。
また、ステークホルダーの期待を超える人財を育成する
ために、法人内外へのモビリティの促進や複数の人財タ
イプの明確化等、目標を見据えて多様な経験を積むこと
ができる様々なキャリアパスを明示しています。
さらに、公認会計士はもちろんのこと、適切な連携・協業
体制を構築できるよう公認会計士以外の様々なスキル
セットやバックグラウンドを持つ人財の確保にも力を入
れています。

監査品質の基盤となる
人財戦略
高品質な監査を支える品質管理システムや最新の監査手法も、人財なしでは機能しません。
高品質な監査を提供可能とする人財の確保と育成に戦略的に取り組んでいます。

監査チームと人財

多様な人財の採用

環境変化に適合した
タレントマネジメントの推進

人材本部長（執行役）
パートナー
山田 円

● タレントマネジメント

● 高品質な監査を実現する多様なキャリアパス

ステークホルダーの
期待を超える高品質な

監査の提供

監査を取り巻く
環境変化への対応

デジタル /
イノベーション人財
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グループ外
外部出向等

6%

法人内

87%
他事業部

他地区事務所
品質・リスク管理部門

海外勤務

高品質な監査を実現するため、社員・職員それぞれが明確
な目標設定を行い、パフォーマンスの発揮状況に基づき
評価される仕組みを設けています。一人ひとりが期待さ
れる高品質な監査を遂行したかを厳格に評価し、フィー
ドバックを通じて育成につなげています。

監査品質と価値提供を最重視した社員評価制度
監査チームの責任者である業務執行社員の評価において
は、コンプライアンスはもとより、高品質な監査をリード
し、ステークホルダーに対して高い価値を発信・提供して
いるかを最も重視した評価制度を運用しています。さら
に、品質重視を徹底するため、外部検査等の結果について
も、個々の社員の評価（報酬）に反映させる対応を行って
います。

育成に重点を置き、成長を加速する職員評価制度
職員の評価においては、デロイト共通のフレームワーク
を用い、監査現場でのOJTと評価を密接に連携させてい
ます。また、監査品質の維持・向上を目的とし、「職業的懐
疑心の発揮」を含む監査品質に関する評価項目を設定し
ています。タイムリーかつ高頻度なフィードバックを通
して、日々の監査業務における品質の向上と、職員一人ひ
とりの着実な成長を追求しています。

職員一人ひとりの適性・志向に合わせたキャリア形成が
実現できるよう、経験豊富な上司がサポート役のアセッ
サーとして付き、面談により将来のキャリア等について
随時相談できるサポート体制を整えています。

アセッサーの3つの役割
➀定期的な面談を通じて本人の中長期的なキャリアのア
ドバイスを行います
➁監査チームと連携し、本人の育成・成長状況のモニタリ
ングを行います
➂本人の長所や成長課題を取りまとめて客観的にコメン
トし、上長と連携します

トーマツでは、監査品質の維持や人財の育成に高い水準
で貢献した社員・職員に対し表彰を実施しています。デロ
イト トーマツ グループのShared Values（P.4参照）に沿っ
たAwardを設定し毎年表彰を実施することで、社員・職員
のモチベーションの活性化を促しています。

トーマツでは、多様な経験を積むための機会を積極的に
提供することで、職業的懐疑心の醸成やステークホル
ダーの期待を超える人財を育成しています。具体的には、
法人内の他事業部やグループ会社への異動等を通じて監
査業務以外の経験を積むことで、監査業務における企業
環境の深度ある理解や適切なリスク評価等を行うことの
できる人財の育成に取り組んでいます。
また、品質・リスク管理部門への一定期間の異動を戦
略的に行うプログラム（Quality Talent Development 

Program）を推進し、異動を通じて得た経験を監査の現場
に持ち帰ることで、法人としての品質の強化とさらなる
均一化に取り組んでいます。

より効果的なOJTの促進を目的とした
「Next OJT Project」

AIの急速な発展に代表されるように、監査に必要となる
能力や、その能力を身につけ成長を図るための環境は大
きな変化の途上にあります。こうした環境の変化を適時
に捉え、On The Job Training（OJT）へと適切に反映させ
ることは今後の監査環境に対応するためには必須の要素
となっています。
トーマツでは、「Next OJT Project」として各事業部のOJT
をリードするシニアマネジャー／マネジャーを起点とし
た、変化する監査環境に対応するより効果的なOJT施策
を推進しています。

新主任向けツールの策定と展開
監査業務において各監査チームの中心となる「主任」のう
ち、初めて主任を経験する若手職員を対象とした勉強会
を開催するとともに情報提供のためのツールを展開し、
組織的なサポート体制を整備しています。

高品質な業務を提供し続けるため、トーマツでは社員・職
員に明確な期待役割を設定しています。技能・能力を監査
の現場や研修で磨きつつ、上位者やアセッサーとの面談、
フィードバック等を通じた人財育成を実践しています。
法人内外への異動等を通じて多様な経験を積む機会を積
極的に提供する等、一人ひとりの適性・志向に合わせた
キャリア形成が実現できるようサポート体制を整えてい
ます。

トーマツの人財育成サイクル

監査品質を最重視した評価制度

職員の強みに焦点を当てた頻繁なフィードバックや、成長を中長期的に見守りながら経験・成長や成功体験を共有する
環境や仕組みを整えています。

各自のスキルを実践して成長できるよう、チャレンジングなアサインやグローバルなモビリティ等現場での経験を通じた
多様な人財育成の機会を積極的に提供しています。

多様な経験を積むための機会の提供と活用

監査品質の向上及び変化する監査環境に対応する
ためのOJT施策

● 監査品質・人財育成を対象としたAward

区分 Award名 内容 Shared Values

監査品質
Reward & 
Recognition 
Program

以下の５つの品質行動に対し、顕著な貢献を行ったチーム・個人への表彰を実施
・公益を守るための勇敢な行動
・高難度業務への挑戦
・知識を習得し共有する原動力
・機動力・変わる力
・品質ロールモデル

人財育成

アセッサー
アワード

アセッシーのパフォーマンスの向上・支援に顕著な貢献を行ったアセッサーに対し
表彰を実施

ファシリティ
アワード

研修の品質が高い研修講師（ファシリテーター）に対し表彰を実施

Next OJT
アワード

成⻑を意識したOJTを推進した職員や各部門での組織的なOJT活動をリードした
職員に対し表彰を実施

翔 誠
想

響
敬

想

想

想 翔

グループ内 7%
リスクアドバイザリー

ファイナンシャルアドバイザリー
コンサルティング

税務・法務
コーポレート

官公庁（金融庁、CPAAOB、
経済産業省等）

外部団体
（JICPA、ASBJ等）
一般事業会社
金融機関

※2024年6月～2025年5月実績

社員・職員の
年間異動者数

（法人内・グループ内外異動）

約300名

キャリアデベロップメントを支援する「アセッサー制度」

表彰制度による社員・職員のモチベーションの活性化

Exposure（評価・フィードバック） Experience（業務機会）

「人財育成」に必要な4つの要素 

研
修

Educa
ti

on

Experiences業務機会

Ex
pectations期待役割

評
価
・フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

Exposure
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ク ラ ウ ド や ビ ッ グ デ ー タ 、R PA（ R o b o t i c  P r o c e s s 
Automation）やブロックチェーン、そしてAI等は既に日常
的なものとなり、その活用範囲が目覚ましく広がってい
ます。これらの技術は既に監査にも利用されています。こ
れらデジタル・AIは監査の在り方を変革し、付加価値ある
洞察等を提供していくための手段として、活用が不可欠
です。
トーマツでは監査人のデジタル・AIへの適応を確実なも
のとするため、監査業務に従事する社員・職員全員を対象
として、テクノロジー・AIを活用するための基礎的なリテ
ラシーの維持・向上を図る施策を実施しています。具体的
には、Data Analyticsの基礎的なスキル等を中心として、
2025年5月期は全18プログラムを提供しています。

監査におけるIT領域に長けた人財の育成（CPA-Tech）
被監査会社におけるDX化の加速、また、ステークホル
ダ ー の 期 待 を 超 え る べ く 、監 査 業 務 に 従 事 す る プ ロ
フェッショナルに求められるスキルは、会計・監査・イン
ダストリー等の領域に加えて、データ分析、ツール活用と
いったテクノロジー領域へますます広がりをみせていま
す。このような状況に対応すべく、また、テクノロジーを
使いこなした深度ある監査業務に基づく価値創出を実現
し得る人財を輩出するべく、DX化が進展する監査業務を
主導できるCPA-Tech人財を育成しています。

Fintech領域における人財育成
Fintechは、Web3.0からWeb4.0（メタバースに代表される
リアルとヴァーチャルの融合）へ実務的なユースケース
が拡大しており、様々な業界と融合しながら、幅広い金融
及び非金融サービスの変革をもたらしており、常に進化し

ています。このような激変する市場環境の変化に対して、
トーマツでは、研修（業界分析、法制度、SQLの習得等）、資
格取得支援、外部団体への参画、海外派遣等を推進すると
ともに、トーマツの他のビジネス（コンサルティング・税
務等）と連携した活動をOJTを通じて行うことで、「会計×
STEM（Science、Technology、Engineering、Mathematics）
×金融知見」を持つFintech領域を担う人財の育成に力を
入れています。

サステナビリティ領域では、情報の信頼性の確保と健全
な資本市場の発展への貢献に向けた施策や取り組みを推
進しています。トーマツでは、情報の信頼性確保の取り組
みを担う人財の育成を重点領域と考え、全国横断のサス
テナビリティ人財プラットフォームを基盤として、実践
型と学習型を組み合わせた育成プログラムを整備・運用
し、変化を先取りした人財の投資・育成に戦略的に取り組
んでいます（詳細はP.36参照）。

デロイト共通の体系的な研修プログラムによるベースス
キルの獲得に加え、人財モデルに応じた会計・監査以外の
セクターの専門知見や、状況に応じたコミュニケーション
力等の実践力を養うソフトスキル、クライアント環境に適
したテクノロジー・サステナビリティ・グローバル対応力
を習得できる機会の提供を通じて、監査・保証へのステー
クホルダーの期待の多様化・高度化に適合する多様な人
財を育成できる研修を実施しています。

ソフトスキル研修
社員・職員一人ひとりの成長を支えるため、専門スキルだ
けでなく、コミュニケーション力やリーダーシップ等の
ソフトスキルを磨くための研修を提供しており、多様な
プログラムを通じて、スキルアップを目指せる環境を整
えています。

各種専門的な実践的スキルを身につけることで
多様な人財を育成できる研修体系

テクノロジー人財の育成

サステナビリティ領域における人財育成

トーマツの社員・職員が業務に必要なテクニカル、インダストリー、プロフェッショナル、リーダーシップに関する能力を身
につけるため、グローバルで共通のカリキュラムと革新的な研修テクノロジーを推進しています。

デジタルアシュアランス事業部
ディレクター
森 嘉彦

トーマツの研修には、テクニカルスキル、ソフトスキルの双方を習得する各種研修があり
ますが、特に昇格時研修とリーダーシップ研修が印象に残っています。受講をして自分
の人間としての土台、器が広がるような感覚を持ち、とても感銘を受けました。いま振り
返ってみても、自分の将来的なビジョン、どのような価値観を大事にしているかを明確に
し、新たな気づきを得た非常に有意義な時間でした。
また、各研修にはディスカッションが積極的に取り入れられているだけでなく、職位も業
務も異なる方と参加する研修もあります。特にパートナーの方の視座が高い話は、自分
の目線があがるだけでなく、自分の後輩に対する振る舞いの参考になっています。加え
て同職位との研修も、同職位・同年代だからこそ抱える課題が似通っていることから、自
分とは異なる考えや対応法を学ぶことができ参考にすることがとても多いです。

新たな気づきを与えてくれる研修

● 監査従事者1人当たり平均研修時間
　（2024年4月～2025年3月）

● 研修に対するフィードバックアンケートの結果（2024年6月～2025年5月）

4.39/5点 4.43/5点 4.45/5点

平均研修時間

84時間

● Deloitte Facilitator Excellence研修

● 監査職研修体系概念図（2025年6月）

■ CPA-Tech人財の領域と目指す人財

Education（研修）

監査チーム内のIT監査人
デジタル化時代の監査環境においてIT領域
も含めた監査品質の維持向上を担う

監査チーム内の監査データアナリスト
Big Dataから監査手続をリデザインし、クラ
イアントへの付加価値提供につなげる

未来監査実現に向けたプロデューサー
On-Demand-Auditの実現をリード

IT Audit領域

データサイエンス領域

Audit Innovation®領域

Partner
Managing DirectorSenior Manager

グローバル対応

ベーススキル

テクニカル
プロフェッショナル

スキル

ソフトスキル

昇格時研修

職業倫理 / コンプライアンス / 独立性 / レピュテーション / 情報セキュリティ
インサイダー / トーマツカルチャー / Diversity, Equity & Inclusion

（登用時）審査手続

Transformation領域

サステナビリティ領域

監査手続
（監査計画 / 結論 / グループ監査 / 監査手続（内部統制 / IT / 実証手続）/ シミュレーション型リスクアプローチ）

米国基準

会計・税務（春季・秋季）アップデート

ロジカルシンキング / コミュニケーション / プレゼンテーション / ファシリテーション

プロジェクトマネジメント

リーダーシップ

新任シニアスタッフ 新任マネジャー 新任シニアマネジャー 新任パートナー・
マネージングディレクター

不正対応

Tech
n

ical an
d Profession

al C
ap

ab
ilities

Lead
ersh

ip C
ap

ab
ilities

Technical Excellence

IFRS会計基準

ManagerSenior StaffStaff

Audit Q
uality Report 2025

56

D
eloitte Touche Tohm

atsu LLC

55

ありたい姿を実現するための基盤CHAPTER 03 03 ありたい姿を実現するための基盤02 トーマツが取り組む3つの重点戦略01 トップメッセージ －トーマツのありたい姿－INTRODUCTION



近年、気候変動や地政学的リスク等、不確実性の高まりを受
け、サステナビリティ情報の重要性が増していく中で、様々
なステークホルダーの期待に応えるためには、監査品質の
向上のみならず、社会の持続的な発展と多様かつ複雑な課
題の解決を目指し、多様な人財による総合力を活かした創
造的なサービスを提供することが必要と考えています。トー
マツでは、総合⼒を発揮できる多様性のある環境を構築し、
各⼈の個性を尊重し能⼒を発揮できる機会の公平性確保が
重要と考え、多様性を包括する組織づくりに留まることな
く、「Equity」、つまり、公平性の担保までを目指していくこと
が必要と考えています。そのために、メンバーの個性にさら
に焦点を当て、「一律で、平等な仕組み」ではなく、それぞれ
が公平に尊重されるために必要な仕組みづくりに注力して
います。
多様性を持つメンバー一人ひとりが、それぞれの「働きが
い」と「働きやすさ」を持ちながら、それぞれの「ちがい」を「価
値」としてとらえ、その「価値」をさらに高めるための様々な
取り組みを実施し、組織としての成長に留まることなく、関
与先や社会に高い価値を提供し、貢献する存在であり続け
ます。

高品質な監査を実現していくためには、監査業務に従事
する社員・職員の心身の健康力向上が不可欠です。当該健
康力向上のため、まずは監査業務に従事する社員・職員に
ついては「適正稼働時間」を設定したうえで、年間での稼
働時間のモニタリングを実施するとともに、36協定や厚
生労働省が定める健康管理基準の遵守のみならず、月当
たりの時間外労働時間（休日含む）の上限目標を36協定よ
りも厳しい水準で設定し、当該目標遵守に向けた労務管
理を実施しています。さらに、具体的な「時間の創出」のた
めの施策として、最新のテクノロジーを利用した業務改
革の推進、トーマツ監査イノベーション＆デリバリーセ

ンター（AIDC）やアシスタントの活用による監査チームの
業務量の削減や業務効率の改善を図ることで、限られた
時間内で業務を終了する意識を高め、生産性向上を図っ
ています。また、監査チームにおける様々なベストプラク
ティスや各種効率化策を法人全体の知見として共有す
る活動にも取り組んでいます。さらに、デロイト トーマ
ツ グループの社員・職員を対象として“Talent Experience 
Survey”を定期的に実施し、Surveyの結果を、組織の継続
的な改善や働きやすい職場づくりに活かしています。

多様な価値観や働き方が尊重され、どのような状況にお
いてもメンバーが最大限のパフォーマンスを発揮できる
環境整備のための制度の一つが、FWP制度です。働き方の
Well-beingをさらに向上させていくため、職員それぞれ
のライフスタイルに合わせたフレキシブルな働き方の実
現を目的とした労務管理制度の一つとして、育児・介護・
不妊治療以外の理由で取得できる、ライフサポートFWP
制度も導入しています。この制度を利用し一定の条件を
満たせば、例えば家族の看護や業務に必要な領域で専門
性をつけるための通学やワークライフバランスを確保し
ながらの資格取得等、自己研鑽の時間を確保する等の理
由でも制度取得が可能となります。

ワークライフバランスの確保

具体的な「時間の創出」のための施策

職場環境の整備

グローバル監査の重要性が高まっている現在、実践的な
英語力を有し、グローバル案件で他国の担当者と円滑に
業務が遂行できるレベルの人財を拡充するため、グロー
バル人財育成施策を強化しています。

海外派遣制度
法人設立翌年の1969年から世界各国に駐在員を派遣して
います。以後、多様化するクライアントのビジネスに対応
できるよう、グローバルな知見の獲得を目的とした各種
派遣制度を設けています。最近では、デロイト グローバ
ルやデロイト アジア パシフィック（AP）が進める様々な
プロジェクト（デロイトグローバルのメンバーファーム
が共通して使用する監査ツールや研修教材の開発・展開、
デロイト グローバルやAP横断での品質・リスク管理強化
等）への派遣も増えています。国内の監査キャリアを継続
しながら、部分的にリモートで海外業務に参画する等、派
遣形態も幅が広がっています。

語学研修
海外派遣やグローバル監査に必須である英語力の短期間
での向上を図るため、2週間程度、職員を海外の語学学校
や大学に付属する語学プログラムに参加させています。
質の高い講師陣はもちろんのこと、監査の現場に直結す
る電話会議等のプログラムを厳選しています。また、自己
学習の促進として、オンライン英会話や通学講座等の受
講料補助も行っています。

グローバルでのリーダー育成
デロイトグローバルは、米国、欧州、アジア内の計7カ所
に、世界で活躍するリーダーたちが集まり、共に成長で
きる「場と機会」を提供するDeloitte University（DU）を設
けています。DUでは、リーダーシップやインダストリー
等の研修が実施されており、トーマツからも多くの社員・
職員が参加しています。DUに参加することで他国のリー
ダーやメンバーから刺激を受けるとともに、ネットワー
クの強化を図っています。

グローバル人財育成
監査チームと人財

Diversity, Equity & Inclusionの推進
ちがいに「気づき」、つよみを「築く」
多様性を持つメンバー一人ひとりが、それぞれの「ちがい」を「価値」としてとらえ、その「価値」をさらに高める
ための様々な取り組みを実施しています。

海外派遣制度によりロンドンへ2年間赴任しています。現地では主に、海外展開を行う
日系企業の監査を担当しており、日系企業のシニアマネジメントとのコミュニケーション
や、ESG関連業務に従事する貴重な経験を積んできました。また、様々な国や地域の出身
者で構成されるチームのため、それぞれのメンバーに合わせたコミュニケーションを心
がけ、チームマネジメントを行っています。日本への帰任後は、新しいチームの運営及び、
海外事務所やクライアントとのコミュニケーションにこれらの経験を活かし、グローバル
企業の監査で価値を発揮するとともに、ESGの領域でもさらなる貢献をしていきたいと
考えています。

現地チームのマネジメントで得たコミュニケーション力を活かして新たな領域へ

監査事業本部 東日本第四事業部
マネジャー
黒澤 瑠美

● 監査業務に従事する社員の年間平均執務時間

執務時間
2024年6月～2025年5月 2,073時間

2023年6月～2024年5月 2,146時間

● 監査業務に従事する職員の年間平均執務時間

執務時間
2024年6月～2025年5月 1,893時間

2023年6月～2024年5月 1,926時間

※�執務時間には、監査業務への従事時間のほか、休憩時間や定時外の自己研さん等を除
く、全ての所内業務時間が含まれます。

1,400名超

40%

海外派遣者数累計

社員の海外勤務経験者の割合
（2025年5月末時点）

海外派遣
プログラムを通じた
派遣者数の
地域別割合

（2025年7月1日現在）

※EMEA : Europe, Middle East & Africa
※海外赴任中の国・都市間異動者も含む

Americas

45%

EMEA※

16%

Asia 
Pacific

39%
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D&I Award

アワード

PRIDE指標 Disability Matters Asia-Pacific
D&Iに取り組む企業を認定・表彰する日
本最大のアワード「D&l AWARD」にて
2021年にセミグランプリ（大企業部門）
を受賞。また、2022年には参加企業唯一
のフルスコア獲得でベストワークプレイ
ス認定を受けました。

LGBT+への取り組みを評価する 「PRIDE
指標」において、7年連続で最高位のゴー
ルドを受賞。2023年・2024年には国・自
治体・学術機関・NPO・NGO等との、セク
ターを超えた協働を
推 進する企 業 を評
価するレインボー認
定を獲得しました。

障がい者のインクルージョンをリードして
いる組織を表彰する「Disability Matters 
Asia-Pacific 2022」においてWorkplace
部門で受賞しました。

Diversity,
Equity &
Inclusion

● Diversity, Equity ＆Inclusionの具体的な取り組み
私たちが目指すのは、誰もが安心・安全な環境で自分らしく働き、成長し、最大のパフォーマンスを発揮できる環境です。業務プロセスの
DX推進と効率化も含めた働き方の見直しや、業務と家庭の両立支援制度の充実だけでなく、女性管理職育成に向けたグループコー
チング等キャリア支援を含む各種施策、トーマツの男性有志職員が主導し社会全体におけるDEI推進加速を目的としたネットワーキン
グ活動等、全てのメンバーがサステナブルに活躍し、成長できる仕組みを構築することを目的に様々な取り組みを実施しています。

メンバー一人ひとりの心身の健康が最大の優先事項であると考
え、様々な施策やイベントを展開しています

●�各種メンタルヘルス・サポート（臨床心理士・産業カウンセラー・キャ
リアコンサルタント等の専門家によるコンサルテーションやカウンセ
リングを受けられる）

●�DV被害者向けサポートとして、外部専門団体と連携
●�更年期サポート・休暇制度
●�セミナー・イベントの開催（男性育休、生殖医療サポート等）

Mental Health

デロイト トーマツ グループでは、障がいを障害ではなく多様な能力
と捉え「障がい Disability」から「多様な能力 Diverse abilities」に
呼称を変えています。一人ひとりが個性を尊重しながら各分野で
成長していけるよう支援しています

デロイト トーマツ グループ全体
のDiverse Abilitiesメンバー

Diverse Abilitiesメンバー
定着率　

（2025年5月1日） （2025年5月1日時点の1か年定着率）
431名 約93.5％

Diverse Abilities

Gender Equality
ジェンダーに関わらず全てのタレントがサステナブルに活躍できる仕組みを構築し、社会全体への還元につなげます

Panel Promise

Panel Promiseは、単なる「数の観点での多様性確保」ではなく、多
様性のあるメンバーを前提としたアジェンダ設定をすることで、イノ
ベーティブで質の高い対話や議論を引き出し、新たな価値やこれまで
にない視点を生み出すための施策です。

デロイト トーマツ グループが主催・協賛・登壇するイベント・フォーラム等
において登壇者のジェンダー比率の目標値を設定しています。

（2025年5月末）

※パートナー・マネージングディレクター

※シニアマネジャー・マネジャー

FY25 Panel Promise
達成度 100％

40%
男性

40%
女性

20%
多様性推進の調整枠

女性PMD※比率

約13％約11％

FY24 FY25FY24 FY25

男性社員・職員の育休取得率

約97％約94％

女性管理職※比率

FY24 FY25

約25％約21％

FY24 FY25

女性社員・職員比率

約39％約36％

アライネットワークはデロイト トーマツ グループ内における、Ally
（アライ：LGBT+について理解をし、LGBT+の人たちの活動を支持
し、支援している人たちのこと）のネットワークで、LGBT+に関する
理解促進のためのイベントやコミュニティ活動を行っています。

●福利厚生制度において、同性パートナーも配偶者として定義
●LGBT+を考慮した制度策定やガイドライン整備、設備改善
●全社員・職員を対象とした勉強会・研修の開催
●�アジア最大級のプライド・イベントであるレインボープライドへの協賛・参加

アライネットワークメンバー （2025年5月末）226名

LGBT+アライシップ

えるぼし くるみん トモニン
「女性活躍推進法」に

基づく認定「えるぼし」
の認定をトーマツは4
大監査法人で最初に
取得しました。さらに、
最高位である三ツ星の
評価を受けています。

生活の調和を図りやす
い雇用環境の整備を目
的とした様々な活動の
実績が認められ、トー
マツは2013年に国内
監査法人で初めてくる
みんマークを取得しま
した。

仕事と介護を両立で
きる職場環境の整備
促進に取り組んでい
る企業として、厚生
労働省の認定を受け
ています。

● 両立支援制度（妊娠～育児／介護）

事由 仕事と家庭の両立支援キャリア支援 休暇・休職・勤務制度

妊娠・出産
● �不妊治療や卵子凍結、各種検査等、ファティリティケアの費用補助
● �出産を控えた方、または予定している方に向けた産前講座の開催
● �産後ケア教室の費用補助

● �FWP（フレキシブルワーキングプログラム）
の整備
FWPはそれぞれのライフスタイルに合わせ
たフレキシブルな働き方の実現を支援する
ための制度です。妊娠・育児・介護により通
常の業務が困難な職員や、その他個別事
由により勤務形態を調整したい職員に向
けて、法定の期間を超えた休職や業務軽減
等、柔軟な働き方を認めています。
※�個別事由によるFWPの適用可否は内容に応じて個別

に判断となります。

● �独自の休暇制度の整備（配偶者出産休暇・
育児参加奨励休暇・介護・看護休暇等）

育児

● �育児コンシェルジュへ悩み相談ができるサービスの提供
● �ベビーシッター・病児保育シッターの費用補助
● �産休・育休取得者向けネットワーキングイベントの実施
● �マザーズルームの整備

介護

● �介護用品の購入・レンタルの費用補助
● �介護サービス（高齢の方や障がいのある方の入浴・排泄等の介助、認

知症状のある方の見守り等）の費用補助
● �ショートステイの費用補助

ライフ
サポート

● �家事代行サービスの費用補助
● �メンタルヘルスイベントの開催やカウンセリングサービスの無償提供

私たちは、人財が全てであるプロフェッショナルファームとして、メンバー一人ひとりの
Well-beingを満たしつつ、お互いの個性・存在を認め合い、プロフェッショナルとしての
価値を発揮しやすいインクルーシブな組織づくりに取り組んでいます。例えば、上記に紹
介したDiversity, Equity & Inclusionの取り組みのほか、心理的安全性が確保された場
で、自己開示をし、自らが主体的に課題設定して前進できるようになるグループ・リフレ
クション・プログラム（らいふキャリア・らぼ）を推進しています。メンバー一人ひとりが互
いの意見に耳を傾け対話をすることで信頼が構築され、切磋琢磨できる組織文化を醸
成する、そしてその結果としてプロフェッショナルワークの質の充実・向上を目指してい
ます。
さらに、デロイト トーマツ グループではボランティア活動推進月間（Impact Month）を毎
年10月に設け、社員・職員が地域社会と関わり、身をもって社会課題解決に貢献するこ
とを後押ししています。全国各地で提供される 100 を超える多様なボランティア・プログ
ラムから各自が参加を希望するプログラムを選択する仕組みであり、提供されるプログ
ラムは河川敷清掃やまちのごみ拾い、 NPO との協働活動や家族と一緒に参加できるも
のまで多岐にわたります。 このキャンペーンを通じて、地域社会や地球の課題解決に関
与する具体的な機会を提供することで、社員・職員自身の Well-being 向上にも寄与する
ことを目指しています。
こうした活動を通じて、全てのメンバーが自分らしさを発揮しつつ、ステークホルダーに
対し最大の価値を提供すること、つまりは、「People Value」を充実させ、「Social Value」
向上に貢献することを通じて、「Client Value」を高めることを目指しています。

プロフェッショナルとしての才能を輝かせ、ステークホルダーに最大の価値を届ける

DEIリーダー
パートナー
木村 まゆ

Well-being リーダー
パートナー
奥谷 恭子

●Internationalメンバー向けオリエンテーションの実施
●規程や研修の英語化
●International Ambassador’s Networkの構築
●International Networking Partyの開催
●Cultural Diversity Dayの開催
●イスラム教について研修の開催
●礼拝スペースの設置

デロイト トーマツ
グループ全体の外国籍人数

（2025年5月末）
1,226名

International

多様な文化的バックグラウンドを持つメンバーが働いており、お互
いの文化の違いを知り、尊重するための取り組みを行っています

認定
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監査品質を最重視するトップの姿勢が全ての社員・職員
に理解され、浸透するよう、様々な機会で「Quality first」の
スローガンとともに、監査品質を最重視する姿勢を繰り
返し発信しています。また、現場とマネジメント間で双方
向のコミュニケーションを取れるよう、代表執行役が社
員・職員との意見交換会を定期的に実施し、監査現場の声
を法人運営に反映させています。

トーマツでは監査品質会議を毎月開催し、品質管理の最
新動向や監査現場での実践面における課題を関係者で
共有し、監査の品質向上のための施策を立案していま
す。立案された施策は、品質統括の支援のもとで監査現
場に展開され、その結果が会議でフィードバックされる
ことで、継続的な監査品質の改善・向上を図っています。
また、品質統括連絡会を毎月開催し、品質統括から各監
査チームを構成する社員・職員に対して、直接、品質管理
に関連する実務的な情報を伝達するほか、各種マニュア
ルや通達を発行することにより監査チームへの品質管
理の浸透を図っています。各事業部では、事業部長が定

期的に事業部会議を開催し、最新の会計・監査に係るト
レンドや課題等を各監査チームを構成する社員・職員に
共有する等、事業部内のコミュニケーションの円滑化や
監査品質向上のための施策の浸透に取り組んでいます。
また、監査チームレベルでは、パートナーリードでキッ
クオフミーティングや定期的なチームミーティングを
開催することで、監査の実施に関する基本方針や監査実
施過程で認識した課題をチーム内で共有し、課題や問題
をタイムリーに解決することで、監査手続が適時かつ効
率的に実施されるようにしています。

監査は資本市場における財務情報の信頼性を独立した立
場から担保し、その利用者である投資家を保護する重要
な社会インフラです。トーマツは創立以来、高品質な監査
によってその社会的使命を果たしてきました。さらに、財
務報告のサプライチェーンの一翼を担っているとの立場
から、企業価値の持続的な成長、ひいては日本経済全体の
発展にも貢献していると認識しています。
世界における紛争や地政学的リスクの増大、気候変動、通
商政策等、不安定な経済環境により、不確実性に満ちた
状況が続く中、我々の社会的役割に対するステークホル
ダーの期待は一層高まっており、この期待に高品質な監
査をもって応えていくことは引き続き我々の最も重要な
使命です。特に、環境変化の著しい時代においては、常に
新たな監査上のリスクが発生することを念頭に、監査戦
略や監査手法の立案・適用を含め迅速な対応を図りつつ、
職業的専門家としての役割を適切に果たすことが重要で
あると考えられます。
また、テクノロジーの進化は企業や社会に変革をもたら
すとともに、我々の監査においてもますますその重要性
を増しています。トーマツが進めるTransformationはス
テークホルダーの期待であり、高品質な監査を遂行する
ための重要な要素であることは言うまでもありません。
このような社会の変化やステークホルダーの期待に対応
して、個々の監査チームが高品質な監査を遂行するため
には、監査事務所の品質管理システムが効果的に機能し
ていることが極めて重要です。近年、国際監査・保証基準
審議会（IAASB）からは、国際品質マネジメント基準第1号

（ISQM1）等、一連の品質マネジメントに関する基準が設
定され、我が国の基準もそれと整合を取る形の見直しが
行われました。これらの品質管理基準では、様々な環境変
化に対応すべく、より積極的に監査事務所自らが品質上
のリスクを捉え、当該リスクに対処する組織的な品質マ

ネジメント・アプローチが求められています。
トーマツでは、これらの品質管理基準を基礎に、これまで
培ってきた品質管理システムを継続的に見直し、運用し
ています。トーマツの品質管理システムは、デロイトグ
ローバルとも足並みを揃え、デロイトネットワーク全体
で均質かつ高品質な監査を提供する基礎として機能して
います。
トーマツでは、これまで長く醸成してきた「Quality first」
の品質を重視する文化を基礎に、テクノロジー、メソドロ
ジー、人財等の様々な要素を発展させつつ、さらに高品質
な監査のための品質管理システムの進化に継続的に取り
組んでいきます。

代表執行役からのメッセージの発信と
社員・職員との意見交換

監査チームへの情報伝達と
監査チーム内のコミュニケーション

品質管理体制

「Quality first」を重視する
品質管理システム
監査品質を最優先する文化を醸成し続けるトーマツ。全てのメンバーが、円滑な社内コミュニケーションを通じ
て、共通の文化と価値観を共有しています。

品質・リスク管理本部長 兼 
品質統括部長（NPPD）

（執行役）
酒井 宏彰

伝達方法 メッセージ内容

リーダーメッセージ、
ニュースレター等

ボード議長や代表執行役等のリーダーが、折に触れ、監査品質や職業倫理、さらにはDEI 等を重視する考えを全ての社員・
職員にメールで発信し、法人内イントラネットへ掲載しています。

社員会、連絡協議会、
懇談会、タウンホール
ミーティング等

法人の最新の取り組み（監査品質向上のための取り組みを含む）を説明するとともに、参加者からの質疑に応答し、また、法
人が取り組むべき課題等を参加者から聴取しています。

昇格時研修、
スポット研修 昇格時や、その他の機会に研修会を開催し、監査品質を重視する法人の考えを説明しています。

＊監査業務に従事する社員・職員（内部専門家として関与する社員・職員を含む）を対象に
　アンケートを実施

非常にそう思う・
そう思う

90.1％
（2025年3月実施）

　どちらともいえない

　そう思わない

　全くそう思わない

8.2％

1.2％

0.5％

マネジメントからのコミュニケーションには、常に監査品質が
最優先事項であるとのメッセージが込められているか？Q.

社会の変化とステークホルダーの
期待に対応する
高品質な監査のための品質管理システム

Audit Q
uality Report 2025

62

D
eloitte Touche Tohm

atsu LLC

61

ありたい姿を実現するための基盤CHAPTER 03 03 ありたい姿を実現するための基盤02 トーマツが取り組む3つの重点戦略01 トップメッセージ －トーマツのありたい姿－INTRODUCTION



経済社会を取り巻く環境変化の中で、監査法人の品質管
理も変化への対応が求められており、品質管理基準では、
より積極的に監査事務所自らが、品質管理上のリスクを
捉え当該リスクに対処する品質マネジメント・アプロー
チが採用されています。
トーマツでは、代表執行役が品質管理システムに関する
最終的な責任を負い、品質・リスク管理本部長が品質管理
システムの整備及び運用に関する責任を負っています。
これに加え、独立性やモニタリング及び改善プロセスに
関する責任をはじめ、ビジネスプロセスごとの品質管理
に関する責任をそれぞれ主管部門責任者等に割り当てて
います。品質管理の過程で識別された事象、それらへの対
応状況等は、代表執行役を含む品質管理の責任者で構成
されるSQM Steering Committeeを通じ、適時に確認し、
評価を行う組織的運用を行っています。

主体的な品質管理を実行するため、トーマツが必要と考
える品質目標を設定し、その品質目標の達成を阻害し得
る品質リスクの識別を実施しています。品質リスクの識
別にあたっては、デロイトグローバルとも連携し、グロー
バルレベルで首尾一貫したリスク評価を実施していま
す。識別された品質リスクについては、リスクの重要度を
評価するとともに、評価した品質リスクに対処するため
の方針または手続を定め、これを実行しています。これら
の内容は、継続的に見直しをしており、環境変化や新しく
発生した事象等を反映して、毎期更新します。

品質管理システムに影響する環境変化や課題を適時に把
握し、適切な対応をするために、各プロセスの責任者は年
に3回の自己評価を実施しています。また、モニタリング

チームは品質管理システムを継続的にモニタリングし、
課題の早期識別を図っています。自己評価やモニタリン
グにより識別された課題に対しては、各プロセスの責任
者が中心となって原因分析を行い、機動的な改善活動を
立案・実行しています。

● 品質管理システムの継続的な評価及び改善

職業倫理及び独立性

グループベースで取り組む職業倫理、独立性、リスクマネジメント
P.82～86

契約の新規の締結及び更新

「Quality first」のための品質管理体制 P.65～68

業務の実施

テクノロジーを活用した組織的な不正リスク対応

「Quality first」のための品質管理体制

P.72
P.65～68

事務所のリスク評価プロセス

品質管理基準への対応 P.63

モニタリング及び改善プロセス

継続的な監査品質の向上を強力に推進するモニタリング及び改善
P.69～71

情報と伝達

「Quality first」のための品質管理体制

ステークホルダーの期待を理解するための対話
P.65～68
P.7～8

ガバナンス及びリーダーシップ

「Quality first」を重視する品質管理システム
P.61～62

P.73～74

P.75～76

監査を変革し価値創造を推進する
マネジメント体制

変革を支えるガバナンス体制

P.31～32

蓄積したグループワイドの知見・ノウハウを
生成AIで最適かつ最大限に活用

資  源

● 人的資源

● テクノロジー資源

監査品質の基盤となる人財戦略

テクノロジーと人財の融合で進める
監査Transformation

P.51～57

● 知的資源
「Quality first」のための品質管理体制

P.65～68

P.27～28

P.58～60

P.47～49

P.43～46

Diversity, Equity & Inclusionの推進
ちがいに「気づき」、つよみを「築く」

P.29～30

不正兆候や課題の早期発見を通じて、
企業のビジネスリスクの最小化に貢献

世界各国の状況に適切に対応する
グローバル監査

専門知見を活かした監査チームの組成

Q1 Q2 Q3 Q4 翌Q1

SQM Steering Committee ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

各プロセスの責任者

モニタリングチーム

各プロセスの責任者・
リミディエーションチーム

リスク評価

自己評価

期中を通じた継続的なモニタリング

期中を通じた機動的な改善活動

自己評価 自己評価 代表執行役
等による
評価

課題の識別 整備運用

品質管理システムの構成要素に対するトーマツにおける対応

品質管理システムに関する責任

リスク評価プロセス

品質管理システムの継続的な評価及び改善

品質管理体制

ステークホルダーの期待に応えるため、環境の変化や発生するリスクにタイムリーに対応する体制を整え、
「Quality first」の持続的な実現に向けた品質管理基準への対応を行っています。

品質管理基準への対応

品質管理システムの目的と評価結果
当法人は、品質管理基準報告書第1号「監査事務所
における品質管理」が適用される財務諸表の監査及
びレビュー、保証その他の業務の実施に関する品質
管理システムの整備及び運用に責任を有しておりま
す。品質管理システムの目的は、当法人に対して、以
下の事項について合理的な保証を提供することにあ
ります。
(1)当法人及び専門要員が、職業的専門家としての
基準及び適用される法令等に従って自らの責任を果
たすとともに、当該基準及び法令等に従って業務を
実施すること。
(2)当法人又は業務責任者が状況に応じた適切な業
務に関する報告書を発行すること。
当法人は、品質管理システムの不備を識別するため
の基礎を提供するモニタリング活動を実施するとと
もに、不備が識別された場合には、その重大性と広
範性を評価し、根本原因に応じて識別された不備
に対処するための是正措置を講じております。当法
人の品質管理システムに最終的な責任を有する代
表執行役は、これらのプロセスの結果を踏まえて、
2025年5月31日を評価基準日とする評価を実施した
結果、当法人の品質管理システムは、その目的が達
成されているという合理的な保証を当法人に提供し
ていると結論付けております。
なお、品質管理システムによってその目的が達成さ
れないリスクが許容可能な低いレベルにまで低減さ
れる場合に、その目的が達成されているという合理
的な保証が得られます。品質管理システムには固有
の限界があるため、合理的な保証は絶対的な保証
水準ではありません。

品質管理システムの評価と報告

モニタリング及び改善プロセス

ガバナンス及びリーダーシップ

職業倫理
及び独立性

契約の新規の締結
及び更新 情報と伝達

資源業務の実施

事務所のリスク評価プロセス

フ
ィ

ー
ド
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ク
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ー
ド
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確保するためのサポートを行っています。
監査チームにおける監査責任者は、監査チームを指揮し、
事務所が定める品質管理システムに準拠した、実施する
監査業務の全体的な品質の管理と達成に対する責任を
負っています。

監査現場での品質管理
各事業部では、監査品質の責任者を事業部長等として位
置付け、監査品質に関する責任と権限を集中させるとと
もに実務的な対応・展開を図れるよう監査品質に関する
実務担当者を配することにより、品質・リスク管理本部
と連携を強化し品質向上に取り組んでいます。また監査
現場からのリアルタイムの情報伝達を実施する取り組
み（エスカレーション制度）を強化しており、各監査チー
ムの状況に応じて質的・量的両面からの適切かつ適時な
サポートを実施しています。

監査品質マイルストーン（AQM）
タイムリーな監査計画の策定、指揮・監督・査閲、審査を実
施して対処すべき課題を早期に発見・解決する等、監査の
活動を適切なタイミングと順序で実施することが高品質
な監査につながります。トーマツでは「監査品質マイルス
トーン（AQM）」という考え方を導入し、各監査チームが監
査業務の期日（マイルストーン）管理を行うことで、プロ
ジェクト管理の一貫性を確保し、また作業のタイミング
や割り当てられたリソースの十分性、さらには専門知識
を持つスタッフの配置について適切な検討が行われるよ
うにしています。

監査・保証事業の品質及びリスク管理を統括する品質・リ
スク管理本部では、監査・保証事業の適切な業務品質とリ
スクを管理することを主目的とし、その責任を負ってお
り、品質統括、リスク管理、監査・保証業務モニタリング等
の職務を管掌しています。事業部が管理する監査チーム
による監査に対しては、事業部・監査チームから独立した
品質・リスク管理本部の「リスク管理」及び「品質統括」が
事業部と連携して指導・監督し、また「監査・保証業務モニ
タリング」がモニタリングを実施することで、高品質な監
査の実現を支えています。品質・リスク管理本部では、企
業会計審議会の監査基準、日本公認会計士協会（JICPA）の
監査実務指針、高品質な監査を提供するための全世界共
通のデロイト メンバーファームが遵守すべき事項等に
準拠したトーマツの品質管理マニュアルに基づいて、監

トーマツでは、監査品質の最終的な責任者である代表執
行役のもと、以下の対応により品質管理体制の高い実効
性を確保しています。

▶ 監査品質の最終的な責任者である代表執行役のリー
ドによるSQM Steering Committeeにおける法人として
の品質リスク、リスク対応状況の全体評価・確認
▶ 事業部・監査チームから独立した品質・リスク管理本
部長のリードによる品質・リスク管理本部の各責任者に
よる品質リスクの識別と対応
▶ 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス
の運用に関する責任者のもと、ボードとの連携を図った
品質・リスク管理本部のモニタリング部門による、品質管
理システムの整備・運用状況の有効性のモニタリング

ボード及びその構成員である評議員は、監査品質管理体
制を監督するために、監査品質に関する報告等を定期的
にボードで審議することに加え、監査・保証業務モニタリ
ングから定期的に直接報告を受けるとともに、Executive 
Committee、監査品質会議等の監査品質に関する重要な
会議に参加しています。

事業部においては、被監査会社の経営環境や管理体制等
を考慮した適切な監査チームを組成し、実施する監査手
続、監査責任者や主査による指揮・監督・査閲及び審査担
当社員による審査が有効に機能するよう、状況変化に応
じて監査チームの人員の調整・補充を行う等、監査チーム
と一体となった品質管理体制を整備しています。また、品
質管理に関する各種施策を現場に浸透させその実効性を

事業部・監査チーム

査チームを指導・監督しています。

リスク管理
監査契約の新規締結及び更新に際して、事業部・監査チー
ムが実施した監査業務リスクの評価やリスク軽減策を検
討したうえで、監査契約の新規締結及び更新を承認（また
は否決）します。また、年間を通じて監査契約ごとの稼働
時間や被監査会社の適時開示書類等をレビューすること
で業務リスク変動の兆候を把握し、そのような兆候を発
見した場合には、監査チームに対して業務リスクの再評
価と業務リスクに対応するため必要な追加手続の実施を
指示しています。

品質統括
品質統括では、個別の監査業務の審査を所管するととも
に、監査チームが直面する会計・監査上の諸問題の解決支
援のためコンサルテーション（専門的な見解の問い合わ
せ）を行い、さらに、監査品質向上のための施策を立案し、
監査現場への展開を支援するとともに、その実行状況をモ
ニタリングしています。
個別の監査業務の審査の所管にあたっては、リスク管理が
特に監査業務リスクが高いと判断した業務等については、
専門性の高い審査担当社員を割り当てる等、審査担当社員
の割り当て、またはその承認を行っています。審査担当社
員は、監査チームから独立した立場、かつ業務執行社員と
は別の目線で、監査計画の立案から監査報告書発行までの
監査プロセス全体を通じて審査します。さらに、監査計画
や監査意見の形成に関わる審査に加えて、年間を通じて被
監査会社の会計・監査上の課題への対応状況を監査チーム
に確認することで、審査の実効性を高めています。
不正など所定の要件に合致する重要な審査事項について
は、審査室へ報告し承認を受けること（コンサルテーショ
ン）としています。また、監査チームの業務執行社員と審査
担当社員との間で監査上の判断に相違がある場合は、品
質統括に属する審査室長が業務執行社員及び審査担当社
員と協議を行い、必要と認めた場合には、上位の審査機構
である事前相談会議で協議を行います。さらに、事前相談
会議でも解決しない事案及び著しく重要と認められる事
案については、品質・リスク管理本部長を議長とする審査
会議が招集され、表明する意見の適否が審議されます。業
務執行社員または審査担当社員が審査会議の結果に同意
しない場合には、最終的に品質・リスク管理本部長が裁定
を下します。当該事案に係る審査会議の審議結果につい
ては、ボードに報告されます。
上記に加え、品質統括では監査関連マニュアルや会計基

品質・リスク管理部門

品質管理体制

「Quality first」のための
品質管理体制
代表執行役による強力なリーダーシップのもと、品質・リスク管理本部による品質リスクへの機動的な対応と、
客観性・実効性の高いモニタリング活動の実施により、品質管理体制の高い実効性を確保しています。

トーマツの品質管理体制

● 品質管理体制図（2025年9月末）
報告

報告

モニタリング

SQM Steering Committee

監査品質会議
Risk & Brand Protection本部

監査事業本部 品質・リスク管理本部

※１ 品質・リスク管理本部長が、品質管理システムの整備・運用に関する責任者として任命されています。
※２ モニタリング・リミディエーションリーダーが、モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者として任命されています。

コンサルテーション

課題の共有

情報発信

事業部・監査チーム 品質・リスク管理部門

※１

事業部

監査チーム

品質統括 リスク管理

監査・保証業務
モニタリング

※2

ボード

代表執行役

Executive Committee
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準等の適用に関するコンサルテーション等を実施し、定
期的に相談会（オンライン含む）を開催する等、全国の監
査チームと連携が可能な体制を構築しています。また、事
業部と品質統括の人的交流も積極的に進めており、全国
ベースでの品質管理のネットワークの強化とともに、品質
重視の人財育成にも貢献しています。さらに、各品質管理
施策の実行状況に関し識別された課題について月次の監
査品質会議等にフィードバックすることで、継続的な品質
改善活動を実施しています。

監査・保証業務モニタリング
トーマツでは、監査事業本部及び事業部・監査チームから
独立した形で監査・保証業務モニタリングを設け、品質管
理体制の整備・運用状況の有効性のモニタリング、個別監
査業務の定期的な検証等を実施しています。その内容及

び結果は、代表執行役、品質・リスク管理本部長及びボー
ド議長に直接報告されます。

トーマツでは、監査事業本部・事業部とは別の組織とし
て、品質・リスク管理本部を設置しており、その独立性を
確保しています。品質・リスク管理本部長は、監査業務の
品質管理システムの整備・運用に責任を負っています。品
質・リスク管理本部長の指揮のもと、品質・リスク管理本
部に所属する主要な責任者は監査業務に従事しないこと
に加えて、品質及びリスク管理の業務について適切な職
務分担を行うことにより、これらの業務に必要な時間を
確保しています。

被監査会社に関する要素（ガバナンス体制や経営者の誠
実性、戦略、決算体制や内部統制、監査への協力や所要時
間・コストについての理解、不正リスクを含む事業・決算
上のリスク等）に加え、適切な稼働時間を踏まえた人的資
源の確保等のトーマツの状況及び被監査会社とトーマツ
の利害関係・独立性を勘案して、監査契約の新規締結及び
更新の可否を決定しています。監査契約の新規締結及び
更新に当たっては、監査業務から生じるリスク（監査業務
リスク）を評価し、その軽減策について検討を行い、締結
及び更新した監査に活用しています。監査業務リスクの
把握・評価に当たっては、被監査会社に関する諸要素から
指標値を導出し、参考にする仕組みも活用しています。加
えて、Purpose（存在意義）、Shared Values(共通の価値観)

（P.3～4参照）及び責任あるビジネス行動の原則（P.83参
照）を踏まえた望まれる被監査会社像をデロイトの監査・
保証事業の共通指針として設定し、考慮しています。
新規締結及び更新に関する方針やプロセスは、品質・リス
ク管理本部のリスク管理が設定し、監査業務リスクに応
じ、監査チーム責任者に加えて、審査担当社員、所管事業
部、リスク管理が関与する等の方法で、締結及び更新の規
律を担保する仕組みを取っています。さらに、必要な場合
には、トーマツのマネジメントが参画する会議体を開催
し、締結及び更新について検討を行っています。
監査人の変更に伴い、他の監査事務所からの引継が必要
となる場合には、監査事務所間の引継に係る法人内規程
に従って監査業務を適切に引き継いでいます。

年間を通じて監査契約ごとの稼働時間や被監査会社の状
況をモニターすることで業務リスク変動の兆候を把握
し、兆候を発見した場合には、業務リスクの再評価と業務
リスクに対応するため必要な追加手続を計画・実施して
います。このような業務リスクの監査契約ごとの個別管
理に加え、監査契約のポートフォリオや法人全体の状況
に対して分析を行い、法人としての業務リスクの総体的
な水準や推移について検討を行っています。

資本市場からの監査品質に対する信頼に大きな影響を及
ぼし得るような、著しく重要な事案の契約の新規締結及
び更新または解除については、Risk & Brand Protection本
部長等の判断で、同本部長を議長とする監査契約検討会
議が招集され、その可否が審議されます。監査契約検討会
議の審議結果については、Executive Committee及びボー
ドに報告されます。

監査契約を解除することが適当であると分析された場
合、対応が必要となる法令・基準に基づく要請事項等を検
討したうえで解除を判断しています。この過程では、リス
ク管理等への報告やコンサルテーションに加え、必要に
応じ、監査契約検討会議による審議、被監査会社の監査役
等との協議や、規制当局への連絡を行っています。また、
契約の解除に伴い、他の監査事務所へ業務の引継が必要
となる場合には、監査人予定者が監査契約の締結の可否
の判断及び監査を実施するうえで有用な情報を誠実かつ
明確に提供することとしています。

監査調書（電子及び紙）の管理の水準を確保することを目
的として、監査調書の登録・管理の運用ルールを定め、監
査調書の不適切な変更を防止する体制を整備し運用して
います。
電子監査調書は、電子監査調書管理システムを用いて作
成し、当該システムで作成したアーカイブファイルのみ、
調書登録管理システムへの登録が可能となります。電子
監査調書管理システムでは、一度アーカイブしたファイ
ルは原則として修正できない仕組みとしています。また、
紙監査調書も調書登録管理システムに登録のうえ、外部
倉庫に保管しており、閲覧は所定の手続を踏んだ場合に
のみ許容しています。

監査契約の新規締結及び更新

契約の解除

監査調書の管理及び保存

著しく重要な事案への対応

締結及び更新した
監査契約のリスク管理

品質・リスク管理部門における独立性の確保

● 監査業務に従事するプロフェッショナルの数

職位区分 2024年5月末の在籍者数
（平均勤続年数）

2025年5月末の在籍者数
（平均勤続年数）

パートナー・マネージングディレクター 506名（23.7年） 506名（24.2年）

シニアマネジャー・マネジャー 1,479名（13.1年） 1,424名（13.5年）

シニアスタッフ・スタッフ 3,272名（ー） 3,277名（—）

合計 5,257名 5,207名

※監査業務に従事するプロフェッショナルには、監査事業本部に所属するプロフェッショナルとデジタルアシュアランス事業部に所属するITスペシャリストが含まれます（コーポレート部
門等に所属する者や海外出向中の者は含まれません）。

● 品質・リスク管理本部に所属するプロフェッショナルの数

組織名 2024年5月末の在籍者数 2025年5月末の在籍者数

品質統括 149名 133名

リスク管理 22名 18名

監査・保証業務モニタリング 19名 18名

※Risk & Brand Protection本部は、デロイト トーマツ グループ全体の独立性及び職業倫理に関する業務を行っているため、この表には含めていません。

● 品質統括に対するコンサルテーションの利用件数

期間 2023年6月～
2024年5月

2024年6月～
2025年5月

2023年6月～
2024年5月

2024年6月～
2025年5月

2023年6月～
2024年5月

2024年6月～
2025年5月

件数 654回 782回 98回 123回 1,090回 972回

品質統括の担当部署 マニュアル室 テクニカルセンター 審査室

内容
監査関連マニュアルの

解釈・適用等に
関するコンサルテーション

会計基準等の適用に
関するコンサルテーション

監査意見の形成過程において
必要と認めた事項に

関するコンサルテーション
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トーマツのM&Rプログラムでは次の事項に焦点を当てて
実施しています。

▶ 品質管理システム及び完了した業務の定期的な検証
プログラム
▶ 進行中の業務に対する継続的で一貫した強固なモニ
タリングの実施（インフライトモニタリング）
▶ 監査上の不備の原因分析と改善活動の適時実施

トーマツでは、デロイトグローバルと連携しながら、品質
管理システム及び監査業務が基準やトーマツのマニュア
ルに準拠して実施されているかを定期的に検証してお
り、監査・保証業務モニタリングが定期的な検証プログラ
ム全体を管掌しています。
トーマツの定期的な検証プログラムの主な特徴は次の通
りです。

▶ 品質管理システムのプロセスとコントロールの主要
な領域について整備・運用状況の有効性を検証
▶ 業務特性やリスクに基づいて完了した監査業務を選定
▶ 適切な経験と専門知識を有する適切な人財を法人内
部及び他のデロイト メンバーファームからレビュアー
として選任
▶ 結論に一貫性を確保するための検討会議（モデレー
ション・パネル）を設置し、客観性と透明性を確保すべく
他のデロイト メンバーファームのパートナーと協議の
うえ評価を決定
▶ 識別された監査上の不備が適時に改善されるための
プログラムの実施

全ての業務執行社員は少なくとも3年に1回は担当監査業
務の定期的な検証を受けます。監査・保証業務モニタリン

グは、専門性の高い社員やIT等の内部専門家を含む社員
等をレビュアーに選任し、監査業務の定期的な検証を実
施します。また、レビュアーの中でも特に経験豊富なパー
トナーをチームリーダーに選任し、レビューチームを監
督しています。完了した監査業務の定期的な検証の結果
は下表の通りです。

業務進行中の段階で、「健康診断（ヘルスチェック）」プロ
グラムを実施することで問題を早期に発見し、識別した
不備を業務完了までに適時に是正する等、監査品質向上
の実効性をより高めるための取り組みを行っています。
具体的には、プログラムの対象となった進行中の監査業
務について、手続の実施状況を品質・リスク管理本部等の
レビュアーが個別に確認し、進行中の業務に潜在する問
題点を特定し、業務完了までに監査チームの是正措置を
確認します。プログラムの対象は、業務特性を基に選定す
るほか、定期的な検証等で不備が多くみられる領域等を
基に選定します。

トーマツは、独自の審査及び定期的な検証に加えて、日
本公認会計士協会（JICPA）による品質管理レビュー及
び公認会計士・監査審査会（CPAAOB）による検査を受け
ています。また、米国証券取引委員会（米国SEC）登録会
社の監査業務に対しては、米国公開会社会計監督委員会

（PCAOB）の検査も受けています。

JICPAは、監査業務の適切な質的水準の維持・向上によっ
て、監査に対する社会的信頼を維持・確保することを目

的として、監査法人が行う監査の品質管理の状況をレ
ビューする制度（品質管理レビュー）を、自主規制として
運用しています。トーマツを含む大手監査法人に対して
は、原則として3年に一度、品質管理レビューが実施され
ています。レビュー結果は監査法人に通知され、必要に応
じ改善が勧告されます。

品質管理体制

継続的な監査品質の向上を強力に推進する
モニタリング及び改善
監査品質のモニタリング及び改善プログラム(M&Rプログラム)による監査品質のモニタリングを強化し、 
適時の原因分析と改善活動を繰り返すことで継続的な監査品質の向上を強力に推進します。

監査品質のM&Rプログラム

インフライトモニタリング

外部検査

定期的な検証プログラム

2023年6月－
2024年5月

2024年6月－
2025年5月

対象監査業務数 70 78

検
証
結
果

監査意見の修正を
要する重大な不備 0件 0件

重要な
指摘

あり 1% 8%

なし 99% 92%

● 法人内部で実施した監査業務の定期的な検証の結果

JICPAによる品質管理レビュー

● 外部検査に関する制度の概要（国内）

直近の品質管理レビューの実施状況

レビュー報告書の交付年月 2022年12月

極めて重要な不備事項または
重要な不備事項 なし
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CPAAOBは、JICPAから品質管理レビューに関する報告
を受けてその内容を審査し、必要に応じて監査事務所や
JICPA等に立ち入り検査等を実施しています。監査事務所
に対する検査の結果、監査の品質管理が著しく不十分な
場合や、法令等に準拠していないことが明らかになった
場合には、業務の適正な運営を確保するために必要な行
政処分その他の措置を講ずるよう金融庁長官に勧告しま
す。金融庁はCPAAOBの勧告を受けて、業務改善命令等の
行政処分を行います。
なお、直近2事業年度において、トーマツが金融庁から行
政処分を受けた事実はありません。

PCAOBは、米国SECに登録する証券を発行する公開会社
の監査を実施する法人に対し、定期的に検査を行います。
この検査では、個別監査業務の品質の評価ならびに法人
の品質管理システムの実務、方針及び手続のレビューが
行われます。
PCAOBの検査結果についてはPCAOBのウェブサイトに
公表されています。

継続的な品質改善活動は、監査品質の向上に欠かせませ
ん。外部検査等や定期的な検証及びその他の事象により
監査上の不備が識別された場合には、原因を分析し、そ
の結果を踏まえて監査事業本部及び品質・リスク管理本
部の関連部署が緊密に連携しながらAudit Quality Plan

（AQP）を取りまとめ、実施状況をモニタリングすること
で、改善施策の実効性向上を図っています。

不正リスクに対応するためには、より注意深く、批判的な
姿勢で臨むことが必要であり、監査人としての職業的懐
疑心の保持及びその発揮が特に重要です。このため、不
正リスクの評価、評価した不正リスクに対応する監査手
続の実施及び監査証拠の評価の各段階において、職業的
懐疑心を発揮することを促しています。また、この職業
的懐疑心の発揮を徹底するため、トーマツではCulture of 
challengeを醸成しており、被監査会社の経営者に対して
公正不偏の態度を堅持して、あるべき監査を実現してい
ます。

入手した情報が不正リスク要因の存在を示しているかど
うか検討し、それらを財務諸表全体及び財務諸表項目の
不正リスクの識別において考慮します。そのうえで、識
別・評価した不正リスクに応じた監査計画を策定します。
仮に、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断し
た場合、想定される重要な虚偽表示の疑義に直接対応し
た監査手続を実施すべく監査計画を修正するとともに、
修正した監査計画に従って監査手続を実施します。

原因分析と改善活動 品質管理体制

テクノロジーを活用した組織的な
不正リスク対応
最新の状況を踏まえ、テクノロジーの活用と常に学習し続ける組織文化の構築により、財務報告における不正
を見逃さない体制を構築しています。

Culture of challengeに基づく
職業的懐疑心の強調

不正リスク対応の概要

CPAAOB による審査及び検査

PCAOBによる検査

● AQPによるモニタリングサイクル
AQPの審議・決定

施策推進責任者による施策
の推進

原因分析を踏まえて対応施
策を協議（AQP策定後も随
時、追加施策を検討）

月次で進捗管理（KPI
管理）し、監査品質会
議に報告

外部検査・定期的な
検 証 の 結 果 に 対 し
て、課題の認識・原因
分析を実施

施策の実施状況を把握、
課題を協議

CPAAOB等の検査、品質管理レ
ビュー、監査事務所による定期
的な検証による監査品質の評価

AQP策定

アクション
実行

AQP PMO
による

モニタリング

進捗確認検査・
レビュー

課題認識
原因分析

改善
アクション

検討

■ 監査の各工程における不正対応

■ デロイト トーマツ グループにおける不正対応

フォレンジック専門家：複雑な事象に
おけるコンサルテーション

不正事例研修：全監査職必須
研修2時間+ランク別研修

最新情報をアップデートした
不正事例DB

AI不正検知モデル
（P.29参照）

識別したリスクが財務諸表全体・
項目に及ぼす影響を評価

不正発見時における迅速な対応

● 業務執行社員リードの不正リ
スクチームディスカッション
● 他社での不正事例を参考にし
たリスクの検討
● Audit Analytics®による特徴
的な取引の把握・理解（システム
上の取引種類パターン、入力形
態、処理過程等から分析）、不正
リスク要因の識別

● Audit Analytics®による全量
データ分析で識別されたリスク
に関する被監査会社とのコミュ
ニケーション
● 監査人の利用する内部の専門
家とのディスカッション等
● ITの利用状況や利用局面の正
確な理解に基づくリスク評価手
続の実施（P.40コラム参照）

● Audit Analytics®により抽出
した取引に対し、不正リスク要
因に応じた詳細テストの実施
● 内部統制の無効化リスク対応
として、不適切な仕訳を抽出し、
詳細テストの実施
● 監査役等との連携

● 不正発生の分析と他の類似領
域における調査の検討
● 監査計画の見直し
● 内部の専門家との連携
● 被監査会社との密なコミュニ
ケーション
● 審査の強化

統計的手法やAI・機械
学 習 等 に よ る デ ー タ
分 析 を 活 用 し た 高 度
な監査

事業部

不正発生時
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トーマツのマネジメント（経営執行）は、代表執行役と執行
役、経営企画本部長、財務管理本部長、情報システム本部長、
品質・リスク管理本部 リスク管理長で構成されるExecutive 
Committeeにより担われており、ボードが決定した経営方針
に従い、組織的に運営されます。代表執行役の選任にあたっ
ては、社内規程により、実務経験やマネジメント能力だけで
はなく、監査品質への取り組みや、公認会計士法や監査法人
のガバナンス・コードを遵守する姿勢、さらには倫理コンプ
ライアンスに関する取り組みを重視しています。執行役は、
実務に精通し高い資質を持つ者の中から、経営執行機関と
しての機能を果たすために最適な者を代表執行役が指名
し、ボードによる承認を経て選任されます。

トーマツでは、代表執行役のもと、プロフェッショナル業務
について監査事業本部とアシュアランス事業本部を置き、
各事業本部長が当該事業を統括しています。監査事業本部
には10の事業部を置き、各事業部における監査チームは各
事業部長の指揮のもと、監査業務を実施しています。各事業
部長は、指揮下にある各監査チームを統括し、最適な監査
チームの組成、各種施策の監査現場への浸透、監査現場から
の適時・適切な情報収集等の役割を担っています。アシュア
ランス事業本部には2つの事業部を置き、内部専門家として
監査業務に関与するとともに、会計、内部統制、サステナビリ
ティ、IT・デジタル等に関するアドバイザリー業務を提供し
ています。

大久保 孝一
代表執行役

山田 円
人材本部長（執行役）

岩村 篤
事業連携本部長（執行役）

惣田 一弘
監査事業本部長 
兼 監査・保証業務 COO

（執行役）

山本 大
アシュアランス事業本部長

（執行役）

大谷 博史
経営企画本部長

植木 拓磨
財務管理本部長

髙橋 周
Risk & Brand 
Protection本部長

（執行役）

酒井 宏彰
品質・リスク管理本部長 兼
品質統括部長（NPPD）

（執行役）

伊藤 哲也
情報システム本部長

岩崎 伸哉
品質・リスク管理本部 
リスク管理長

トーマツのマネジメント

有限責任監査法人トーマツ　Executive Committee

大久保 孝一 代表執行役

惣田 一弘 監査事業本部長 兼 監査・保証業務 COO（執行役）

山本 大 アシュアランス事業本部長（執行役）

岩村 篤 事業連携本部長（執行役）

髙橋 周 Risk & Brand Protection本部長（執行役）

酒井 宏彰 品質・リスク管理本部長 兼 品質統括部長（NPPD）（執行役）

山田 円 人材本部長（執行役）

大谷 博史 経営企画本部長

植木 拓磨 財務管理本部長

伊藤 哲也 情報システム本部長

岩崎 伸哉 品質・リスク管理本部 リスク管理長

● 組織図（2025年9月末）

監査アドバイザリー事業部

アシュアランス事業本部

Risk & Brand Protection本部

Executive Committee

代表執行役

社員総会

デジタルアシュアランス事業部

内部監査室

監査委員会
報酬委員会
推薦委員会

公益監督委員会

経営企画本部
財務管理本部

人材本部
情報システム本部

PCAOB Steering Committee
Audit Innovation Steering Committee

監査開発 Steering Committee
SQM Steering Committee

ボード

事業連携本部

ガバナンス組織 モニタリング組織・管理組織 執行組織

品質統括
リスク管理

監査・保証業務モニタリング

品質・リスク管理本部

組織と文化

監査を変革し価値創造を推進する
マネジメント体制
経営執行機関のExecutive Committeeが監査業務を統括し、アシュアランスの知見も活用して監査の変革と
企業価値の創造を推進します。

東日本第一事業部 関西事業部
東日本第二事業部 西日本事業部
東日本第三事業部 金融事業部
東日本第四事業部 パブリックセクター・ヘルスケア事業部

中京事業部 IPO監査事業部

Audit Innovation Audit Innovation & Delivery Center
非財務・サステナビリティ保証統括

A&Aコーポレート

監査事業本部
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監査法人は、会計・監査のプロフェッショナルとして強い
使命感と重い責任を担っている出資者である社員が共同
で設立した法人であり、社員同士が相互に切磋琢磨し、け
ん制し合うことがガバナンス（経営執行機関に対する独
立監督機能）の基本となります。一方で、大規模化した監
査法人が環境変化に対応して変容するステークホルダー
からの期待に持続的に応えていくためにも、組織的な経
営を推し進めていく必要があります。トーマツでは、経営
執行機関に対する監督・評価機関としてボードを設置し
ています。社員総会を最高意思決定機関としつつ、迅速か
つ適切な意思決定を容易にするため、ボードで法人経営
に関する重要事項を決定または承認し、代表執行役等の
経営執行を監督します。ボードメンバーは、ボード議長、
ガバナンス機関の構成員である評議員及び経営トップで
ある代表執行役で構成され、経営意思決定に基づく執行
を行わないメンバーがその中心を担うことで、ガバナン
スの強化を図っています。経営執行機関のトップである
代表執行役がボードに参画することで、トーマツの経営
に関する重要事項が定期的にボードに報告されます。ま

ボード議長、評議員及び代表執行役は、社内規程に基づ
き、推薦委員会が各候補者を推薦し、社員投票を経て、選
任されます。新たにボードメンバーに就任した者及びINE
には就任時研修と業務を遂行するために必要な情報が提
供されます。ボード、各ボード内委員会及びINEを補佐す
る機関としてボード議長室を設置し、専任スタッフを配
置しています。
ボードは一般事業会社の「取締役会の実効性評価」に倣
い、毎期、「ボードの実効性に関する自己分析及び評価」を
実施し、その評価結果、認識した課題及び課題に対するアた、Executive Committeeメンバーで、トーマツのリスク管

理等の責任を負うRisk & Brand Protection本部長がボー
ドに陪席し、トーマツのリスク管理等に関する事項を定
期的にボードに報告します。
トーマツは、「監査法人の組織的な運営に関する原則」

（監査法人のガバナンス・コード）で求められる監査品質
の持続的な向上に向けて透明性の高い組織的な運営を
確保し、資本市場において公益的な役割を果たす観点か
ら、他企業における組織的な運営の経験や、資本市場の
参加者としての視点や監査の知見等を有し、独立性を有
する第三者として外部有識者3名を独立非業務執行役員

（Independent Non-Executive、以下「INE」）に選任してい
ます。INEは被監査会社からの独立性のみならず任期に
制限を設け、長期間関与による独立性の阻害要因を排除
しています。INEはボードに陪席し、その知見に基づいて
トーマツの組織的な運営及び経営執行体制、監督機能の
実効性の向上充実に関する助言・提言を行います。
トーマツは指名委員会等設置会社に倣い、ボード内委員
会として、推薦委員会、報酬委員会、監査委員会の3つの委
員会を設置するほか、INEのみで構成される公益監督委員
会を設置しています（ガバナンス体制〈2025年9月末〉を
参照）。

クションプランを、出資者である社員に報告しています。
2025年5月期では、全体として「実効性がある」と評価され
ました。2024年5月期の実効性評価において課題が識別さ
れた項目については、ボード強化策等により、概ね対応が
進捗していると評価されています。ボードの高度化の観
点から、社員との効果的な双方向のコミュニケーション
を実施し、またボードにおける議題においてはさらなる
中長期戦略及びリスクマネジメントの議論を行い、来期
以降も改善に努めていきます。

永山 晴子
ボード議長

丸山 友康
評議員

報酬委員会 委員長

橋本 孝之
独立非業務執行役員

公益監督委員会 委員

浜辺 真紀子
独立非業務執行役員

公益監督委員会 委員

中尾 正文
独立非業務執行役員

公益監督委員会 委員長

関根 良太
法人外監査委員

弁護士（DT弁護士法人）

辻 知美
評議員

推薦委員会 委員
報酬委員会 委員

評議員

中村 裕治

監査委員会 委員長

髙橋 周
オブザーバー

Risk & Brand Protection
本部長

木村 研一
オブザーバー

デロイト トーマツ グループ
CEO

大久保 孝一
代表執行役

変革を支える
ガバナンス体制
経営執行機関から独立した監督機関である「ボード」が、代表執行役と執行役等から構成される
経営執行機関である「Executive Committee」を監督します。

組織と文化

トーマツのガバナンス

● ガバナンス体制(2025年9月末）

推薦委員会
●ボード議長、評議員及び代表執行役の候補

者の推薦
●後継者育成プランの実施状況の監督

報酬委員会
●ボード議長、代表執行役の評価・報酬の決定
●社員報酬の決定プロセス及び制度運用の監

督等

監査委員会
●代表執行役及び各執行役の業務執行の監査
●トーマツの会計監査人の選解任の方針の決

定、その会計監査の方法と結果の評価

公益監督委員会
●公益の観点から、トーマツが社会やステーク

ホルダーからの期待に応えるために実施すべ
き施策に対する監督・評価

　   ：ボードメンバー　        ：INE　        ：法人外監査委員

代表執行役 及び その他 Executive Committeeメンバー

髙尾 圭輔
評議員

推薦委員会 委員長
監査委員会 委員
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近年、デジタル技術の進展、地政学リスク、さらには金利
や為替の変動リスクの顕在化等により、企業を取り巻く
環境はよりいっそう速く、そして予測困難な変化を遂げ
ています。これに伴い、企業は日々こうした変化への迅速
かつ的確な対応を求められる状況が続いています。
こうした様々な経営環境の変化を背景に、監査品質や監
査価値に対するステークホルダーの期待はよりいっそう
高まっており、監査法人はその期待に応えるべく、監査品
質向上に対して能動的に対応することが求められていま
す。監査法人としては、不断の取り組みとして監査品質向
上を目指すうえで従来の取り組みで十分かどうかを常に
再評価し、基本に立ち返る姿勢が重要と考えます。そして
恒常的に潜在リスクを把握するリスクアプローチをいか
に実施するかが、重要な課題と考えます。加えて、トーマ
ツは日本全国に多くの事業所を構えています。どこの事
業所が対応しても一貫した高いレベルの監査品質のサー
ビス提供を行えることが、監査品質向上の要の一つとも
言えます。監査品質をトーマツ全体で向上させるには、定
期的に実施するサービスクオリティアセスメント（SQA）
も最大限に活用し、事業部門の地域を含む特性を深く理
解し、把握した課題については根本原因分析を実施する

ことで、本部機能が適時・適切にサポートを提供できる体
制を整備することが求められると考えます。

近年の気候変動や環境問題が深刻化する中で、より幅広
いステークホルダーが企業のESGに関する対応をより重
視するようになり、企業は経済的な成長のみならず、社会
の持続可能性に配慮した経済活動も行うことで企業価値
を高めることが求められるようになっていることは言う
までもありません。
直近では、海外の一部の地域において企業のサステナビ
リティに関する情報の開示及び保証について見直しが行
われているものの、日本においては2025年3月にサステナ
ビリティ基準委員会によるサステナビリティ開示基準が
公表され、ますます企業のサステナビリティ情報開示対
応の重要性が高まっています。
監査法人は、開示及び保証が必要となったから対応する
という姿勢ではなく、監査法人が保証することにより開
示や開示の基礎となる諸指標の計測のプラクティスの基
礎をより確かなものとするのはもちろんのこと、保証を
通して世界全体の温室効果ガス排出削減や性別、人権、人
種等の社会課題の解決の橋渡しとなり得る重要な役割を
担っていることを再認識する必要があると考えます。
そしてトーマツは、デロイト トーマツ グループというグ
ローバルグループの一員であることを有効に活用し、積

公益監督委員会 委員
元 �ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社） 

ステークホルダーリレーションズ本部長
現 �日本マクドナルドホールディングス株式会社

独立社外監査役
現 株式会社大塚商会　独立社外取締役

トーマツでは、2017年6月のINE制度設置以来、グローバ
ル経営、人材育成、金融市場、会計・財務、デジタル等の経
験・知見を有するINEがガバナンス機能に参画することに
より、一般事業会社の取締役会に相当するボードにおけ

る議論の質と透明性を高め、マネジメントの運営体制を
強化してきました。引き続きINEの参画により、ガバナン
ス機能を一層向上するとともに、執行機能の強化も図っ
てまいります。

浜辺 真紀子

浜辺氏は、IR領域における業務執行経験
や外資系金融機関出身であることによる
高い専門性と豊富な実務経験を有し、ま
た上場会社の社外取締役も務めていま
す。それらの経験から、資本市場からの期
待に応える視点や、ガバナンスの視点での
監督・助言をしています。

橋本 孝之
公益監督委員会 委員
現 日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉相談役
現 中部電力株式会社　社外取締役
現 一般社団法人日本アスペン研究所 理事長

橋本氏は、国際ビジネス及び企業経営の
豊富な経験と知識、特にグローバルテクノ
ロジー企業経営の知見を有し、それらの経
験からのトーマツのデジタル施策、また施
策を進める中でのリスク管理に関する助
言・提言、さらにより実効性ある監査を提
供するため、監査先のデジタル化を促進す
るためのコミュニケーションにおいても、
助言・提言をしています。また、豊富なリー
ダーシップ育成経験、グローバル企業のガ
バナンスに関する見識に基づき、監査法人
がデロイトのネットワークを活用し、さらな
る飛躍をするための助言もしています。

中尾 正文
公益監督委員会 委員長
元 �旭化成株式会社 代表取締役  

兼 副社長執行役員
元 旭化成株式会社 常勤監査役
現 旭化成株式会社 顧問

中尾氏は、研究開発・生産技術、事業開
発、人事制度改革、DX基盤構築、品質保証
及び品質管理等、幅広く豊富な経験に基
づき、経営及びマネジメント面から助言・
提言をしています。また、常勤監査役の経
験に基づきガバナンス面から助言・提言も
しています。

独立非業務執行役員（INE）からの
助言・提言及び取り組み方針
監査法人の経営に外部の視点及び公益の視点を反映させ、組織的な運営を確保するため、外部有識者3名を
独立非業務執行役員（Independent Non-Executive、以下、INE）として招聘しています。

組織と文化

INEが考えるトーマツが対応すべき
重要課題

サステナビリティ情報開示におけるトーマツの役割監査品質向上に向けた恒常的な取り組み

＊議決権を有しない。

● INEの参加する会議体

ボード 推薦委員会 報酬委員会 監査委員会 公益監督委員会

中尾 正文 ○＊ ○＊ ○

橋本 孝之 ○＊ ○＊ ○

浜辺 真紀子 ○＊ ○＊ ○
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極的な情報交換を通して品質を高め合い、サステナビリ
ティ情報の開示・保証を牽引する役割を果たすことが期
待されます。

トーマツにおける日々の監査品質向上に係る取り組みに
ついて、オブザーバーとして陪席しているボードや独立
非業務執行役員で構成される公益監督委員会でも定期的
に報告を受けており、短期及び中長期的な観点から様々
な施策を講じていることは評価します。そうした取り組
みの中でさらに強化いただきたいことは、監査品質棄損
のリスクが顕在化する前に、恒常的なモニタリングを通
してトーマツ全体でリスクを未然に防ぐリスクアプロー
チをさらに進化させることと考えます。

生成AIを活用した技術はこの数年で瞬く間に驚くべき進
化を遂げ、多くの企業でも業務の効率化や高度化のため
取り入れています。トーマツでも独自の生成AIで監査調
書のドラフト自動作成機能をリリースする等、監査手続
の生産性向上を図っています。また2025年5月期ではデロ
イトの世界共通のクラウド型監査プラットフォームであ
るOmnia及びLevviaの本格導入が完了し、ますます監査
の分析の深化と効率化、そして高度化を進められる体制
が確立された年度となりました。2026年５月期において
は、生成AIを含むこれらのデジタルツールの最大限の有
効活用をしていただくとともに、ただ定められた手順に
沿って使いこなすだけでなく、自ら考え駆使することで
デジタルツールの効果を最大限に発揮し、監査業務の効
率化及び監査品質向上につながるようにしていただきた
いと考えます。

今後のトーマツへの期待は、重要課題で触れた通り、２つ
挙げたいと思います。まずはさらなる監査品質の向上で
す。デロイト トーマツ グループは、監査の信頼を基礎と
したグループであり、トーマツがグループ全体をリード
する存在でいなければならないことを常に意識する必要
があります。そのため監査の品質の向上において、体制や
姿勢についてこれで十分なのか、社員・職員一人ひとりが
自分自身に問いかけを行い続ける組織であることが求め
られます。次にサステナビリティ情報への対応です。国際
基準の統一化が進む見込みがあることを踏まえ、トーマ
ツにはデロイトネットワークを活用し、情報交換を行う
ことで、日本のサステナビリティ情報開示対応をリード
する役割を果たすことが期待されます。
そして当然のことながらいずれの対応には、人材が全て
です。ただ単に教育プログラムを実施するのではなく、人
材育成を通して、経済社会を支えていることの責任、業
務を通じて持続可能な社会への貢献を改めて認識して
いただくことで、やりがいとプロフェッショナルとして
の責任を再認識することが求められます。また、デロイト 
トーマツ グループ内の他ビジネスとの間で知の交流を
深め、また人材の行き来を柔軟に行うことで、一人ひとり
の専門性を生かして成長できる環境を引き続き整備する
ことを期待します。

2024年4月1日以降に開始する事業年度に係る財務諸表
の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財
務諸表の中間監査から改正監査基準報告書600「グルー
プ監査における特別な考慮事項」が適用され、被監査会社
の国内外子会社の監査人との継続的かつ効果的なコミュ
ニケーションがより求められています。特に海外子会社
の重要性が高い日本企業が多くある中で、トーマツが監
査プロセスの中核として、デロイトネットワーク内外で
の情報連携やコミュニケーションを密に行い、被監査会
社の情報を適時かつ的確に把握することが極めて重要で
す。
また、監査品質向上のためにデジタル技術を有効活用す
る一方で、監査基準の改正に伴い増加する監査時間等へ
の適切な理解を得ることが求められます。そのためには、
常に経営者も含めた被監査会社との密なコミュニケー
ションを継続的に行い、監査の透明性と信頼性を高める
必要性があります。これらを実現するためには、グルー
プ監査の構成単位の監査人及び海外子会社を含めた被監
査会社との効果的なコミュニケーションを行える人材の
育成が不可欠です。監査人には、監査業務の遂行のみなら
ず、被監査会社のニーズを的確に理解し、信頼関係を構
築・維持するための高度なスキルと専門性が求められま
す。トーマツとしては、こうしたスキルを持つ人材の育成
に注力し、監査品質向上の実現に向けた基盤をさらに強
化することが求められます。

2025年5月期の取り組みに対する評価

今後のトーマツへの期待

監査品質向上の取り組みに対する
リスクアプローチの強化

生成AIとデジタルツール活用による
監査業務効率化と監査品質向上への取り組み

監査品質向上の基盤となる人材育成に関する
取り組み
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課　題 対　応

１.継続的な監査価値向上のための監査品質の維持・向上
デジタル技術の進展や地政学リスクの増大により企業の経
営環境が著しく変化しており、このような不確実性の高い時
代において、監査品質や監査価値に対するステークホルダー
の期待が一層高くなっている。監査法人として、常に監査品
質向上の取り組みを再評価し、基本に立ち返る姿勢が重要
である。
▶ 被監査会社を取り巻く環境及び監査リスクの変化に的確
に対応する高品質な監査の堅持
▶ 全国の事業所で一貫した高品質な監査サービス提供
▶ 事業部門及び地域の特性の理解に基づき、把握した課題
の根本原因分析の実施と本部からの適時・適切なサポート
体制の整備

● AIを用いたアナリティクスによる不正の事前予測や発見と対応等、不
正リスクに対するステークホルダーの期待に応えるための未来監査の
推進
● 監査の各段階におけるモニタリングやコンサルテーションの実施を
軸とした品質向上のためのPDCAの徹底による継続的な品質改善
● 会計上の見積り等の監査の重要領域に関するリスクを適切に把握
し、個別業務におけるリスクの変動に対して組織的な対応を可能とする
体制強化

２.サステナビリティ情報開示への対応
近年の気候変動や環境問題が深刻化する中で、企業のESG
に関する対応への注目が高くなっている。直近では、企業の
サステナビリティに関する情報の開示及び保証について見直
しの動きがあるものの、2025年3月のサステナビリティ基準
委員会によるサステナビリティ開示基準が公表され、企業の
サステナビリティ情報開示対応の重要性が高まっている。そ
のような中、監査法人では以下の対応が求められている。
▶ 単なる制度対応としてではなく、保証を通して世界全体の
温室効果ガス排出削減や性別、人権、人種等の社会課題の
解決の橋渡しとなる役割の発揮
▶ グローバルなデロイトの一員であることを有効活用し、サ
ステナビリティ情報の開示・保証制度をリード

● リスクマネジメントを含む企業価値向上や社会課題解決への貢献
につながる被監査会社のガバナンス層及び経営者層とのコミュニケー
ションの促進
● ステークホルダーの期待に応えるために必要とされるプロフェッショ
ナルとしての価値を常に見直し、求められる人財を育成するための制
度設計と実行。会計監査やインダストリーの知識に加え、ESG・非財務・
サステナビリティ分野、デジタル・AI、アナリティクス等の専門性に関する
能力開発
● グローバルで一貫したサステナビリティ保証に関するメソドロジー開
発への関与等を通じたグローバルとの連携
● 将来の非財務・サステナビリティ情報の第三者保証制度に向けての
人財育成及び品質管理体制を含む組織体制の整備

トーマツは、INEからの助言・提言を真摯に受け止めると
ともに、ボードによるマネジメントの監督を通じて、様々な
課題を識別し、その解決に向けた取り組みをしています。
2026年5月期（2025年6月～2026年5月）に向けて識別さ
れた課題と、これらの課題解決に向けての取り組み方針
は次の通りです。

トーマツでは、「誠実さ」に根ざした行動こそが、監査品質
を支える本質的な力であると考えています。この信念の
もと、職業倫理の徹底、独立性の確保、そしてリスクマネ
ジメントの高度化を、デロイト トーマツ グループ全体で
一体となって推進しています。これらは、社会の信頼に応
え続けるための、揺るぎない土台であり、ブランドの未来
を築く力でもあります。
私たちは、このような価値観を単なる制度やルールとし
てではなく、組織文化として深く浸透させることを目指
し、複数の施策を展開してまいりました。具体的には、職
業倫理に関する教育・研修の体系的な強化、独立性を脅か
すリスクへの先回りした対応策の整備、ならびに品質管
理システムの継続的な改善を通じて、実効性のある体制
構築に取り組んでいます。
特に、倫理の涵

かんよう

養に向けては、実務に即したケーススタ
ディの導入や、Shared Values（共通の価値観）に基づく
意思決定を促す対話型研修を通じて、個々のプロフェッ
ショナルが自律的に判断できる力を育てています。ま
た、独立性の確保に関しては、外部との関係性や利害関
係に対する感度を高めるためにモニタリング体制を強
化し、透明性の高い意思決定を支える仕組みを整備して
います。
さらに、リスクマネジメントの分野では、監査業務に内在
するリスクを多面的に捉え、早期に検知・対応できるよ
う、データ分析やテクノロジーの活用を進めています。こ
れらにより、安定的かつ信頼性の高い監査を提供する体
制を構築しています。
私たちは、監査の専門性だけでなく、誠実さと透明性を
もって社会的責任を果たすことを使命としています。今
後もグループ内の連携を強化し、監査法人としての信頼
性向上に努めてまいります。これらの取り組みは、社員・
職員一人ひとりの意識と行動に根ざしたものであり、持

続可能な監査品質の向上への礎となるものです。
社会経済環境が変化し、AIやテクノロジーが進化しても、
監査法人やグループを動かしているものは常に「人」で
す。「人」が相互に感謝を伝え、共感し合い、ともに前進で
きる組織でありたい。それぞれの個性を尊重し、それを新
たな価値創出の機会や強みとして活かしていきたい。
制度から文化へ、個人から組織へ。職業倫理をデロイト 
トーマツ グループ全体に浸透させるために、これから
も、一人ひとりの行動変革を促す環境づくりを進め、プロ
フェッショナルのあるべき姿をリードしてまいります。

誠実は、力になる。～ステークホルダー
の期待を踏まえたデロイト トーマツ  
グループの取り組み～

トーマツの課題と取り組み方針

● トーマツの課題とその解決に向けた対応

Risk & Brand 
Protection本部長
兼 デロイト トーマツ合同
会社執行役
髙橋 周

組織と文化

グループベースで取り組む職業倫理、
独立性、リスクマネジメント
職業倫理、独立性、リスクマネジメント等を専門とする部門（Risk & Brand Protection本部）が中心となり、コンプ
ライアンス厳守と誠実性を重視する文化の醸成をグループベースで推進しています。
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デロイト トーマツ グループでは「インテグリティを絶
対視する組織風土」の構築を目標に掲げ、グループベー
スでエシックス及びインテグリティをリードするEthics 
Officerを設置して、様々な活動を行っています。また、
インテグリティを持った判断や行動を示す指針となる
Shared Values（共通の価値観）やCode of Conduct（行動
指針）を定めるほか、関連する諸規程及び手続を定め、こ
れらを遵守することは社員・職員一人ひとりの責任であ
ることを年次で確認しています。また、年次で実施する
グローバル共通のエシックスサーベイの結果や研修の
フィードバックの内容も踏まえ、様々な施策を導入して
います。
このようなグループレベルでの活動に加え、トーマツと
しては、公認会計士法及び関連諸法令、日本公認会計士協
会が定めた倫理規則を遵守するとともに、国際会計士連
盟の基準設定機関である国際会計士倫理基準審議会が
定める職業会計士倫理規程を基礎としたデロイトのグ
ローバル・ポリシーにも準拠しています。国内のルールが
国際ルールよりも厳しい場合には、国内のルールに準拠
します。また、グループのEthics Officerと連携して法人内
のEthics活動をリードするBusiness Ethics Leaderを任命
し、監査の品質向上に資するような活動も行っています。

近い距離感で社員・職員双方のエシックスに対する意
識を共有、議論、再確認を通じた組織文化のさらなる醸
成のため、監査チームごとにエシックス・チームディス
カッションを実施しています。筆頭業務執行社員リード
のもと、エシックスサーベイ結果や最新のエシックス関
連メッセージの共有、エシックスを意識するときはどう
いった場面か、思いやりの風土醸成にはどんなことが役
立つか等、幅広にディスカッションしています。

直近の経済社会情勢等やデロイト トーマツ グループの
社員・職員からあげられた声を踏まえ作成された事例を
集約した、日常におけるエシックス上の判断時に参照で
きるShared Valuesケースブック（日本語・英語）を展開し
ています。また、全ての社員・職員が、クロスビジネスでの
ディスカッションを通じ、Shared Valuesを体現していく
契機となるための「Shared Values Workshop」を開催して
います。

デロイト トーマツ グループでは、責任あるビジネス行
動の原則を採用しています。私たちの「Purpose（存在意
義）」は私たちが誰でありなぜ私たちが存在するかを定義
し、私たちの「Shared Values」は私たちの「Purpose」の在
り方を表し、私たちの「Code of Conduct」は私たちの倫理
的なコミットメントを説明しています。
そして、責任あるビジネス行動の原則に基づく意思決定
フレームワークによって、レピュテーション、規制、メ
ディアの関心といったリスクの評価を行い、エンゲージ
メントの受け入れに対して適切な水準で公益に関する考
慮がなされる体制を確保しています。

デロイト トーマツ グループではDeloitte Speak Up（通報
窓口）を設置し、その連絡先をグループイントラネットや
外部のウェブサイトにて公開することで、内部・外部か
らの通報を受ける体制を整えています。通報の取り扱い
にあたっては、通報者が不利益を受けないように内部規
程（報復禁止規程）を定め、また、Ethics Officerの監視のも
と、組織内で独立した内部専任部隊もしくは弁護士、社会
保険労務士等の外部専門家が関与することで調査の中立
性と秘密保持を徹底しています。

DESC デロイト法人検索準拠システム

検索機能のついたグローバルデータベース。被監査
会社の関連事業体情報が含まれ、独立性要件の遵守
に利用します。

GIMS グローバル独立性モニタリングシステム

個人の金銭的利害を登録することにより、制限銘柄
の保有による独立性要件への抵触を防ぐためのアプ
リケーションシステム。全社員及びプロフェッショ
ナル職員に対して登録を義務付けています。

独立性の保持は、監査品質の基盤をなす重要な事項です。
トーマツを含むデロイト トーマツ グループでは経験豊
富な社員を独立性担当責任者に選任するとともに、独立
性部門及びグループにおける独立性品質管理手続や諸問
題に対して適時・適切に対処できる体制を整えています。
デロイト トーマツ グループの独立性品質管理システム
は次のような特徴的要素から構成されます。

● 独立性等年次確認の実施
● GIMS（グローバル独立性モニタリングシステム）の運用
● DESC（デロイト法人検索準拠システム）の運用
● 独立性関連の研修、啓発活動及び独立性関連コミュニ
ケーション
● 随時コンサルテーション受付
● 各種プロセス及びモニタリング（社員・職員の金銭的利
害関係、雇用関係、ビジネス関係、契約の締結、社員ローテー
ション、非監査報酬比率及びファームの取引及び投資等）
● 独立性関連規制や遵守状況レビューへの対応
● 独立性ルール違反の発見、分析及び懲罰規程の適用

独立性職業倫理

● 職業倫理・独立性等年次確認書類提出率 ● 独立性の遵守状況

※監査業務を実施する際に保持することが求められる個人の独立性に関する法令等
への違反。なお、違反識別後直ちにその解消のための措置を行い、監査人としての客
観性や公平性が確保されていることを確認するとともに、その再発防止に努めてい
ます。

年次確認書類提出率

2024年5月期 100％

2025年5月期 100％

認識された違反件数

2024年5月期 4件

2025年5月期 5件

DTTLの独立性の方針及び手続は、国際会計士倫理基準審
議会の職業会計士倫理規程、米国証券取引委員会及び公
開会社会計監視委員会の独立性基準に基づいて作成され
ています。3年サイクルの独立性に関する品質管理のフルレ
ビュー、オフサイクル年における年次重点レビュー、そして、
綿密なフォローアップレビューが随時実施されています。

グローバルレベルでベストプラクティスの共有も行いながら
継続的なモニタリング活動を実施することで、グローバルの
ポリシー、品質管理、ツール、実務支援活動を継続的に強化
しています。

独立性部門に独立性担当責任者を配置し、定期的なコミュ
ニケーションやアラートの発信、ガイダンス、教材、指示書等
の開発をすることで、デロイトネットワーク全体で独立性に
関する意識を高めています。

個人及び専門家としての独立性要件を遵守できるよう、グ
ローバルシステムを用いて被監査会社の関連事業体情報を
提供しています。このシステムにより、企業との経済的利害
関係や必要なサービス承認の範囲が分かります。

デロイトグローバル インディペンデンス

トーマツとしての取り組み

デロイト トーマツ グループとしての取り組み

責任あるビジネス行動の原則

Deloitte Speak Up

プロフェッショナルファームとして社員・職員が共通の価値観と高い志を持つことが基
盤であり、この一環として、マネジメント及び各事業部のリーダーが「わたしの志」という
メッセージを年度初めに発信し率先垂範し行動しています。
当該メッセージを通じた双方向での意見交換を通じ、多様な社員・職員の環境を理解
し、働きやすさ、働きがいを感じられる職場を実現しています。

共通の価値観づくりに向けて

エシックスリーダー
人材本部長（執行役）
山田 円
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トーマツでは、公認会計士法及び日本公認会計士協会
（JICPA）の倫理規則、米国証券取引委員会（米国SEC）規則

等に準拠して、社員ローテーションに関する内部規程を
定めています。長期にわたり個別の監査業務に関与する
業務執行社員や審査を担当する審査担当社員の馴れ合い
や自己利益という独立性を阻害する要因を除去または許
容可能な水準にまで軽減できるよう、これらの規程の遵
守状況を定期的にモニタリングすることで、同一の被監
査会社の監査業務に一定期間以上従事しないようにして
います。なお、職員の長期関与についても、長期関与から
生ずる阻害要因の評価及び対処のために一定のガイドラ
インを設けています。

兼業・副業については、独立性要件及び競業避止義務を厳
格に遵守する必要があるため、原則として禁止しています。
ただし、社会貢献活動等を行うための外部事業体等の役員
等への就任については、当該業務がトーマツの業務に直接
的・間接的に貢献すると認められる場合に限り、所定の手
続を経たうえで例外的に認めています。

デロイト トーマツ グループでは、監査・保証業務のほか、
様々なプロフェッショナルサービスを提供しています。
デロイト トーマツ グループは、いずれの業務を提供する
場合でも、監査の信頼を基礎としたグループとして高い
独立性と職業倫理を維持し、公益に資する業務を提供す
る方針です。

監査業務においては、監査基準・会計基準の国際化、地政
学的な環境変化、気候変動対応等のサステナビリティ課
題の企業への影響拡大、ITやデジタル技術の高度化、国際
的なM&A取引の増加、国際課税の複雑化等、被監査会社を
取り巻く環境が著しく変化しています。トーマツは、監査
以外の専門サービスを提供しているデロイト トーマツ 
グループの専門家が有する広範かつ最先端の専門スキル

（情報システムやサイバーセキュリティ、税務・法務、年金
債務等の高度な数理計算、事業・金融商品・不動産の価値
評価、不正調査等）を監査業務に活用しています。

監査業務において会計・監査以外の幅広い専門家との協
働機会があり、多様なキャリアの可能性がある組織とし
て優れた人財を惹きつけることは、監査を担う人財の育
成・確保につながります。さらには、非監査業務の存在に
よって業務全体の長期的な安定性と成長性が高まり、監
査品質やAudit Innovation®への継続的な投資が可能とな
ります。
このように非監査業務の実施によって、監査品質に対し
てプラスの効果を得ていると考えています。

デロイト トーマツ グループまたはトーマツで監査以外
の業務が成長すると、監査の独立性等、監査品質に対して
様々な懸念が生じる可能性があります。そこで、デロイト 
トーマツ グループでは、監査品質を確保するために、次
のような措置を講じています。

● トップからのメッセージで、監査の信頼を基礎とした
グループとして監査品質を重視する姿勢をグループ全体
に浸透させている。
● 監査品質の重要性がグループ全体で十分に考慮され
るようなガバナンス及び執行の体制を整えている。
● グループ共通の職業倫理、独立性、利益相反及びリス
ク管理のルールを定め、これらの遵守状況や契約締結に
関する情報をグループ全体で一元的に管理している。
● ISQM１に基づきリスクベースの品質マネジメント体
制を構築し、その機能を点検している。
● 被監査会社に対する非監査業務の提供に関して、次の
仕組みを導入している。

▶ 同時提供禁止業務の提供による独立性の阻害を防止
するため、デロイトのグローバルな情報システムも利
用した非監査業務提供予定者による業務受嘱前の独立
性チェックと監査責任者である業務執行社員による事
前承認
▶ 社会的影響度が高い事業体に関しては、提供可能な
非保証業務についても監査役等の事前了解を得るこ
とが監査責任者である業務執行社員による事前承認
の前提
▶ 多額の非監査収入による外観的独立性の阻害が生じ
ないよう、被監査会社に対する非監査業務収入割合の
定期的なモニタリング
▶ 被監査会社からの非監査業務収入を反映しない方式
での監査に従事する社員の報酬決定

トーマツでは、クラウドや生成AIといった最新のテクノロジーを活用したシステムを積極
的に導入しています。一方で、社会的にはテクノロジーの脆弱性を突くようなサイバーセ
キュリティリスクが継続的に高まっています。世界中で急増するサイバー攻撃に備え、デ
ロイトグローバルの専門部隊が日本を含め世界中のメンバーファームに対する攻撃を監
視しています。また、情報セキュリティに関する最先端のマネジメントシステムの適用や
技術的な対策の導入をグローバルで統一的に実施しています。さらに、サイバーインシデ
ントが発生した際には、当該インシデントの状況に応じて、国内関係部署がグローバルと
連携し、被監査会社や規制当局といったステークホルダーとの連携を含めて迅速に対応
しています。

最先端のサイバー対策を実践

情報システム本部長
パートナー
伊藤 哲也

トーマツを含むデロイト トーマツ グループでは、エン
タープライズ リスク フレームワーク（ERF）を用いて、デ
ロイト トーマツ グループにおける経営上のリスクを識
別・評価し、優先順位付けを行いながらリスク管理を実施
しています。監査・保証業務を提供するトーマツにおいて
も、監査品質に加え、政治・経済情勢、イノベーション、法
規制、情報セキュリティ・サイバーリスク、独立性、人財
確保・育成、自然災害等、法人経営に関する広範なリスク
類型から、ビジネス・リスク・リーダーが関係者とともに
トーマツへ影響し得るリスクを識別・評価し、リスク管理
を進めています。
情報セキュリティに関しては、デロイト トーマツ グルー
プとしての管理・推進体制を整備・構築しており、関連規
程類を定めるとともに、社員・職員に対して各種教育研修
を実施しています。また、内部監査室による情報セキュリ
ティ監査が実施されています。2017年5月に取得した情報
セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国
際規格である「ISO27001」認証を維持するため、外部認証
機関による審査も行われています。
さらに、地震等の大規模災害、パンデミックやサイバー
インシデント等の発生時にクライアントサービスを中
断させず、仮に中断した際にも早期に復旧するための
事業継続体制も構築しており、2022年５月にISO規格

「ISO22301」事業継続マネジメントシステム（BCMS）の認
証を受けています。前述したISMSとBCMSの2つのISO認
証は、トーマツを含むデロイト トーマツ グループを対象
としており、グループ全体で継続的に改善をしながらリ
スクマネジメントの強化に取り組み、ステークホルダー
からの信頼確保に努めています。

トーマツでは情報システム管理規程を定め、情報システ
ムの安全性及び信頼性を確保し、監査業務に係る情報資
産の保全を図っています。またトーマツは、デロイトグ
ローバルのセキュリティポリシーに基づき必要な技術的
安全措置を取るとともに、情報セキュリティを含むITイ
ンフラの強化を最優先事項として取り組んでいます。
また、トーマツはAudit Innovation®を推進するために毎
期継続的に投資を行っています。

社員・職員の兼業・副業

非監査業務の提供方針

非監査業務の監査品質への貢献

非監査業務の管理手法

社員ローテーション及び職員の長期関与 IT費用とAudit Innovation®投資

※1 当該金額は、当法人の損益計算書における「情報システム及び通信費」の金額を記
載しています。また、各種ITサービス（業務系アプリケーションシステムや電子メー
ル等）とそれらを運用する構築基盤に係る保守運用費と人件費を含みます。

※2 ITツール開発、インフラ、R&D投資のほか、Audit Innovation部の人件費等、Audit 
Innovation®に関するオペレーション費用を含みます。

2025年5月期のIT費用の実績額
（監査法人のみ） 8,726百万円※1

2025年5月期のAudit Innovation®
投資額（監査法人のみ） 6,690百万円※2

リスクマネジメント
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デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のプロ
フェッショナルグループの一つであり、各法人がそれぞ
れの適用法令に従い、プロフェッショナルサービスを提
供しています。国内約30都市に2万人超の専門家を擁し、
多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしていま
す。デロイト トーマツ グループの経営理念のもと、多様
な専門家によるビジネスの垣根を越えたコラボレーショ
ンを通じて、クライアントのみならず社会にとって重要
と思われる課題に挑戦し続けています。
監査の信頼を基礎とするグループとしての経営を行うた
め、デロイト トーマツ グループは強固なガバナンス体制
を整備しています。各事業法人のパートナーがデロイト 

トーマツ合同会社に出資する、パートナーシップ ガバナ
ンスをグループガバナンスの基本としながらも、デロイ
ト トーマツ合同会社に経営意思決定機関であり執行機
関の監督を担うボード、またボード内委員会として報酬
委員会、推薦委員会、監査委員会、リスク＆エシックス委
員会及び公益監督委員会を設置し、ガバナンス機能を強
化しています。
リスク＆エシックス委員会は、グループ全体で提供する
業務全般について、そのリスク管理体制を監督していま
す。また、グループ全体におけるエシックス及びインテグ
リティを重視する文化の醸成状況、及びグループの定め
るCode of Conductの遵守状況も監督しています。
ボードは、ボード議長、評議員、CEO（グループCEO）と
トーマツの代表執行役で構成され、グループCEOと代表

執行役を除き、執行に関与しない評議員がその中心を担
うことで監督機能の強化を図っています。また、グループ
全体のリスク管理の責任者であるChief Risk Officerが毎
回ボードに陪席します。
監査の信頼を基礎とするグループ経営が行われることを
担保するため、グループのボード議長は本邦の公認会計
士であること、本邦の公認会計士であるトーマツの代表
執行役がボードメンバーであること、そして、ボードメン
バーのうち、過半数は本邦の公認会計士の資格を有する
パートナーであることを求めています。監査法人の評議
員全員は、グループの評議員も兼ねており、グループの経
営方針や施策が監査の信頼を基礎としたグループとして
求められる社会的な役割を果たすものであるか、監査業
務の品質が担保されるような形でリスク管理や組織文化
醸成が進められているか、適切にモニタリングをしてい
ます。
グループのボードには、トーマツのINEを兼務するINEが
陪席するほか、ボード外監査委員として弁護士が参加し
ています。INEは、報酬、推薦、監査の各委員会にそれぞれ
1名ずつ陪席しています。トーマツは、デロイト トーマ
ツ合同会社及びデロイト トーマツ グループのその他グ
ループ内法人との間で、グループ規約を締結しています。

トーマツまたはその関係法人は、デロイト アジア パシ
フィック（デロイトAP）及びデロイトネットワークのメ
ンバーです。Deloitte（デロイト）とは、イングランド及び
ウェールズで登録された保証有限責任会社である、デロ
イト トウシュ トーマツ リミテッド（DTTL）、そのグロー
バルネットワーク組織を構成するメンバーファーム及
びそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）

の一つまたは複数を指します。DTTL（またはデロイトグ
ローバル）ならびに各メンバーファーム及び関係法人は
それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に
関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありま
せん。DTTLならびにDTTLの各メンバーファーム及び関係
法人は、自らの作為及び不作為についてのみ責任を負い、
互いに他のファームまたは関係法人の作為及び不作為に
ついて責任を負うものではありません。DTTLはクライア
ントへのサービス提供を行いません。
DTTLボードは、ガバナンスの最重要事項に対応し、DTTL
マネジメントによる執行を監督、サポートします。DTTL
のエグゼクティブは、DTTLのPurposeを浸透させ、ビジネ
ス戦略を推進することに責任を負っています。
デロイトAPはDTTLのメンバーファームであり、イング
ランド及びウェールズで登録された保証有限責任会社で
す。デロイトAPのメンバー及びそれらの関係法人は、そ
れぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシ
フィックにおける100を超える都市（オークランド、バン
コク、北京、ベンガルール、ハノイ、香港、ジャカルタ、クア
ラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、ニューデ
リー、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、
東京を含む）にてサービスを提供しています。デロイト 
トーマツ合同会社及びその関係法人を含むデロイトAPの
メンバーは、それぞれ法的に独立した別個の組織体です。
こうした枠組みにより、デロイトAPのメンバーは、それぞ
れの国・地域の規制環境やマーケットにおいて現地の法
律や規制に準拠した運営の独立性を維持しながら、各専
門領域での活動を展開するうえにおいて、デロイトAPを
通じてもたらされる規模と一貫性による便益を享受する
ことが可能になっています。
なお、デロイトAPは、他メンバー及びその関係法人の持分
を有しておらず、またデロイトAPのメンバー及びその関

デロイト トーマツ グループと
デロイトネットワーク
グローバルではデロイトネットワークに加盟し、国内ではデロイト トーマツ グループの中核メンバーとして、
経済社会の発展に寄与するための変革と創造に挑戦し続けています。

組織と文化

デロイト トーマツ グループの組織体制

デロイトネットワーク
● デロイト トーマツ グループ内法人と組織構成（2025年9月末）

グループガバナンス
経営執行 デロイト トーマツ（同）

事業区分等 監査・保証業務 コンサルテイティブ
（ストラテジー・リスク・トランザクション ／ テクノロジー・トランスフォーメーション） 税務・法務領域 コーポレート

主要事業法人 有限責任監査法人
トーマツ

デロイト トーマツ
リスクアドバイザリー（同）

デロイト トーマツ
コンサルティング（同）

デロイト トーマツ
ファイナンシャル

アドバイザリー（同）

デロイト トーマツ
税理士法人

DT弁護士法人

グループ法人

デロイト トーマツ 
エフビー（株）

デロイト トーマツ
サイバー（同） デロイト トーマツ アクト（株） デロイト トーマツ

アンサングヒーローズ（株）
デロイト トーマツ
弁理士法人

デロイト トーマツ
グループ（同）

デロイト トーマツ 
サステナビリティ（株）

デロイト トーマツ
ウェブサービス（株） デロイト トーマツ ノード（同） デロイト トーマツ エクイ

ティアドバイザリー（同）
デロイト トーマツ
行政書士法人

デロイト トーマツ
サービシーズ（株）

デロイト トーマツ
smooth（株）

デロイト トーマツ
ウェブレッジ（株）

デロイト トーマツ デザイン
メタ・マ二エラ（株） デロイト トーマツ CRC（株） デロイト トーマツ

社会保険労務士法人 トーマツチャレンジド（株）

デロイト トーマツ スペース アンド セキュリティ（同） デロイト トーマツ T&L（同）

デロイト トーマツ
エスピーアイ（株）

デロイト トーマツ 
ディープスクエア（株）

デロイト トーマツ タレント
プラットフォーム（株） 財　団

デロイト トーマツ LHit
データビジョナリー（株）

デロイト トーマツ 
テレワークセンター（株）

デロイト トーマツGTA＆
テクノロジーズ（株） 一般社団法人 

デロイト トーマツ
戦略研究所 デロイト トーマツ

km2y （株）
デロイト トーマツ 
パブリックグッド（株）

デロイト トーマツ ファミリー
オフィスサービス（同）

デロイト トーマツ プロダクト
＆テクノロジー（株） デロイト トーマツPRS（株） デロイト トーマツ 赤坂イン

ターナショナル（株） 一般財団法人
デロイト  トーマツ
ウェルビーイング 財団ストーンビートセキュリティ

（株）
デロイト トーマツ 
ヒューマンリソース（株）

デロイト トーマツ 
アリーナ（株）

デロイト トーマツ
ベンチャーサポート（株）

デロイト トーマツ 
ミック経済研究所（株）

CAMEL（株）
（同）：合同会社
（株）：株式会社

● デロイト トーマツ グループの気候変動への取り組み ●

デロイト トーマツ グループでは、デロイトネットワーク共通のWorldClimateのイニシアチブに則り、2019年5月期の数値を基準とした
GHG排出量削減目標を掲げています。

目標区分 削減目標 2024年5月期の
排出量

基準年（2019年5月期）
からの削減率

スコープ1及び2の合計 2019年5月期を基準年として
2030年5月期までに70％削減 2,645 tCO2e 74％

スコープ3のうち出張由来
2019年5月期を基準年として2030年5月期までに

FTEあたり50％削減
（括弧内に参考値として総排出量を掲載）

0.541 tCO2e／FTE
（10,672 tCO2e）

46％
（28％）

（参考）2024年5月期におけるGHG排出量のスコープ3のうち購入した製品・サービス由来：17,689 tCO2e 

2024年5月期の数値を再掲しています
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トーマツは、デロイト トーマツ グループの一員として経
営を行うことにより、また、デロイトネットワークに加盟
することにより、世界中の幅広い分野における専門家の
知見等を活用しうることに加え、デロイトネットワーク
共通の監査に関する方針・手続をデロイトネットワーク
全体で共有したうえで、グローバル共通で開発したメソ
ドロジー、ツール、及び教育研修プログラム等（以下、メソ
ドロジー等）を利用することで、グローバルに首尾一貫し
た高品質な監査業務の効率的な提供が可能となっていま
す。こうした方針・手続やメソドロジー等には日本も含め
てグローバルに監査を行っている経験が継続的に反映さ
れるため、監査品質や監査人財の継続的な向上に資する
ことが期待されています。さらには、デロイトグローバル
はトーマツを含めてネットワークのメンバーの監査の品
質を継続的にモニタリングしており、こうしたモニタリ
ングの存在も踏まえた継続的な改善や必要な是正行為の
実施が行われ得ることも、トーマツの監査品質の維持・向
上の動機付けとして機能しています。
一方で、デロイト トーマツ グループの一員としての経営
及びデロイトネットワークへの加盟により、リスクとな
り得る事項及びその対応状況は以下の通りです。

●デロイトグローバル共通の監査品質に関する方針・手
続及びメソドロジー等の不適合
グローバル共通で開発されたメソドロジー等が、我が国
の監査制度に完全に適合しない場合には、トーマツの監
査品質の維持・向上に有効に寄与しなくなる可能性があ
ります。しかしながら、トーマツは、かかるメソドロジー
等の導入前に十分な検討を行い、必要に応じて追加的な
対応を行うことで、監査品質の維持や継続的向上に資す
る形でメソドロジー等を導入する体制としています。

●システム障害
トーマツでは、基幹システムや監査業務に利用するIT
ツールの一部について、デロイト トーマツ グループまた
はデロイトネットワークで開発・運用管理している共通
のITシステムを利用しています。これらのITシステムに
障害が生じた場合には、監査業務の円滑な遂行に支障が
生じる可能性があります。しかしながら、トーマツは、サ
イバーセキュリティ対策を含む情報セキュリティ等、IT
システムの評価を独自に行い、利用に問題がないことを
継続的に確認しています。また、サイバー攻撃に起因する
障害を含む障害発生に備えた事業継続計画を整備する
等、デロイト トーマツ グループ及びデロイトグローバル
と協働して適切なITシステムの運用を行っています。

係法人はデロイトAPの持分を有していません。デロイト 
トーマツ合同会社及びトーマツは日本のパートナーのみ
によって所有されています。デロイトAPならびに各メン
バー及び関係法人は、自らの作為及び不作為についての
み責任を負い、互いに他のメンバーまたはその関係法人
の作為及び不作為について責任を負うものではありませ
ん。デロイトAPはクライアントへのサービス提供を行い
ません。
デロイトAPにおいては、主にAPエグゼクティブの監督を
担うボードが設置されています。また、デロイトAPエグゼ
クティブは、地域の活動の領域で、デロイトAPのCEOをサ
ポートする責任を有しています。
Deloitte（デロイト）は、最先端のプロフェッショナルサー
ビスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプ
ライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供して
います。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高
め、クライアントの変革と繁栄を促進することで、計測可
能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナル
の集団です。デロイトは、創設以来180年の歴史を有し、
150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 
“Making an impact that matters”をパーパス（存在意義）
として標榜するデロイトの約46万人の人財の活動の詳細
については、（www.deloitte.com）をご覧ください。
デロイトグローバルでの業務収入合計（2025年5月期：

2024年6月～2025年5月）は、705億米ドルです。
日本のデロイト トーマツ グループ CEOである木村研一
は、DTTL及びデロイトAPのエグゼクティブメンバーを
務め、デロイト トーマツ グループ及びトーマツのボード
議長の永山晴子は、デロイトAPのボードのメンバーを務
めています。また、トーマツ社員の郷田英仁が監査・保証
業務のリーダーとしてデロイトAPのエグゼクティブに
参画し、デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会
社社員の渡辺淳子がDTTLボードメンバー及びデロイト
APのボード副議長に就任しています。デロイト トーマツ 
グループのメンバーがDTTL及びデロイトAPのエグゼク
ティブ及びボードに参画することで、デロイトのグロー
バルネットワークに共通して適用される監査品質に関す
るルールや基準の設定に積極的に関与し、ますます国際
化する日本企業のグローバル監査にて、これらの企業の
監査の品質の向上に主体的に取り組んでいます。また、経
営の観点からも、国内のみならずグローバルやアジア パ
シフィックの視座から監査や監査法人を取り巻く環境の
変化を俯瞰し、デロイト トーマツ グループとしての経営
方針を検討及び推進しています。デロイト トーマツ合同
会社は、デロイトネットワーク内のファームと、その地位
やサービス提供に関する契約等を締結し、所定の計算方
法に従ってその対価を支払っています。

私は監査業務を中心にキャリアを積み、米国監査・保証業務リーダーの経験を経て、現
在もデロイトグローバルCEOとして監査品質とインテグリティへの追求を続けています。
様々な国の規制当局との対話を通じて世界的な規制環境の変化を実感していますが、
日本でも監査業界への大きな期待があると認識しています。
私は、監査品質向上には多様な専門家知見の統合モデルが極めて重要と考えていま
す。デロイトではテクノロジーや業界、規制・財務等、多様な経験を蓄積し、複雑で不確
実性の高い環境において求められる統合的な知見のニーズに対応しています。また、生
成AI等の先進テクノロジーの活用によって、提供業務の優れた品質の基盤を強化して
います。
トーマツでは、高品質な監査を実現するためのトランスフォーメーションと人財育成に取
り組んでいます。グローバルCEOとして、ステークホルダーの期待に応え続けるトーマツ
を支えていきます。

デロイトグローバルCEO
ジョー・ウクゾグル

デロイト トーマツ グループの一員としての
経営及びデロイトネットワークへの加盟が
トーマツの監査品質に及ぼす影響

● デロイト トーマツ グループ業務収入合計（2025年5月期：2024年6月～2025年5月）／単位：百万円

合 計

390,791
○グループ各社の業務収入の単純合計
○監査法人以外はDeloitteの報告基準（再委託先に支払う額及び関連する諸経費などを除いた
もの）にて、FY24とFY25の業績を算出
○監査法人以外も新収益認識会計基準を適用した場合のグループ全体の業務収入は4,911億円

デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社、
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、
デロイト トーマツ ファイナンシャル
アドバイザリー合同会社等グループ会社 232,474

有限責任監査法人トーマツ
（監査・保証業務、リスクアドバイザリーの一部） 129,788

デロイト トーマツ税理士法人、
DT弁護士法人等グループ会社 28,529

デロイト アジア 
パシフィック 
監査・保証事業リーダー
郷田 英仁

デロイト アジア 
パシフィックボード副議長
デロイトグローバル 
ボードメンバー
渡辺 淳子
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デロイト トーマツ グループは常日頃から監査の品質に
よる信頼が私たちの存立基盤であることを念頭におい
て、グループの運営をしています。そのためにグループが
率先して監査の品質の維持・向上に貢献することが不可
欠であり、多様なプロフェッショナルが所属する組織基
盤を最大限活用しています。また、総勢2万人超の社員・職
員に監査を祖業とする私たちが持つべき志を浸透させる
ことを継続的に行い、グループ全体にわたる組織文化の
醸成をしています。以下にトーマツと共に推進する取り
組みの一部をご紹介します。

デロイト トーマツ グループは、全てのビジネスがより良
い社会の構築のために価値を創出することを目指してい
ます。その土台として、士業と呼ばれる監査・税務・法律
等の専門家が当然具備しているとされる高い倫理観を
グループ全体で持ちたいと考えています。Purposeを中
心とした我々の目指す組織の姿から、具体的な行動規範
のCode of Conductまでを浸透させ、常に正しい行動を
選択することを全てのプロフェッショナルに提唱して
います。このような個々人の品格の高さが、集合体であ
るファームとしての信頼性や社格を高めるものと考え
ます。さらに、昨年度からProfessionalismをテーマに、信
頼と絆で結ばれた仲間と共に仕事を極めていくことを、
全社員・職員対象のタウンホールミーティングにて対話
を重ねています。そこでは、先達たちの足跡を振り返っ
たり、現代のクライアント課題に対峙するビジネス横断
チームの思いが共有されました。また、その一環として、
監査法人の創業者たちを紹介する歴史展示をグループの
基幹オフィスである丸の内二重橋ビル16階に設けまし
た。来訪者がお越しいただける場所にあり、皆様がご覧に
なる機会があれば幸いです。

デロイト トーマツ グループは、監査に必要な多様な専門
分野の内部専門家の維持・向上や、監査人財の保持等にお
いて、幅広い組織機能を活用しています。内部専門家はそ
れぞれの分野で最新の専門性を究めていなければなりま
せん。そのための機会を十分に与える等、内部専門家が一
流の集団であるように努めています。監査業務の組織体

と分けて配置し、グループ内の各専門分野に適した組織
体において採用・評価・待遇設計・育成等が行われるよう
にしています。それは、内部専門家が、並行してその分野
のアドバイザリーサービスを被監査会社以外のクライア
ントに提供し、クライアントから厳しく評価・選別される
経験も積むことになり、自らの分野の最先端領域を研究
し、切磋琢磨をしています。
監査人財の保持においてもグループ各社が貢献していま
す。近年、公認会計士登録者数が増加しても監査に従事す
る公認会計士等の数はなかなか増加していないと言われ
ています。我々は、本人の希望によりグループ各社ならび
にデロイトの海外ファームにおいて業務経験を積み、監
査にとどまらないプロフェッショナルとしての能力を磨
く機会を用意しています。数年間、グループ内の他のビジ
ネスや海外での経験をして、また監査業務に戻ることが
できます。このモビリティ制度により監査ができる公認
会計士等をグループ内に多く抱えるようにしています。

監査に従事している公認会計士等も含めたデロイト 
トーマツ グループのプロフェッショナルが、世界最先
端の研修体験を得られるように、日本においてDeloitte 
Universityという企業内大学の設立を予定しています。
Deloitte Universityはすでに世界7か所で展開されている
宿泊施設がある独自の体験型の研修施設です。本年7月に
は千葉県のかずさアカデミアパークでの建設申請を行い
ました。AI普及等で移り変わるプロフェッショナルの在
り方を見据えつつ、より大きな価値提供をすることが可
能な人財を育てるために、プロフェッショナルスキルの
中でもソフトスキル、特にリーダーシップやチームワー
クのさらなる強化に取り組みます。また、本施設は、日本
国内だけでなく、台湾や韓国をはじめとするデロイトの
アジア諸国のプロフェッショナルが集い、共に学ぶ場と
しての機能も担います。監査を担うプロフェッショナル
がグループや海外の人財と交わり刺激を受けながら学ぶ
ことで、より一層の成長ができると確信しています。

多様なプロフェッショナルの共通の志

グループの幅広い組織機能の活用

デロイトの世界最先端の人財育成

グループCEOから

監査の品質向上への貢献と共に
多様なプロフェッショナル共通の志を醸成

デロイト トーマツ グループ
CEO
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概 要

財務情報

国内事務所所在地（2025年9月時点）

構成人員 ： 6,382名（2025年5月末日現在）

損益計算書主要項目 （単位：百万円）

監査関与会社数 ： 3,215社（2025年5月末日現在）

貸借対照表主要項目 （単位：百万円）

有限責任監査法人トーマツは、デロイトネットワークのメンバーであり、デロイト トーマツ グループの主要法人です。日本で最
大級の監査法人であり、国内約30の都市に約2,800名の公認会計士を含む約6,300名の専門家を擁し、大規模多国籍企業や主要な
日本企業をクライアントとしています。

トーマツの2024年5月期及び2025年5月期の決算は次の通りです。なお、トーマツの財務諸表は、独立監査人による会計監査を受け
ています。詳細はデロイト トーマツ グループのウェブサイトに掲載している「業務及び財産の状況に関する説明書類」を参照ください。

主事務所 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号
丸の内二重橋ビルディング

その他事務所 札幌、仙台、新潟、さいたま、横浜、長野、北陸、
静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、高松、
福岡、那覇

社員（公認会計士） 445

特定社員 27

職　員

公認会計士 2,346

公認会計士試験合格者等
（会計士補含む） 1,303

その他専門職 2,175

事務職 86

合　計 6,382名

金商法・会社法監査 764社

金商法監査 6社

会社法監査 1,116社

学校法人監査 66社

労働組合監査 19社

その他の法定監査 626社

その他の任意監査 618社

合　計 3,215社

2024年5月期
自 2023年6月1日
至 2024年5月31日

2025年5月期
自 2024年6月1日
至 2025年5月31日

業務収入（注） 143,032 129,788

業務費用 142,690 129,334

営業利益 341 454

経常利益 403 479

税引前当期純利益 403 373

当期純利益 111 10

（注）業務収入の内訳

監査証明業務 94,358 95,782

非監査証明業務 48,673 34,006

2024年5月31日 2025年5月31日

【流動資産】 62,592 62,190

【固定資産】 26,046 27,883

資産合計 88,639 90,074

【流動負債】 41,764 42,794

【固定負債】 19,741 20,652

負債合計 61,505 63,446

【社員資本】 27,098 26,627

純資産合計 27,134 26,627

負債及び純資産合計 88,639 90,074

連絡事務所 盛岡、金沢、高崎、前橋、松本、岡山、松山、
北九州、大分、熊本、鹿児島、宮崎

その他拠点 福島（グループオフィス）、千葉（トーマツ
監査イノベーション＆デリバリーセンター

（AIDC））

2023年12月にグループ内で組織再編を行い、監査法人内にあったリスクアドバイザリー事業本部の一部の組織・機能をデロイト トーマツ リスクアドバイザリー株式会社に移転

〈P.94〉 
法人概要

〈P.95〉 
主要被監査会社一覧

〈P.101〉 
監査法人のガバナンス・コードへの対応状況

〈P.106〉 
トーマツの歩み
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2025年5月末の、東証プライム市場、スタンダード市場、グロース市場上場企業及び国立大学法人等の被監査会社は、次の通りです。

水産・農林業
（株）アクシーズ

建設業
（株）岐阜造園
（株）ビーアールホールディングス
コーアツ工業（株）

（株）ソネック
藤田エンジニアリング（株）

（株）大本組
（株）守谷商会

鹿島建設（株）
（株）奥村組
（株）富士ピー・エス

矢作建設工業（株）
日本国土開発（株）

（株）四電工
（株）中電工

新日本空調（株）
（株）テクノ菱和
（株）フィル・カンパニー

千代田化工建設（株）
（株）カドス・コーポレーション

飛島ホールディングス（株）
（株）トヨコー

食料品
（株）日清製粉グループ本社

日東富士製粉（株）
鳥越製粉（株）
フィード・ワン（株）
ＤＭ三井製糖（株）
フジ日本（株）
森永製菓（株）
カンロ（株）
亀田製菓（株）
寿スピリッツ（株）

（株）湖池屋
（株）ヤクルト本社

雪印メグミルク（株）
日本ハム（株）
福留ハム（株）
宝ホールディングス（株）
サントリー食品インターナショナル（株）
キーコーヒー（株）
日清オイリオグループ（株）
かどや製油（株）
ハウス食品グループ本社（株）

（株）ダイショー
（株）ピエトロ

（株）ヨシムラ・フード・ホールディングス
日本食品化工（株）
日清食品ホールディングス（株）
シノブフーズ（株）
一正蒲鉾（株）
フジッコ（株）

（株）ロック・フィールド
日本たばこ産業（株）
仙波糖化工業（株）
イフジ産業（株）

（株）ユーグレナ
（株）サンクゼール

繊維製品
片倉工業（株）
ユニチカ（株）
サイボー（株）

（株）ワコールホールディングス
（株）自重堂
（株）マツオカコーポレーション

ヤマト インターナショナル（株）

パルプ・紙
王子ホールディングス（株）
ニッポン高度紙工業（株）
大石産業（株）
ダイナパック（株）
光ビジネスフォーム（株）

化学
日本カーバイド工業（株）
第一稀元素化学工業（株）
高圧ガス工業（株）
四国化成ホールディングス（株）
東京応化工業（株）
大阪有機化学工業（株）
ＫＨネオケム（株）

（株）ダイセル
アイカ工業（株）
大倉工業（株）
タイガースポリマー（株）

（株）サンエー化研
（株）ダイキアクシス

恵和（株）
（株）マナック・ケミカル・パートナーズ

日本精化（株）
ハリマ化成グループ（株）
花王（株）
石原ケミカル（株）

（株）ソフト９９コーポレーション

ＤＩＣ（株）
ａｒｔｉｅｎｃｅ（株）

（株）マンダム
（株）シーボン
（株）ノエビアホールディングス

新日本製薬（株）
ヤスハラケミカル（株）
長谷川香料（株）
上村工業（株）
メック（株）
タカラバイオ（株）
アキレス（株）
ウェーブロックホールディングス（株）

（株）ＪＳＰ
（株）エフピコ

医薬品
日本新薬（株）
エーザイ（株）
森下仁丹（株）
小野薬品工業（株）
扶桑薬品工業（株）
日本ケミファ（株）
生化学工業（株）
鳥居薬品（株）
ＪＣＲファーマ（株）
アンジェス（株）
カルナバイオサイエンス（株）

（株）キャンバス
（株）メドレックス
サンバイオ（株）

（株）ヘリオス
（株）ミズホメディー

室町ケミカル（株）
ノイルイミューン・バイオテック（株）

石油・石炭・ゴム・ガラス・土石
ビーピー・カストロール（株）
出光興産（株）

（株）ニチリン
日東紡績（株）
石塚硝子（株）
日本興業（株）
ＳＥＣカーボン（株）
東洋炭素（株）
日本碍子（株）

（株）ヨータイ
（株）フジミインコーポレーテッド
ニチアス（株）

鉄鋼
大同特殊鋼（株）
三菱製鋼（株）
新家工業（株）

非鉄金属、金属製品
（株）大紀アルミニウム工業所

三菱マテリアル（株）
ＤＯＷＡホールディングス（株）

（株）大阪チタニウムテクノロジーズ
（株）ＵＡＣＪ

エヌアイシ・オートテック（株）
古河電気工業（株）
カナレ電気（株）
リョービ（株）

（株）ＳＵＭＣＯ
特殊電極（株）

（株）三ツ知
アルメタックス（株）

（株）ＬＩＸＩＬ
（株）大谷工業

日本フイルコン（株）
リンナイ（株）

（株）フジマック
（株）ロブテックス
（株）ジーテクト

中国工業（株）
兼房（株）
サンコール（株）

機械
（株）アマダ

オーエスジー（株）
（株）小田原エンジニアリング
リケンＮＰＲ（株）

（株）西部技研
ＫＬＡＳＳ（株）
フリュー（株）
ヤマシンフィルタ（株）

（株）ヒラノテクシード
（株）横田製作所
（株）ＰＥＧＡＳＵＳ
タツモ（株）
オイレス工業（株）
日精エー・エス・ビー機械（株）
サンセイ（株）

（株）タクミナ
（株）クボタ

荏原実業（株）
（株）帝国電機製作所

（株）石井表記
新東工業（株）

（株）荏原製作所
（株）酉島製作所

ダイキン工業（株）
（株）タダノ
ＣＫＤ（株）

（株）平和
ガリレイ（株）

（株）竹内製作所
ＪＵＫＩ（株）
グローリー（株）
大和冷機工業（株）
ホシザキ（株）

（株）ＴＶＥ
（株）ニチダイ

日本トムソン（株）
岡野バルブ製造（株）
スター精密（株）

電気機器
日清紡ホールディングス（株）
ブラザー工業（株）
デンヨー（株）
湖北工業（株）

（株）ＪＶＣケンウッド
（株）ＣＧＳホールディングス

オムロン（株）
（株）かわでん
ＩＤＥＣ（株）

（株）正興電機製作所
不二電機工業（株）

（株）アドテック　プラズマ　テクノロジー
電気興業（株）
アイホン（株）
ＥＩＺＯ（株）

（株）京三製作所
（株）ＯＳＧコーポレーション

帝国通信工業（株）
ザインエレクトロニクス（株）

（株）アルチザネットワークス
ホシデン（株）
ＴＯＡ（株）
アライドテレシスホールディングス（株）
横河電機（株）
アズビル（株）
エスペック（株）

（株）キーエンス
シスメックス（株）

（株）日本マイクロニクス

ジオマテック（株）
イリソ電子工業（株）
オプテックスグループ（株）

（株）アバールデータ
ケル（株）
古河電池（株）
山一電機（株）
日本電子（株）

（株）エンプラス
ローム（株）

（株）三井ハイテック
（株）村田製作所

双葉電子工業（株）
ニチコン（株）
日本タングステン（株）
キヤノン電子（株）
キヤノン（株）

（株）リコー
イノテック（株）

輸送用機器
ユニプレス（株）

（株）デンソー
（株）東海理化電機製作所
（株）名村造船所

日本車輌製造（株）
三菱ロジスネクスト（株）
ＧＭＢ（株）
大同メタル工業（株）
太平洋工業（株）
河西工業（株）
エイケン工業（株）
愛三工業（株）
フジオーゼックス（株）

精密機器
日機装（株）

（株）島津製作所
長野計器（株）

（株）ブイ・テクノロジー
東京計器（株）
国際計測器（株）
愛知時計電機（株）
マニー（株）

（株）ニコン
理研計器（株）
ＨＯＹＡ（株）
朝日インテック（株）
ＩＭＶ（株）
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ（株）
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Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ（株）

その他製品
三井松島ホールディングス（株）
パラマウントベッドホールディングス（株）

（株）アイフィスジャパン
（株）ＳＨＯＥＩ
フランスベッドホールディングス（株）

（株）遠藤製作所
萩原工業（株）

（株）フジシールインターナショナル
タカノ（株）

（株）プロネクサス
ヨネックス（株）
ＮＩＳＳＨＡ（株）
光村印刷（株）

（株）ミロク

電気・ガス業
関西電力（株）
四国電力（株）
九州電力（株）
沖縄電力（株）
西部ガスホールディングス（株）
静岡ガス（株）

陸運業、海運業、空運業
京成電鉄（株）
東海旅客鉄道（株）
東京地下鉄（株）
鴻池運輸（株）
南総通運（株）

（株）ハマキョウレックス
岡山県貨物運送（株）
ヤマトホールディングス（株）
山九（株）
京極運輸商事（株）
九州旅客鉄道（株）
ＳＧホールディングス（株）
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス（株）
日本郵船（株）
ＡＮＡホールディングス（株）
スカイマーク（株）

倉庫・運輸関連業
（株）中央倉庫
キムラユニティー（株）

情報・通信業
（株）クロスキャット

（株）東北新社
（株）クエスト
（株）キューブシステム

ゲンダイエージェンシー（株）
手間いらず（株）

（株）出前館
（株）ラクーンホールディングス
（株）三菱総合研究所
（株）ファインデックス
（株）ブレインパッド
（株）アイスタイル
（株）エイチームホールディングス
（株）コロプラ
ソフトマックス（株）

（株）じげん
（株）サイバーリンクス
（株）ディー・エル・イー
（株）セレス
（株）ソフトウェア・サービス
（株）セック
（株）ＩＧポート
（株）ドリコム
（株）アバントグループ
（株）ジーダット
フリービット（株）
メディカル・データ・ビジョン（株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー（株）

（株）アイリッジ
（株）ランドコンピュータ
（株）オープンドア
（株）ノムラシステムコーポレーション

シルバーエッグ・テクノロジー（株）
（株）シンクロ・フード
ウォンテッドリー（株）

（株）マネーフォワード
（株）クリーマ
（株）電算システムホールディングス
（株）ＷＡＣＵＬ
（株）ココナラ
ビジョナル（株）

（株）アスマーク
ワンダープラネット（株）
アジアクエスト（株）
ニフティライフスタイル（株）

（株）ハイマックス
（株）Ｅストアー

日本システム技術（株）
（株）ユークス
（株）コアコンセプト・テクノロジー
（株）Ｍマート

ビープラッツ（株）
ラクスル（株）

（株）ＺＵＵ
ＦＩＧ（株）

（株）バンク・オブ・イノベーション
（株）サイエンスアーツ
（株）ボードルア
（株）ＪＤＳＣ

東海ソフト（株）
（株）パワーソリューションズ
ＨＥＮＮＧＥ（株）

（株）マクアケ
ランサーズ（株）
ユナイトアンドグロウ（株）
ＡＩ　ｉｎｓｉｄｅ（株）

（株）ビザスク
サイバートラスト（株）

（株）ジャストシステム
ＴＤＣソフト（株）
ＬＩＮＥヤフー（株）

（株）ドリーム・アーツ
（株）ヌーラボ
（株）スマートドライブ
（株）Ｆｕｓｉｃ

エキサイトホールディングス（株）
（株）Ｒｉｄｇｅ－ｉ
（株）ＡＶＩＬＥＮ
（株）ＱＰＳ研究所
ナイル（株）

（株）ヒューマンテクノロジーズ
（株）アルゴグラフィックス

エイベックス（株）
ＢＩＰＲＯＧＹ（株）
朝日放送グループホールディングス（株）

（株）スカパーＪＳＡＴホールディングス
（株）テレビ東京ホールディングス

日本ＢＳ放送（株）
ソフトバンク（株）

（株）ゼンリン
東宝（株）

（株）セゾンテクノロジー
（株）アイ・エス・ビー

福井コンピュータホールディングス（株）
ソフトバンクグループ（株）

（株）ＲＯＸＸ

卸売業
伊藤忠食品（株）

（株）あらた
石光商事（株）

横浜冷凍（株）
（株）神戸物産
（株）バイタルケーエスケー・ホールディングス
メディアスホールディングス（株）

（株）レスター
（株）大光
（株）ＴＯＫＡＩホールディングス
（株）ＭＥＲＦ
（株）ビューティガレージ
フルサト・マルカホールディングス（株）
ヤマエグループホールディングス（株）

（株）南陽
初穂商事（株）

（株）山大
エコートレーディング（株）

（株）ナ・デックス
コンドーテック（株）
ハリマ共和物産（株）
三菱食品（株）
サンリン（株）

（株）高速
扶桑電通（株）

（株）たけびし
（株）進和

ダイトロン（株）
（株）ヤシマキザイ
（株）レオクラン

伊藤忠商事（株）
蝶理（株）
三井物産（株）
カメイ（株）

（株）山善
三菱商事（株）
第一実業（株）
キヤノンマーケティングジャパン（株）

（株）カノークス
正栄食品工業（株）

（株）カナデン
明和産業（株）

（株）サンゲツ
伊藤忠エネクス（株）
三信電気（株）

（株）東陽テクニカ
ソマール（株）

（株）立花エレテック
ヤマシタヘルスケアホールディングス（株）
バリュエンスホールディングス（株）
リリカラ（株）
トラスコ中山（株）

（株）オートバックスセブン

モリト（株）
英和（株）

（株）コンセック
藤井産業（株）
杉本商事（株）
因幡電機産業（株）

（株）ミスミグループ本社
（株）スズケン
（株）サトー商会
リョーサン菱洋ホールディングス（株）

（株）ＴＭＨ

小売業
イオン九州（株）

（株）サンエー
カネ美食品（株）
アスクル（株）

（株）ゲオホールディングス
（株）アダストリア
（株）ジーフット
くら寿司（株）

（株）キャンドゥ
（株）大戸屋ホールディングス
（株）セリア

大黒天物産（株）
アプライド（株）

（株）ハブ
（株）ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス（株）
ヒラキ（株）

（株）ＺＯＺＯ
（株）物語コーポレーション
ウエルシアホールディングス（株）
ティーライフ（株）
チムニー（株）
オイシックス・ラ・大地（株）

（株）ネクステージ
（株）ホットマン
（株）すかいらーくホールディングス

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス（株）
日本調剤（株）

（株）バッファロー
（株）メディカル一光グループ
（株）ツルハホールディングス
（株）ＪＭホールディングス
（株）ベガコーポレーション
（株）メディカルシステムネットワーク
（株）ｙｕｔｏｒｉ
（株）クラシコム

ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　ＣＡＲＥ（株）
（株）アップガレージグループ

ペットゴー（株）
（株）アトム
（株）ノジマ
カッパ・クリエイト（株）

（株）サンデー
イオン北海道（株）

（株）コジマ
ワタミ（株）

（株）西松屋チェーン
（株）ワークマン
（株）サイゼリヤ
（株）フジ・コーポレーション
（株）ユナイテッドアローズ
（株）コロワイド
（株）壱番屋
（株）ハンズマン
スギホールディングス（株）

（株）薬王堂ホールディングス
（株）カクヤスグループ
（株）木曽路

ロイヤルホールディングス（株）
マックスバリュ東海（株）

（株）フレンドリー
（株）はせがわ
アクシアル　リテイリング（株）
イオン（株）

（株）フジ
ゼビオホールディングス（株）
ブックオフグループホールディングス（株）

（株）ニトリホールディングス
（株）吉野家ホールディングス
（株）コックス
（株）松屋フーズホールディングス
（株）王将フードサービス
ミニストップ（株）
アシードホールディングス（株）

（株）セキチュー
（株）ファーストリテイリング
（株）やまや

銀行業
（株）しずおかフィナンシャルグループ
（株）京都フィナンシャルグループ
（株）めぶきフィナンシャルグループ
（株）九州フィナンシャルグループ
（株）コンコルディア・フィナンシャルグループ
（株）おきなわフィナンシャルグループ
（株）十六フィナンシャルグループ

Audit Q
uality Report 2025

98

D
eloitte Touche Tohm

atsu LLC

97

付録BANNEX 主要被監査会社一覧



（株）あおぞら銀行
（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
（株）りそなホールディングス
（株）七十七銀行
（株）秋田銀行
（株）岩手銀行
（株）八十二銀行
（株）山梨中央銀行
（株）滋賀銀行
（株）ほくほくフィナンシャルグループ
（株）大分銀行
（株）宮崎銀行
（株）大光銀行
（株）栃木銀行
（株）福島銀行
（株）日本政策投資銀行

証券、商品先物取引業、保険業、 
その他金融業
ＳＢＩリーシングサービス（株）
アストマックス（株）
ヒロセ通商（株）
ＳＢＩホールディングス（株）
丸三証券（株）
水戸証券（株）
ＳＢＩインシュアランスグループ（株）
日本生命保険相互会社
ニッポンインシュア（株）
全保連（株）
ＳＢＩアルヒ（株）

（株）クレディセゾン
みずほリース（株）
東京センチュリー（株）
アイフル（株）
リコーリース（株）
イオンフィナンシャルサービス（株）
アコム（株）
三菱ＨＣキャピタル（株）

（株）九州リースサービス
（株）日本取引所グループ
イー・ギャランティ（株）

不動産業
日本駐車場開発（株）

（株）グッドライフカンパニー
（株）コーセーアールイー
（株）エストラスト
（株）オープンハウスグループ
（株）東武住販

ケイアイスター不動産（株）

フォーライフ（株）
（株）ティーケーピー
（株）ジェイ・エス・ビー
ヨシコン（株）

（株）リアルゲイト
（株）テーオーシー
フジ住宅（株）

（株）ゴールドクレスト
（株）日神グループホールディングス
イオンモール（株）

（株）カチタス
穴吹興産（株）

サービス業
（株）ジェイエイシーリクルートメント
（株）日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
アイティメディア（株）

（株）ケアネット
（株）パソナグループ
パーソルホールディングス（株）

（株）リニカル
（株）シイエム・シイ
（株）エスクリ
（株）学情
（株）スタジオアリス
（株）トランスジェニックグループ
（株）ルネサンス
（株）日本ケアサプライ
（株）ＫＧ情報
（株）ワールドホールディングス
（株）シダー
（株）アスカネット
（株）Ａｏｂａ－ＢＢＴ

ＷＤＢホールディングス（株）
（株）ティア
バリューコマース（株）

（株）インフォマート
（株）オリエンタルコンサルタンツホールディ
ングス
日本和装ホールディングス（株）
ぴあ（株）
西菱電機（株）

（株）イオンファンタジー
（株）シーティーエス
（株）アルプス技研
（株）サニックスホールディングス
（株）ラウンドワン
（株）ビー・エム・エル
（株）キタック
（株）東京個別指導学院

（株）サイバーエージェント
（株）アルファ
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント（株）

（株）エスネットワークス
ＳＯＬＩＺＥ（株）
日本スキー場開発（株）

（株）リブセンス
（株）バリューＨＲ
（株）シグマクシス・ホールディングス
（株）ウエスコホールディングス
メドピア（株）

（株）レアジョブ
（株）エラン
（株）土木管理総合試験所
（株）アトラエ
（株）ホープ
（株）アイモバイル

ＷＡＳＨハウス（株）
（株）ＦＣホールディングス
（株）ミダックホールディングス
（株）マネジメントソリューションズ
（株）イーエムネットジャパン
（株）テノ．ホールディングス

ベルトラ（株）
ギークス（株）
フィードフォースグループ（株）
ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ（株）
ＷＤＢココ（株）

（株）ＮｅｘＴｏｎｅ
（株）東京通信グループ
（株）セルム
ＤＮホールディングス（株）

（株）サーキュレーション
（株）アドバンテッジリスクマネジメント
（株）リログループ
ビーウィズ（株）

（株）ギックス
（株）ＡＳＮＯＶＡ
（株）サンウェルズ

売れるネット広告社グループ（株）
（株）マイクロアド
（株）エイチ・アイ・エス
（株）建設技術研究所
（株）スペース

燦ホールディングス（株）
スバル興業（株）

（株）きんえい
東洋テック（株）

（株）ウィザス
（株）トーカイ

セントラル警備保障（株）
（株）丹青社
（株）メイテックグループホールディングス

東海リース（株）
イオンディライト（株）

（株）ステップ
ｄｅｌｙ（株）

国立大学法人・独立行政法人・その他
の公的法人等
北海道国立大学機構
室蘭工業大学
岩手大学
東北大学
山形大学
福島大学
千葉大学
東京外国語大学
東京農工大学
東京藝術大学
東京科学大学
東京海洋大学
電気通信大学
一橋大学
横浜国立大学
上越教育大学
富山大学
山梨大学
信州大学
名古屋工業大学
滋賀大学
大阪大学
兵庫教育大学
鳥取大学
島根大学
香川大学
愛媛大学
福岡教育大学
九州大学
長崎大学
鹿屋体育大学
琉球大学
政策研究大学院大学
高エネルギー加速器研究機構
大学入試センター
国立科学博物館
物質・材料研究機構
防災科学技術研究所
科学技術振興機構
日本学術振興会

宇宙航空研究開発機構
国立高等専門学校機構
大学改革支援・学位授与機構
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
医薬基盤・健康・栄養研究所
年金積立金管理運用独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業者年金基金
製品評価技術基盤機構
海上・港湾・航空技術研究所
海技教育機構
自動車技術総合機構
水資源機構
奄美群島振興開発基金
日本高速道路保有・債務返済機構
住宅金融支援機構
国立環境研究所
環境再生保全機構
全国健康保険協会
社会福祉法人 恩賜

財団 済生会 

※東証プライム市場、スタンダード市場、グロース市場上場企業については、証券コード順で掲載しています
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トーマツは、2023年に改訂された金融庁の「監査法人の組織的な運営に関する原則」（監査法人の 
ガバナンス・コード）を採用し、全ての原則を適用しています。各原則の適用状況は以下の通りです。

原則１ 監査法人が果たすべき役割

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な
発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を
促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。

行動指針 対応状況

1-1 監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、
法人の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、トップ自ら及び法
人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべき
である。
▶ P.3～4　● デロイト トーマツ グループの理念
▶ P.13～16　● トップメッセージ－トーマツのありたい姿－
▶ P.61～62　● 「Quality first」を重視する品質管理システム

● トーマツ及びデロイト トーマツ グループでは、経済社会の公正を守り率先してその
発展に貢献することを経営理念に掲げています。
● ガバナンスのトップであるボード議長とマネジメントのトップである代表執行役は、
資本市場における会計監査の重要性と、これを担う監査法人の責任の重大さを深く
認識し、会計監査を通じて経済社会の発展に寄与し、社会的な責任を全うすることを
明らかにしています。
● 監査品質を最重視するトップの姿勢が全ての社員・職員に理解され、浸透するよ
う、様々な機会で「Quality first」のスローガンとともに、監査品質を最重視する姿勢を
繰り返し発信しています。

1-2 監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、それを実践す
るための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。
▶ P.3～4　● デロイト トーマツ グループの理念
▶ P.61～62　● 「Quality first」を重視する品質管理システム

● デロイト トーマツ グループでは、そのメンバーが共通に保持すべき存在意義
（Purpose）と共通の価値観（Shared Values）を定めるとともに、3つの経営理念
と、それを実践するための具体的な行動指針「デロイト トーマツ グループCode of 
Conduct」を定めています。
● 監査品質を最重視するトップの姿勢が全ての社員・職員に理解され、浸透するよ
う、様々な機会で「Quality first」のスローガンとともに、監査品質を最重視する姿勢を
繰り返し発信しています。

1-3 監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能
力を十分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。
▶ P.53　● 監査品質を最重視した評価制度

● 社員評価制度において、コンプライアンスはもとより、高品質な監査をリードし、ス
テークホルダーに対して高い価値を発信・提供しているかを最も重視した評価制度
を運用しています。また、職員の評価制度において、監査品質の維持・向上を目的とし、

「職業的懐疑心の発揮」を含む監査品質に関する評価項目を設定しています。

1-4 監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的に
議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。
▶ P.61～62　● 「Quality first」を重視する品質管理システム
▶ P.65～68　● 「Quality first」のための品質管理体制

● 現場とマネジメント間で双方向のコミュニケーションを取れるよう、代表執行役が
社員・職員との意見交換会を定期的に実施し、監査現場の声を法人運営に反映させ
ています。
● 品質統括では監査関連マニュアルや会計基準等の適用に関するコンサルテーショ
ン等を実施し、定期的に相談会（オンライン含む）を開催する等、全国の監査チームと
連携が可能な体制を構築しています。また、事業部と品質統括の人的交流も積極的
に進めており、全国ベースでの品質管理のネットワークの強化とともに、品質重視の
人財育成にも貢献しています。さらに、各品質管理施策の実行状況に関し識別された
課題について月次の監査品質会議等にフィードバックすることで、継続的な品質改善
活動を実施しています。

1-5 監査法人は、法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位置づけにつ
いての考え方に加えて、利益相反や独立性の懸念に対し、規模・特性等を踏まえて具
体的にどのような姿勢で対応を講じているかを明らかにすべきである。また、監査法
人の構成員に兼業・副業を認めている場合には、人材の育成・確保に関する考え方も
含めて、利益相反や独立性の懸念に対して、どのような対応を講じているか明らかに
すべきである。
▶ P.85　● 社員・職員の兼業・副業　● 非監査業務の提供方針

●兼業・副業については、独立性要件及び競業避止義務を厳格に遵守する必要があ
るため、原則として禁止しています。ただし、社会貢献活動等を行うための外部事業体
等の役員等への就任については、当該業務がトーマツの業務に直接的・間接的に貢
献すると認められる場合に限り、所定の手続を経たうえで例外的に認めています。
●デロイト トーマツ グループは、いずれの業務を提供する場合でも、監査の信頼を基
礎としたグループとして高い独立性と職業倫理を維持し、公益に資する業務を提供す
る方針です。

1-6 監査法人がグローバルネットワークに加盟している場合や、他の法人等との包括的な
業務提携等を通じてグループ経営を行っている場合、監査法人は、グローバルネット
ワークやグループとの関係性や位置づけについて、どのような在り方を念頭に監査法
人の運営を行っているのかを明らかにすべきである。
▶ P.88〜89　● デロイトネットワーク

●デロイト トーマツ グループのメンバーがDTTL及びデロイトAPのエグゼクティブ及
びボードに参画することで、デロイトのグローバルネットワークに共通して適用される
監査品質に関するルールや基準の設定に積極的に関与し、ますます国際化する日本
企業のグローバル監査にて、これらの企業の監査の品質の向上に主体的に取り組ん
でいます。また、経営の観点からも、国内のみならずグローバルやアジア パシフィック
の視座から監査や監査法人を取り巻く環境の変化を俯瞰し、デロイト トーマツ グルー
プとしての経営方針を検討及び推進しています。

原則２ 組織体制（マネジメント）

監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営（マネジメント）機
能を発揮すべきである。

行動指針 対応状況

2-1 監査法人は、実効的な経営（マネジメント）機関を設け、組織的な運営が行われるよう
にすべきである。また、規模・特性等を踏まえて経営機関を 設けないとした場合は、実
効的な経営機能を確保すべきである。 
▶ P.73〜74　● トーマツのマネジメント

● トーマツのマネジメント（経営執行）は、代表執行役と執行役、経営企画本部長、財
務管理本部長、情報システム本部長、品質・リスク管理本部 リスク管理長で構成され
るExecutive Committeeにより担われており、ボードが決定した経営方針に従い、組
織的に運営されます。

2-2 監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保するため、以
下の事項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割を 明らかにすべきである。

・監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事
項について、監査法人としての適正な判断が確保されるための組織体制の整備及び
当該体制を活用した主体的な関与
▶ P.65〜68　●「Quality first」のための品質管理体制

● 代表執行役による強力なリーダーシップのもと、品質・リスク管理本部による品質
リスクへの機動的な対応と、客観性・実効性の高いモニタリング活動の実施により、品
質管理体制の高い実効性を確保しています。
● 資本市場からの監査品質に対する信頼に大きな影響を及ぼし得るような、著
しく重要な事案の契約の新規締結及び更新または解除については、Risk & Brand 
Protection本部長等の判断で、同本部長を議長とする監査契約検討会議が招集さ
れ、その可否が審議されます。監査契約検討会議の審議結果については、Executive 
Committee及びボードに報告されます。

・監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するための、経済環境等のマクロ的な
観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換を行う環境の
整備
▶ P.7～8　●ステークホルダーの期待を理解するための対話
▶ P.66　● リスク管理
▶ P.86　● リスクマネジメント

● トーマツは、被監査会社を取り巻くマクロ環境を理解し、固有の状況やリスクに応
じた適切な監査手続を実施するため、監査役等と積極的なコミュニケーションを取
り、効果的かつ効率的な監査を実施できるようにしています。
● 品質・リスク管理本部内のリスク管理は年間を通じて監査契約ごとの稼働時間や
被監査会社の適時開示書類等をレビューすることで業務リスク変動の兆候を把握し、
そのような兆候を発見した場合には、監査チームに対して業務リスクの再評価と業務
リスクに対応するため必要な追加手続の実施を指示しています。
● 政治・経済情勢、イノベーション、法規制、情報セキュリティ・サイバーリスク、独立
性、人財確保・育成、自然災害等、法人経営に関する広範なリスク類型から、品質・リス
ク管理本部 リスク管理長が関係者とともにトーマツへ影響し得るリスクを識別・評価
し、リスク管理を進めています。

・法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮さ せるための
人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備
▶ P.51〜57　● 監査品質の基盤となる人財戦略
▶ P.58〜60　● Diversity, Equity & Inclusionの推進 ちがいに「気づき」、つよみを「築く」

● トーマツでは、求める人財像を「ステークホルダーの期待を超えるケイパビリティを
備えた、信頼あるプロフェッショナル」と定めています。監査環境の絶え間ない変化に
常に対応し、ステークホルダーの期待を超える高品質な監査を実現するために、それ
を担う「人」こそが、プロフェッショナル・ファームにとっての財産であるとの考えのも
と、人財の確保・育成を経営上の最重要事項の一つに位置付けています。
● 高品質な監査を実現するため、社員・職員それぞれが明確な目標設定を行い、パフ
ォーマンスの発揮状況に基づき評価される仕組みを設けています。一人ひとりが期待
される高品質な監査を遂行したかを厳格に評価し、フィードバックを通じて育成につ
なげています。
● 総合⼒を発揮できる多様性のある環境を構築し、各⼈の個性を尊重し能⼒を発揮
できる機会の公平性確保が重要と考え、多様性を包括する組織づくりに留まることな
く、「Equity」、つまり、公平性の担保までを目指していくことが必要と考えています。そ
のために、メンバーの個性にさらに焦点を当て、「一律で、平等な仕組み」ではなく、そ
れぞれが公平に尊重されるために必要な仕組みづくりに注力しています。

・監査に関する業務の効率化及び企業においてもデジタル化を含めたテクノロジーが
進化することを踏まえた深度ある監査を実現するための IT 基盤の実装化（積極的な
テクノロジーの有効活用を含む。）に係る検討･整備
▶ P.25〜26　●ステークホルダーの期待を超える価値と監査品質を実現する 
監査Transformation

● AIソリューションも搭載された新監査プラットフォーム（Deloitte Omnia）の導入や、
プロフェッショナル人財のスキル・対応能力の拡張を可能とする様々な独自の生成AI
ツールの導入等、先端テクノロジーを効果的に活用することで、徹底的に業務やプロ
セスの効率化を図るべく、業務内容とそのプロセスをゼロベースで再設計しています。
その上で、プロフェッショナル人財の業務のうち相対的に単純かつリスクの低い業務
については、トーマツ監査イノベーション＆デリバリーセンター（AIDC）等への適切な
業務分担を促進しています。

2-3 監査法人は、経営機能を果たす人員が監査実務に精通しているかを勘案するだけで
はなく、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう、経営機能を果た
す人員を選任すべきである。
▶ P.73〜74　● トーマツのマネジメント

● 代表執行役の選任にあたっては、社内規程により、実務経験やマネジメント能力だ
けではなく、監査品質への取り組みや、公認会計士法や監査法人のガバナンス・コー
ドを遵守する姿勢、さらには倫理コンプライアンスに関する取り組みを重視していま
す。
● 執行役は、実務に精通し高い資質を持つ者の中から、経営執行機関としての機能
を果たすために最適な者を代表執行役が指名し、ボードによる承認を経て選任され
ます。
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原則４ 業務運営

監査法人は、規模・特性等を踏まえ、組織的な運営を実効的に行うため の業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を
強化し、法人 内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意 見交換や議論を積極的に行うべきである。

行動指針 対応状況

4-1 監査法人は、経営機関等が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有するととも
に経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備 し、業務運営に活用
すべきである。また、法人内において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議
論を積極的に行うべきである。
▶ P.61～62　●「Quality first」を重視する品質管理システム

● 監査品質を最重視するトップの姿勢が全ての社員・職員に理解され、浸透するよ
う、様々な機会で「Quality first」のスローガンとともに、監査品質を最重視する姿勢を
繰り返し発信しています。また、現場とマネジメント間で双方向のコミュニケーション
を取れるよう、代表執行役が社員・職員との意見交換会を定期的に実施し、監査現場
の声を法人運営に反映させています。
● 監査品質会議を毎月開催し、品質管理の最新動向や監査現場での実践面におけ
る課題を関係者で共有し、監査の品質向上のための施策を立案しています。立案され
た施策は、品質統括の支援のもとで監査現場に展開され、その結果が会議でフィード
バックされることで、継続的な監査品質の改善・向上を図っています。

4-2  監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮
させるために、法人における人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針を策定
し、運用すべきである。その際には、法人の構成員が職業的懐疑心を適正に発揮した
かが十分に評価されるべきである。
▶ P.51～57　● 監査品質の基盤となる人財戦略

● トーマツでは、求める人財像を「ステークホルダーの期待を超えるケイパビリティを
備えた、信頼あるプロフェッショナル」と定めています。監査環境の絶え間ない変化に
常に対応し、ステークホルダーの期待を超える高品質な監査を実現するために、それ
を担う「人」こそが、プロフェッショナル・ファームにとっての財産であるとの考えのも
と、人財の確保・育成を経営上の最重要事項の一つに位置付けています。
● 高品質な監査を実現するため、社員・職員それぞれが明確な目標設定を行い、パフ
ォーマンスの発揮状況に基づき評価される仕組みを設けています。一人ひとりが期待
される高品質な監査を遂行したかを厳格に評価し、フィードバックを通じて育成につ
なげています。
● 多様な経験を積むための機会を積極的に提供することで、職業的懐疑心の醸成や
ステークホルダーの期待を超える人財を育成しています。

4-3 監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。 

・法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を適切に発揮できるよう、幅広い知
見や経験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われること
▶ P.43〜46　● 専門知見を活かした監査チームの組成

● 監査チームは、被監査会社の業種、事業の規模や複雑性、ITシステム利用の範囲や
その複雑性、監査業務の特性（IPO、IFRS等）等の理解に基づき、監査責任者である業
務執行社員が、公認会計士資格を有する者を中心とするコア・チームに、ITや税務等
の内部専門家を加えて組成します。

・法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向などを含
め、会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が与えられること
▶ P.54　● 多様な経験を積むための機会の提供と活用

● 多様な経験を積むための機会を積極的に提供することで、職業的懐疑心の醸成や
ステークホルダーの期待を超える人財を育成しています。

・法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価し、計画的に
活用すること
▶ P.53　● キャリアデベロップメントを支援する「アセッサー制度」

● 職員一人ひとりの適性・志向に合わせたキャリア形成が実現できるよう、経験豊富
な上司がサポート役のアセッサーとして付き、面談により将来のキャリア等について
随時相談できるサポート体制を整えています。

・法人の構成員が業務と並行して十分に能力開発に取り組むことができる環境を整
備すること
▶ P.58　● 職場環境の整備

● 監査業務に従事する社員・職員については「適正稼働時間」を設定したうえで、年
間での稼働時間のモニタリングを実施するとともに、36協定や厚生労働省が定める
健康管理基準の遵守のみならず、月当たりの時間外労働時間（休日含む）の上限目標
を36協定よりも厳しい水準で設定し、当該目標遵守に向けた労務管理を実施してい
ます。さらに、具体的な「時間の創出」のための施策として、最新のテクノロジーを利用
した業務改革の推進、トーマツ監査イノベーション＆デリバリーセンター（AIDC）やア
シスタントの活用による監査チームの業務量の削減や業務効率の改善を図ることで、
限られた時間内で業務を終了する意識を高め、生産性向上を図っています。

4-4 監査法人は、被監査会社の CEO・CFO 等の経営陣幹部及び監査役等との間で監査上
のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監査の現場におけ
る被監査会社との間での十分な意見交換や議論に留意すべきである。 
▶ P.7～8　●ステークホルダーの期待を理解するための対話

● トーマツは、被監査会社を取り巻くマクロ環境を理解し、固有の状況やリスクに応
じた適切な監査手続を実施するため、監査役等と積極的なコミュニケーションを取
り、効果的かつ効率的な監査を実施できるようにしています。
● 監査チームは、毎年監査業務終了後に、原則として全ての上場被監査会社の監査
役等及び経営者（CFO 等）からサービス クオリティ アセスメント（SQA）としてフィード
バックを受け取り、これに基づいて期待や改善点の把握及びそれに対する対応を行っ
ています。

4-5 監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備するとともにこれ
を公表し、伝えられた情報を適切に活用すべきである。その際、通報者が、不利益を被
る危険を懸念することがないよう留意すべきである。
▶ P.83　● Deloitte Speak Up

● デロイト トーマツ グループではDeloitte Speak Up（通報窓口）を設置し、その連絡
先をグループイントラネットや外部のウェブサイトにて公開することで、内部・外部から
の通報を受ける体制を整えています。通報の取り扱いにあたっては、通報者が不利益
を受けないように内部規程（報復禁止規程）を定め、また、Ethics Officerの監視のも
と、組織内で独立した内部専任部隊もしくは弁護士、社会保険労務士等の外部専門
家が関与することで調査の中立性と秘密保持を徹底しています。

原則３ 組織体制（ガバナンス）

監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援す
る機能を確保すべきである。

行動指針 対応状況

3-1 監査法人は、経営機関等による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて実効
性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、その役割を明らか
にすべきである。また、規模・特性等を踏まえて監督・評価機関を設けないとした場合
は、経営機能の実効性を監督・評価する機能や、それを通じて実効性の発揮を支援す
る機能を確保すべきである。
▶ P.75〜76　● トーマツのガバナンス

● 社員総会を最高意思決定機関としつつ、迅速かつ適切な意思決定を容易にするた
め、ボードで法人経営に関する重要事項を決定または承認し、代表執行役等の経営
執行を監督します。
● ボードメンバーは、ボード議長、ガバナンス機関の構成員である評議員及び経営ト
ップである代表執行役で構成され、経営意思決定に基づく執行を行わないメンバー
がその中心を担うことで、ガバナンスの強化を図っています。

3-2 監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識す
る課題等に対応するため、独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。併せ
て、当該第三者に期待する役割や独立性に関する考え方を明らかにすべきである。
▶ P.75〜76　● トーマツのガバナンス
▶ P.77〜81　● 独立非業務執行役員（INE）からの助言・提言及び取り組み方針

● 「監査法人の組織的な運営に関する原則」（監査法人のガバナンス・コード）で求め
られる監査品質の持続的な向上に向けて透明性の高い組織的な運営を確保し、資本
市場において公益的な役割を果たす観点から、他企業における組織的な運営の経験
や、資本市場の参加者としての視点や監査の知見などを有し、独立性を有する第三者
として外部有識者3名を独立非業務執行役員（INE）に選任しています。
● INEはボードに陪席し、その知見に基づいてトーマツの組織的な運営及び経営執行
体制、監督機能の実効性の向上充実に関する助言・提言を行います。

3-3 監査法人は、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者について、例えば
以下の業務を行うことが期待されることに留意しつつ、その役割を明らかにすべきで
ある。

・経営機能の実効性向上に資する助言・提言
・組織的な運営の実効性に関する評価への関与
・経営機能を果たす人員又は独立性を有する第三者の選退任、評価及び報酬の決定
過程への関与

・法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与
・内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報の検
証及び活用状況の評価への関与

・被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換への関与
▶ P.75〜76　● トーマツのガバナンス
▶ P.77〜81　● 独立非業務執行役員（INE）からの助言・提言及び取り組み方針
▶ P.87〜88　● デロイト トーマツ グループの組織体制

● 監査法人の経営に外部の視点及び公益の視点を反映させ、組織的な運営を確保
するため、外部有識者3名をINEとして招聘しています。
● 指名委員会等設置会社に倣い、ボード内委員会として、推薦委員会、報酬委員会、
監査委員会の3つの委員会を設置するほか、INEのみで構成される公益監督委員会を
設置しています。
● INEからの助言・提言を真摯に受け止めるとともに、ボードによるマネジメントの監
督を通じて、様々な課題を識別し、その解決に向けた取り組みをしています。
● ボード内委員会として報酬委員会、推薦委員会、監査委員会及び公益監督委員会
を設置し、ガバナンス機能を強化しています。また、デロイト トーマツ グループのボー
ド内委員会のリスク＆エシックス委員会が、監査法人を含むグループ全体で提供す
る業務全般について、そのリスク管理体制を監督するとともに、グループ全体におけ
るエシックス及びインテグリティを重視する文化の醸成状況、及びグループの定める
Code of Conductの遵守状況も監督しています。

3-4 監査法人は、監督・評価機関等が、その機能を実効的に果たすことができるよう、監
督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者に対し、適時かつ適切に必要な情
報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。
▶ P.75〜76　● トーマツのガバナンス

● 経営執行機関のトップである代表執行役がボードに参画することで、トーマツの経
営に関する重要事項が定期的にボードに報告されます。また、Executive Committee
メンバーで、トーマツのリスク管理等の責任を負うRisk & Brand Protection本部長
がボードに陪席し、トーマツのリスク管理等に関する事項を定期的にボードに報告
します。
● 新たにボードメンバーに就任した者及びINEには就任時研修と業務を遂行するた
めに必要な情報が提供されます。ボード、各ボード内委員会及びINEを補佐する機関
としてボード議長室を設置し、専任スタッフを配置しています。
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原則５ 透明性の確保

監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。
また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。

行動指針 対応状況

5-1 監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本
原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みについて、一般に閲覧
可能な文書等で、わかりやすく説明すべきである。

● トーマツは、監査品質の向上に向けた取り組みをはじめとする様々な施策を「監査
品質に関する報告書」で説明し、それを広くステークホルダーに公表しています。

5-2 監査法人は、品質管理、ガバナンス、IT・デジタル、人材、財務、国際対応の観点から、
規模・特性等を踏まえ、以下の項目について説明すべきである。

・会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそれぞれの役
割を主体的に果たすためのトップの姿勢

・法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考え方や行動
の指針

・監査法人の中長期的に目指す姿や、その方向性を示す監査品質の指標（AQI：Audit 
Quality Indicator)又は会計監査の品質の向上に向けた取組みに関する資本市場の
参加者等による評価に資する情報

・監査法人における品質管理システムの状況
・経営機関等の構成や役割
・監督・評価機関等の構成や役割。独立性を有する第三者の選任理由、役割、貢献及
び独立性に関する考え方

・法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位置づけについての考え
方、利益相反や独立性の懸念への対応

・監査に関する業務の効率化及び企業におけるテクノロジーの進化を踏まえた深度
ある監査を実現するための IT 基盤の実装化に向けた対応状況（積極的なテクノロジ
ーの有効活用、不正発見、サイバーセキュリティ対策を含む。）

・規模・特性等を踏まえた多様かつ必要な法人の構成員の確保状況や、研修・教育も
含めた人材育成方針

・特定の被監査会社からの報酬に左右されない財務基盤が確保されている状況
・海外子会社等を有する被監査会社の監査への対応状況
・監督・評価機関等を含め、監査法人が行った、監査品質の向上に向けた取組みの実
効性の評価

▶ P.3〜4　● デロイト トーマツ グループの経営理念
▶ P.5〜6　● トーマツが取り組む重点戦略とありたい姿
▶ P.7～8　● ステークホルダーの期待を理解するための対話
▶ P.9～10　● 監査品質の指標（AQI）の概要
▶ P.13～16　● トップメッセージ－トーマツのありたい姿－
▶ P.61～62　●「Quality first」を重視する品質管理システム
▶ P.65〜68　●「Quality first」のための品質管理体制
▶ P.73〜74　● トーマツのマネジメント
▶ P.75〜76　● トーマツのガバナンス
▶ P.77〜81　● 独立非業務執行役員（INE）からの助言・提言及び取り組み方針
▶ P.85　● 非監査業務の提供方針
▶ P.72　● テクノロジーを活用した組織的な不正リスク対応
▶ P.25～32　● 戦略1ー監査Transformation
▶ P.86　● リスクマネジメント
▶ P.43〜46　● 専門知見を活かした監査チームの組成
▶ P.51〜57　● 監査品質の基盤となる人財戦略
▶ P.94　● 財務情報
▶ P.47〜49　● 世界各国の状況に適切に対応するグローバル監査
▶ P.69〜71　● 継続的な監査品質の向上を強力に推進するモニタリング及び改善
▶ P.75～76　●トーマツのガバナンス
▶ P.77〜81　● 独立非業務執行役員（INE）からの助言・提言及び取り組み方針

5-3 グローバルネットワークに加盟している監査法人や、他の法人等との包括的な業務提
携等を通じてグループ経営を行っている監査法人は、以下の項目について説明すべき
である。
・グローバルネットワークやグループの概略及びその組織構造並びにグローバルネッ
トワークやグループの意思決定への監査法人の参画状況
・グローバルネットワークへの加盟やグループ経営を行う意義や目的（会計監査の品
質の確保やその持続的向上に及ぼす利点やリスクの概略を含む。）

・会計監査の品質の確保やその持続的向上に関し、グローバルネットワークやグルー
プとの関係から生じるリスクを軽減するための対応措置とその評価
・会計監査の品質の確保やその持続的向上に重要な影響を及ぼすグローバルネット
ワークやグループとの契約等の概要
▶ P.88〜89　● デロイトネットワーク
▶ P.90　●デロイト トーマツ グループの一員としての経営及びデロイトネットワーク
への加盟がトーマツの監査品質に及ぼす影響

● 日本のデロイト トーマツ グループ CEOである木村研一は、DTTL及びデロイトAPの
エグゼクティブメンバーを務め、トーマツのボード議長の永山晴子は、デロイトAPのボ
ードのメンバーを務めています。また、トーマツ社員の郷田英仁が監査・保証業務のリ
ーダーとしてデロイトAPのエグゼクティブに参画し、デロイト トーマツ リスクアドバイ
ザリー合同会社社員の渡辺淳子がDTTLボードメンバー及びデロイトAPのボード副議
長に就任しています。
● デロイト トーマツ グループのメンバーがDTTL及びデロイトAPのエグゼクティブ及
びボードに参画することで、デロイトのグローバルネットワークに共通して適用される
監査品質に関するルールや基準の設定に積極的に関与し、ますます国際化する日本
企業のグローバル監査にて、これらの企業の監査の品質の向上に主体的に取り組ん
でいます。また、経営の観点からも、国内のみならずグローバルやアジア パシフィック
の視座から監査や監査法人を取り巻く環境の変化を俯瞰し、デロイト トーマツ グルー
プとしての経営方針を検討及び推進しています。デロイト トーマツ合同会社は、デロイ
トネットワーク内のファームと、その地位やサービス提供に関する契約等を締結し、所
定の計算方法に従ってその対価を支払っています。
● トーマツは、デロイト トーマツ グループの一員として経営を行うことにより、また、
デロイトネットワークに加盟することにより、世界中の幅広い分野における専門家の
知見等を活用しうることに加え、デロイトネットワーク共通の監査に関する方針・手続
をデロイトネットワーク全体で共有したうえで、グローバル共通で開発したメソドロジ
ー、ツール、及び教育研修プログラム等（以下、メソドロジー等）を利用することで、グ
ローバルに首尾一貫した高品質な監査業務の効率的な提供が可能となっています。
こうした方針・手続やメソドロジー等には日本も含めてグローバルに監査を行ってい
る経験が継続的に反映されるため、監査品質や監査人財の継続的な向上に資するこ
とが期待されています。さらには、DTTLはトーマツを含めてネットワークのメンバーの
監査の品質を継続的にモニタリングしており、こうしたモニタリングの存在も踏まえた
継続的な改善や必要な是正行為の実施が行われ得ることも、トーマツの監査品質の
維持・向上の動機付けとして機能しています。

5-4 監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監査会社、株
主、その他の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努めるべきである。その
際、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。
▶ P.7～8　●ステークホルダーの期待を理解するための対話
▶ P.77〜81　● 独立非業務執行役員（INE）からの助言・提言及び取り組み方針

● 投資家等のステークホルダーと直接対話を継続して実施しています。
● 被監査会社の監査役等を対象とした「トーマツ ガバナンス フォーラム」を年2～3回
開催することで、監査に対する監査役等の理解をより一層深めていただく取り組みを
しています。

5-5 監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの実効性を定
期的に評価すべきである。
▶ P.69〜71　● 継続的な監査品質の向上を強力に推進するモニタリング及び改善
▶ P.75〜76　● トーマツのガバナンス
▶ P.77〜81　● 独立非業務執行役員（INE）からの助言・提言及び取り組み方針

● トーマツは、独自の審査及び定期的な検証に加えて、日本公認会計士協会（JICPA）
による品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会（CPAAOB）による検査を受けて
います。また、米国証券取引委員会（米国SEC）登録会社の監査業務に対しては、米国公
開会社会計監督委員会（PCAOB）の検査も受けています。
● 経営執行機関に対する監督・評価機関としてボードを設置しています。社員総会を最
高意思決定機関としつつ、迅速かつ適切な意思決定を容易にするため、ボードで法人
経営に関する重要事項を決定または承認し、「監査法人の組織的な運営に関する原則」

（監査法人のガバナンス・コード）の適用状況や監査品質の向上に向けた取り組みを
含む代表執行役等の経営執行を監督します。
● ボードは一般事業会社の「取締役会の実効性評価」に倣い、毎期、「ボードの実効性
に関する自己分析及び評価」を実施し、その評価結果、認識した課題及び課題に対する
アクションプランを、出資者である社員に報告しています。
● INEはボードに陪席し、その知見に基づいてトーマツの組織的な運営及び経営執行
体制、監督機能の実効性の向上充実に関する助言・提言を行います。
● トーマツは、INEからの助言・提言を真摯に受け止めるとともに、ボードによるマネジ
メントの監督を通じて、様々な課題を識別し、その解決に向けた取り組みをしています。

5-6 監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から得た有益な情報や、本原則の適
用の状況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に向け活用すべきである。
▶ P.7～8　●ステークホルダーの期待を理解するための対話

● ステークホルダーとの対話を通じた監査品質のさらなる向上と、意見発信を通じ
た資本市場の健全な発展に努め、ステークホルダーの期待に応え続けます。

トーマツの監査品質の向上に向けた取り組みをはじめとする様々な施策について
は、「監査品質に関する報告書」の次のページをご参照ください。

本報告書において、2024年6月から2025年5月までを2025年5月期としています。
本報告書は、時点の記載がある場合を除き、発行時（2025年10月）の最新情報に基づいて記載し、過去の経緯やこれからの取り組みについても説明しています。
本報告書に対するご意見・ご感想は右記メールアドレスにご連絡ください。： audit-pr＠tohmatsu.co.jp

�万人超����

デロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社
（現：デロイト トーマツ グループ合同会社）設立
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デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネット
ワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トー
マツ、デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デ
ロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人
およびデロイト トーマツ グループ合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、日本で最
大級のプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、プロフェッショ
ナルサービスを提供しています。また、国内約30都市に2万人超の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日
本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト、www.deloitte.com/
jpをご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組
織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまた
は複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれ
ぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはあ
りません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為につ
いてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うも
のではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/
aboutをご覧ください。 デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証
有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それ
ぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、
バンコク、北京、ベンガルール、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、
ニューデリー、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供してい
ます。
Deloitte（デロイト）は、最先端のサービスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート

（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高
め、クライアントの変革と繁栄を促進することで、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショ
ナルの集団です。デロイトは、創設以来180年の歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開
しています。 “Making an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約46万
人の人材の活動の詳細については、www.deloitte.comをご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リ
ミテッド (DTTL)、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人

（総称して“デロイトネットワーク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではあり
ません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家
にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明
示・黙示を問いません）をするものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職
員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接または間接に発生したいかなる損失
および損害に対して責任を負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法
的に独立した別個の組織体です。
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